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(
一
)

一
九
九
三
年
選
挙
規
程

九
三
年
九
月
二

一
日
の

エ
リ
ツ
ィ
ン

・
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ

っ
て
旧
ロ
シ
ア
議
会
は
廃
止
さ
れ
、
九
三
年

二

一月

一
二
日
に
、

ロ
シ
ア

新
議
会

(連
邦
集
会
)
の
両
院
の
選
挙
を
実
施
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
当
日
発
せ
ら
れ
た

「移
行
期
連
邦
権
力
機
関
規
程
」
(大
統

領
令
)
は
、
国
家
院
、
連
邦
院
の
二
院

か
ら
な
る
新
議
会
の
基
本
構
造
を
定
め
た
。

国
家
院
議
員
の
選
挙

に
つ
い
て
は
、
九
月
二

一
日
に

「国
家
院
議
員
選
挙
規
程
」
が
発
表
さ
れ
て
い
た
が
、

一
〇
月

一
日
に
は
、
そ

れ
を
修
正
し
た

「
一
九
九
三
年
国
家
院
議
員
選
挙
規
程
」
が
大
統
領
令
に
よ

っ
て
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
選
挙
規
程
は
、
さ
ら
に

一
一
月

六
日
、
若
干
修
正
さ
れ
た
(
ロ
新
聞
九
三
-

一
一
-

一
一
)。
国
家
院
の
定
数
は
、
先
の
九
月
一
二

日
の
大
統
領
令
で
は
四
〇
〇
と
さ
れ
て

い
た
が
、
こ
の
規
程
で
は
四
五
〇
に
改
め
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
二
二
五
は
小
選
挙
区

で
、
残
る
一
二
一五
は
連
邦
全
体
が

一
選
挙
区
と
な

っ
て
比
例
代
表
制
で
選
出
さ
れ
る
。
こ
の
小
選
挙
区
制
と
比
例
代
表
制

の
併
用
は
、
リ
ト
ア
ニ
ア
や
グ
ル
ジ

ア
の
経
験
か
ら
学
ん
だ
も

の
だ
と
い
う

(国
家
と
法
九
三
ー
八
ー
四
〇
)。

比
例
代
表
選
挙
の
方
は
選
挙
団
体
に
投
票
す
る
こ
と
に
な
る
。
選
挙
団
体
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

そ
の
規
約
が
司
法
省
に
登

録
さ
れ
て
い
る
政
党

・
政
治
運
動
、
ま
た
は
そ
れ
ら
の
ブ

ロ
ッ
ク
で
あ
る
。
選
挙
団
体
は
候
補
者
名
簿
を
発
表
す
る
が
、
そ
の
政
党

・
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社
会
団
体

に
加
盟
し
て
い
な
い
者
を
候
補
者

に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
選
挙
団
体
は
、
連
邦
構
成
主
体

(ま
た
は
そ
の
グ

ル
ー
プ
)

に

分
割
し
て

(全
部
ま
た
は

一
部
)
候
補
者
名
簿
を
作
成
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
候
補
者
名
簿
の
登
録
の
た
め

に
は

一
〇
万
人
以
上

の
有

権
者
の
署
名
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
場
合

一
つ
の
連
邦
構
成
主
体
の
有
権
者
の
署
名
が

一
〇
万
人
の
う
ち
の

一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

　よ

て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
少
な
く
と
も
七

つ
の
構
成
主
体
で
の
署
名
が
必
要
と
な
る
。
署
名
簿
に
は
最
初
の
三
人

の
候
補
者
名
が

記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
署
名
を
添
え
た
候
補
者
名
簿
は
選
挙
の
三
五
日
前
ま
で
に
中
央
選
挙
委
員
会
に
提
出
さ
れ
、
そ

れ
か
ら
五
日
以
内
に
点
検

・
登
録

・
公
表
が
な
さ
れ
る
。

小
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
比
例
代
表
選
挙

の
た
め
の
候
補
者
名
簿
を
提
出
し
た
選
挙
団
体
は
、
そ
の
ま
ま
小
選
挙
区
に
も
候
補

者
を
立

て
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
以
外
の
者
が
立
候
補
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
選
挙
区
の
有
権
者

の

一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
署
名
を

集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
署
名
と
立
候
補
の
申
請
書
は
、
選
挙

の
二
七
日
以
上
前

に
選
挙
委
員
会
に
提
出
さ

れ
、
五
日
以
内
に
点
検
・

登
録

・
公
表
が
な
さ
れ
る
。
候
補
者
が
二
人
以
上
揃
わ
な
か

っ
た
場
合
は
、
選
挙
は

一
二
週
間
延
期
さ
れ
、

候
補
者
の
追
加
選
抜
を
行

う
。さ

て
候
補
者
に
は
、
選
挙
期
間
中
休
暇
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
間
平
均
賃
金
相
当
額
そ
の
他
が
選
挙
委
員
会

に
よ

っ
て
候
補
者

に
支
払

わ
れ
る
。
小
選
挙
区
の
候
補
者
は
、
そ
の
選
挙
区
内
の
交
通
機
関

(タ
ク
シ
ー
な
ど
除
く
)
の
無
料
利
用
権

も
与
え
ら
れ
る
。
比
例
選

挙
の
候
補
者
に
も
同
様
の
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
国
家
機
関
や
地
方
自
治
機
関
は
、
候
補
者
が
平
等

に
選
挙
運
動
を
行
え
る
よ
う

協
力
す
る
。
選
挙
前
の

一
〇
日
間
は
、
選
挙
に
関
す
る
世
論
調
査
の
結
果
の
公
表
は
禁
じ
ら
れ
る
。
国
家
機
関
が
設
立
者
の

一
人
に
な

っ
て
い
た
り
、
国
家
の
財
政
支
援
を
受
け
て
い
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
、
全
候
補
者
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
利
用
の
平
等

の
可
能
性
を
保
証
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
各
候
補
者
は
、
国
営
テ
レ
ビ
お
よ
び
国
営
ラ
ジ
オ
で
、
そ
れ
ぞ
れ

一
回
政
見
放
送
を
行
う
権
利
を
有
す
る
。
比

例
選
挙
区

に
候
補
者
を
立
て
て
い
る
選
挙
団
体
は
、
選
挙
前

の
三
週
間
は
、
全
連
邦
国
営
テ
レ
ビ

・
ラ
ジ
オ
で
毎
日

一
時
間
以
上
政
見

放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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選
挙
資
金
は
、
選
挙
委
員
会
か
ら
の
交
付
金
、
自
己
資
金
、
候
補
者
を
推
薦
し
た
政
党
等
の
団
体
、
個
人

・
法
人
の
寄
付
金
で
賄
わ

れ
る
。
個
人
か
ら
候
補
者

へ
の
寄
付
金
は
最
低
賃
金
の
二
〇
倍
以
下
、
選
挙
団
体

へ
の
そ
れ
は
三
〇
倍
以
下
、
各
法
人
か
ら
候
補
者
、

選
挙
団
体

へ
の
寄
付
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
最
低
賃
金
の
二
〇
〇
倍
以
下
、
二
万
倍
以
下
と
い
う
制
限
が
あ
る
。
外
国

か
ら
の
寄
付
金
は
許

さ
れ
な
い
。
選
挙
資
金

の
た
め
に
銀
行
の
特
別
口
座
が
開
設
さ
れ
、
資
金
は
中
央
選
挙
委
員
会

の
定
め
る
手
続

に
従

っ
て
支
出
さ
れ
る

パこ

こ
と
に
な
る
。

比
例
代
表
選
挙

の
投
票
用
紙

に
は
、
候
補
者
を
出
し
た
選
挙
団
体
名

(ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
)
と
最
初
の
三
人
の
候
補
者
名
が
印
刷

さ
れ
る
。
従

っ
て
最
初
の
三
人
を
だ
れ
に
す
る
か
が
重
要

に
な
る
。
小
選
挙
区
の
投
票
用
紙
に
も
候
補
者
名

(生
年
月
日
、
職
業
、
住

所
等
も
)
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
投
票

に
際
し
て
は
、
自
分
が
投
票
し
た

い
候
補
者
名
に
印

(十
印
そ
の
他

)
を

つ
け
る
。
以
前
は
、

投
票
し
た
く
な
い
候
補
者
名
を
線
で
消
す
方
式
だ

っ
た
が
、
候
補
者
数
が
増
え
た
の
で
投
票
方
法
が
変

っ
た
。
な
お
投
票
用
紙

に
は
ど

の
候
補
者

(名
簿
)
に
も
投
票
し
た
く
な
い
と
い
う
項
目
も
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

一
一
月
六
日
の
修
正
で
、
比
例
区
に
つ
い
て
も
、
投

票
率
が
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
場
合
は
、
選
挙
は
不
成
立
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
。

小
選
挙
区
の
場
合
は
、
最
も
多
く
の
票
を
得
た
候
補
者
が
当
選
と
な
る
。
以
前
は
過
半
数
の
得
票
者

(し

か
も
有
権
者

の
過
半
数
と

い
う
こ
と
も
あ

っ
た
)
が

い
な
い
場
合
は
決
選
投
票
を
行

っ
て
い
た
が
、
今
回
は
簡
易
化
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
同
数
の
場
合
は
先
に

登
録
さ
れ
て
い
た
候
補
者
が
当
選
と
な
る
。
投
票
率
が
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
と
き
は
選
挙
は
不
成
立
と
な
る
。
ど
の
候
補
者
に
も

投
票
し
た
く
な
い
と
い
う
項
目
の
得
票
が

一
番
多
か

っ
た
と
き
も
、
当
初
は
、
選
挙
は
不
成
立
と
さ
れ
て
い
た
が
、

一
一
月
六
日
の
修

正
で
こ
の
点
は
削
除
さ
れ
た
。

比
例
代
表
選
挙
の
場
合
、
有
効
投
票
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

の
得
票
に
終

っ
た
選
挙
団
体

に
は
議
席
は
与

え
ら
れ
な
い
。
五
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
獲
得
し
た
選
挙
団
体
に
は
議
席
が
比
例
配
分
さ
れ
る
。
そ
の
配
分
の
仕
方
は
い
わ
ゆ
る
最
大
剰
余
方
式
で
あ
る
。
選
挙
規
程

が
あ
げ

て
い
る
例
を
示
そ
う

(表
①
)
。
定
員

一
五
で
A
～
G
の
七
党
が
選
挙
に
参
加
し
、
そ
の
得
票
数
が
別
表
の
と
お
り
だ

っ
た
と
す
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る
。
こ
の
合
計
数
を
定
員
数

一
五
で
割
る
と
六
万
七
千
六
百
と
な
る
。
各
党
の
得
票
数
を
こ
の
六
万
七
千
六
百

で
割
る
と
、
各
党
の
議

席
の
配
分
基
数
が
で
る
。
こ
の
整
数
部
分
が
ま
ず
各
党

の
議
席
と
な
り

(
二

議
席
)
、
残
る
四
議
席
は
、
小
数
部
分
の
大
き
い
順
に
、

F
、
B
、
G
、
C
に
割
り
当

て
ら
れ
る
。

こ
の
配
分
方
式
は
、
当
初

(九
旦

二

日
)
の
選
挙
規
程

で
は
違

っ
て
い
た
。
当
初
は
次
の
よ
う
な
独
特
な
方
式
で
あ

っ
た

(表
②
)。

ま
ず
整
数
部
分
が
各
党

に
配
分
さ
れ
る
の
は
同
じ
で
あ
る
。
次
に
、
各
党
別
に
小
数
部
分
を
全
体
で
割
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
A
の
場

合
は
ま
+
ピ
8
U
N
。
。8
と
な
る
。
同
じ
よ
う
に
計
算
す
る
と
表
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
数

の
大
き
い
順
に
、
F
、
G
、
D
、
B
に
議
席

が
配
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
の
結
果
と
比
較
す
る
と
C
と
D
が
入
れ
代

っ
て
い
る
。
C
"
"
6
。。
と
D
H
一
.韻

を
比
較
す
る
と
、
小
数

部
分
は
。
ひ
。。
と
9
緕
で
わ
ず
か
に
C
の
方
が
多

い
。
改
定
後

の
方
式
で
は
C
に
議
席
を
与
え
ら
れ
る
。
当
初

の
方
式
で
は
、
す
で
に
四

議
席
を
確
保
し
て
い
る
C
党
の
。
ぴ
。。よ
り
、

一
議
席
し
か
と

っ
て
い
な
い
D
党
の
9
緕
を
優
先
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
当
初

の
方

式
で
は
小
政
党
に
有
利
で
あ

っ
た
が
、
大
政
党
有
利
の
方
式
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。

二
二
五
の
小
選
挙
区
の
区
割
は
、
中
央
選
挙
委
員
会

に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
、
新
聞
に
公
表
さ
れ
た
(イ
九
三
i

一
〇
1

一
三
、
九
三
ー

一

〇
1

一
四
、
ロ
新
聞
九
三
-

一
〇
i

二
二
)。

一
つ
の
選
挙
区
の
有
権
者
数
は
だ

い
た
い
四
〇
万
人
か
ら
六
〇
万
人
で
あ
る
。
モ
ス
ク
ワ
市

の
場
合
は
、
市
内
が

一
五
の
選
挙
区
に
分
か
れ
る
。
自
治
州
や
自
治
区
は
有
権
者
数
が
少
な
い
と
こ
ろ
が
多

い
が
、
こ
れ
ら
も

一
つ
の

選
挙
区
に
な
る
。
例
え
ば

エ
ベ
ン
キ
自
治
区
は
有
権
者
数

一
万
三
千
八
百
で
あ
る
が
、
こ
れ
で

一
選
挙
区

で
あ
る
。

次
に
連
邦
院
の
選
挙
は
ど
う
か
。
九
月
二

一
日
の
移
行
期
連
邦
権
力
機
関
規
程
に
よ
れ
ば
、
連
邦
院
は
各
連
邦
構
成
主
体
か
ら

の
二

人
の
代
表

(立
法
機
関
と
執
行
機
関

の
代
表
)
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。

つ
ま
り
議
員

は
自
動
的
に
決
ま
る
の
で

あ
る

(九
三
年

一
二
月
に
制
定
さ
れ
た
新
憲
法
で
も
同
じ
で
あ
る
)。
し
か
し

一
〇
月

一
一
日
に
は

「
一
九
九

三
年

ロ
シ
ア
連
邦
議
会
連

邦
院
議
員
選
挙
規
程
」
が
大
統
領
令
に
よ

っ
て
公
布
さ
れ

(
ロ
新
聞
九
三
-

一
〇
1

一
九
)、
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

連
邦
院
議
員
の
選
挙
方
法
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
各
連
邦
構
成
主
体
が

一
つ
の
選
挙
区
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
各
二
人
の
議
員
が
選
出
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さ
れ
る
。
有
権
者
は
二
人
の
候
補
者
に
投
票
し
、
上
位

の
二
人
が
当
選
と
な
る
。
立
候
補
に
は
そ
の
選
挙
区

の
有
権
者

の

一
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
の
署
名
が
必
要
で
あ
る
。

一
一
月
六
日
の
修
正
で
、
有
権
者

の
多

い
選
挙
区
で
は
、
二
万
五
千
以
上

(有
権
者
二
五
〇
万
以
上

の
場
合
)、
三
万
五
千
以
上

(有
権
者
四
〇
〇
万
以
上
の
場
合
)
の
署
名
で
足
り
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
は
地
方
で
署
名
を
集
め
る
こ

と
が
相
対
的
に
困
難
な

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
の
よ
う
な
モ
ス
ク
ワ
中
心
の
政
党

に
有
利
な
改
定
と
い
う
批
判

も
あ
る

(独
立
九
三
i

一
一

-
六
)。
候
補
者
が
二
人
し
か
い
な
い
と
き
は
選
挙
を
延
期
し
、
追
加

の
候
補
者

の
選
抜
を
行
う
。
投
票
用
紙

に
は
候
補
者
名
そ
の
他
の

デ
ー
タ
が
印
刷
し
て
あ
る
の
で
、
そ
の
う
ち
の
投
票
し
た

い
候
補
者
二
人
以
下
に
印
を
付
け
る
。
「ど
の
候
補

者
に
も
反
対
」
と
い
う
項

目
も
あ
る
。

投
票
率
が
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

の
と
き
は
選
挙
は
不
成
立
と
な
る
。
当
初
は
、
「ど
の
候
補
者
に
も
反
対
」
と
い
う
票
が

一
番
多
か

っ
た
場
合
も
選
挙
は
不
成
立
と
さ
れ
て
い
た
が
、

一
一
月
六
日
の
修
正
で
削
除
さ
れ
た
。
「
ど
の
候
補
者

に
も
反
対
」
の
票
が

一
位
ま
た

は
二
位
を
占

め
た
場
合
は
、

一
人
だ
け
が
当
選
と
な
る
。

連
邦
構
成
主
体
は
、
チ

ェ
チ

ェ
ン
共
和
国
を
含
め
れ
ば
八
九
で
あ
る
。

一
〇
月

一
六
日
に
中
央
選
挙
委
員
会
は
選
挙
区

の
リ
ス
ト
を

発
表
し
て
い
る
が
、
こ
の
リ
ス
ト
の
番
号
は
八
九
ま
で
付
い
て
い
る
。
し
か
し
チ

ェ
チ

ェ
ン
共
和
国
の
項
目
だ
け
は
人

口
等
の
デ
ー
タ

が
書

い
て
な
く
、
空
白
に
な

っ
て
い
る

(
ロ
新
聞
九
三
-

一
〇
1
二
〇
)。

議
員
の
兼
職
禁
止
問
題

に
つ
い
て
は
奇
妙
な
い
き
さ

つ
が
あ

っ
た
。
九
月
二

一
日
の
移
行
期
連
邦
権
力
機
関
規
程
お
よ
び

一
〇
月

一

日
の
選
挙
規
程
で
は
、
国
家
院
議
員
は
国
家
の
職
務
や
他
の
有
給

の
活
動
と
兼
任
で
き
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
と
い
っ
て
も
立
候

補
は
自
由
で
あ
り
、
当
選
後
元
の
職
を
辞
す
れ
ば

い
い
の
で
あ
る
。
そ
の
後

一
〇
月

一
一
日
の
大
統
領
令
は
、
先
の
移
行
期
連
邦
権
力

規
程
を
改
正
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
大
統
領
令
は
、
同
じ
名
称
、
同
じ
日
付
、
同
じ
番
号
の
も
の
が
二

つ
あ

る
の
で
あ
る
。

一
つ
は

一

〇
月

二
二
日
に
、
他
は

一
〇
月

一
九
日
に
公
表
さ
れ
た

(い
ず
れ
も

ロ
シ
ア
新
聞
)。
両
者
は
内
容
が
違

っ
て

い
る
が
、
後
者
の
方
が
結

局
有
効
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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前
者

は
、
国
家
院
議
員
だ
け
で
な
く
、
連
邦
院
議
員
も
兼
職
を
禁
止
し
て
お
り
、
よ
り
厳
し
い
も
の
に
な

っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
後

者
は
、
連
邦
院
に

つ
い
て
は
兼
職
禁
止
は
な
く
、
国
家
院
に
つ
い
て
も
、

ロ
シ
ア
連
邦
の
閣
僚
会
議
メ
ン
バ
ー
は
兼
職
禁
止
の
例
外
と

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
職
の
有
力
閣
僚
の
選
挙

へ
の
出
馬
が
予
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
の
改
定
で
あ

っ

た
。
現
職
の
有
力
閣
僚
は
た
と
え
当
選
し
て
も
議
員
と
し
て
活
動
す
る
余
裕
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
改
革
派

は
そ
の
中
心
メ
バ
ー
が
閣

僚
に
な

っ
て
い
る
か
ら
、
兼
職
を
認
め
な
い
と
選
挙
運
動
が
成
り
立
た
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
改
革
派
に
よ

る
御
都
合
主
義
的
な
措
置

で
あ

っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
権
力
分
立
原
則
に
違
反
す
る
と
い
う
批
判
の
声
も
強
か

っ
た

(イ
九
三
-

一
〇
1
二
〇
)。

す
で
に
九
三
年
九
月
二
九
日
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
、
旧
最
高
会
議
の
副
議
長
を
務
め
て
い
た

ニ
コ
ラ
イ

・
リ
ャ
ー
ボ
フ
氏
を
委

員
長
と
し
、
彼
を
含
め
て
二

一
人
か
ら
な
る
中
央
選
挙
委
員
会
を
組
織
し
て
い
た
(
ロ
通
報
九
三
ー
九
⊥

二
〇
)
。
以
後
、
新
議
会
の
選
挙

と
新
憲
法
草
案
の
人
民
投
票
の
組
織
的
な
準
備
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
一
月
六
日
に
は
、
中
央
選
挙
委
員
会

に

「統
制
・監
督
局
」
が
設
置
さ
れ

(大
統
領
処
分
)、
選
挙
資
金

問
題
の
監
視
な
ど
を
行
う

こ
と
に
な

っ
た

(
ロ
通
報
九
三
-

一
一
-

一
一
)。
同
日
、
選
挙
と
憲
法
採
択

の
人
民
投
票

の
監
視
の
た
め
、
「
外
国
人
監
視
員
の
活
動
の

保
証
に
つ
い
て
」
の
大
統
領
処
分
が
発
せ
ら
れ
、
諸
外
国
・
国
際
機
関
か
ら
の
監
視
員
の
受
け
容
れ
が
決
定
さ
れ
た

(
ロ
通
報
九
三
-

一

一
-

二

)。

二 一 一 一 一 〇

月 月 月 月 月 月

二 九 四 一 六 八
日 日 日 日 日 日

中
央
選
挙
委
員
会
は
、
次
の
よ
う
に
選
挙
の
日
程
を
発
表
し
た
。

比
例
区
の
候
補
者
名
簿
の
提
出
期
限

(署
名
を
添
え
て
)

比
例
区
候
補
者
名
簿
の
登
録

・
公
表

小
選
挙
区
の
立
候
補
者
届
出
期
限

(署
名
を
添
え
て
)、
連
邦
院
の
選
挙
も
同
じ

小
選
挙
区
の
候
補
者
登
録

・
公
表
、
連
邦
院
の
選
挙
も
同
じ

投
票
日
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(1
)

(
2
)

こ
の
ル
ー
ル
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
争
い
が
あ

っ
た
。
中
央
選
挙
委
員
会
は
、
比
例
選
挙
の
名
簿
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
候
補
者
が
同
時
に

小
選
挙
区
に
も
立
候
補
す
る
場
合
に
だ
け
署
名
は
不
要
と
解
し
た
。
つ
ま
り
大
部
分
の
場
合
は
署
名
が
必
要
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
民
主
ロ

シ
ア
派
は
こ
の
解
釈
に
異
を
唱
え
、
比
例
選
挙
に
候
補
者
を
出
し
て
い
る
団
体
の
小
選
挙
区
で
の
候
補
者
は
全
員
署
名
不
要
と
主
張
し
、
最

高
裁
判
所
に
訴
え
た

(独
立
九
三
-

一
〇
1
二
八
)。
し
か
し
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
情
報
が
な
い
。
選
挙
規
程
を
見
る
限
り
民
主
ロ
シ
ア

の
主
張
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
比
例
区
に
候
補
者
を
立
て
ら
れ
る
大
政
党
に
好
都
合
な
制
度
で
あ
る
。

選
挙
で
勝
利
す
る
た
め
に
は
、
小
選
挙
区
で
は

一
人
当
り
三
億
ル
ー
ブ
ル
、
比
例
区
で
は

一
人
に
つ
き
三
～
四
千
ル
ー
ブ
ル
必
要
だ
と
い

っ
た
計
算
が
な
さ
れ
て
い
る

(イ
九
三
-

一
〇
ー
六
)。
当
時
の
レ
ー
ト
は

一
円
が
約

一
〇
ル
ー
ブ
ル
で
あ
る
。
な
お
選
挙
資
金
に
つ
い
て

次
を
参
照
。
拙
稿

「
一
九
九
三
年
ロ
シ
ア
議
会
選
挙
の
各
党
の
選
挙
資
金
」
(『社
会
主
義
法
の
う
ご
き
』
七
四
号
、

一
九
九
四
年
)

(
二
)
選
挙
団
体
と
候
補
者

一
九
九
三
年

一
〇
月

一
四
日
、

ロ
シ
ア
連
邦
司
法
省
は
、
選
挙

に
候
補
者
を
立
て
る
こ
と
が
可
能
な
司
法
省
に
登
録
さ
れ
て
い
る
政

党

・政
治
運
動
名
を
公
表
し
た
が
、
そ
こ
に
は
九

一
の
団
体
が
列
記
さ
れ
て
い
た

(ロ
通
報
九
三
-

一
〇
ー

一
四
、
ロ
新
聞
九
三
ー

一
〇
ー

一
四
)。

一
〇
月

一
二
日
の
段
階
で
は
四
二
の
全
連
邦
的
な
、
ま
た
は
複
数
地
域
に
ま
た
が
る
政
党
が
存
在
し
、
そ
の
う
ち
共
産
党
、

ロ

シ
ア
共
産
主
義
労
働
者
党
、
自
由

ロ
シ
ア
人
民
党
の
三
党
は
、
九
三
年

一
〇
月
の
騒
乱
事
件
の
責
任
を
問
わ
れ
て
司
法
省
に
よ

っ
て
活

動
が
停
止
さ
れ
て
い
た

(イ
九
=
丁

一
〇
1

一
三
、
九
三
-

一
〇
1

一
九
)。

一
〇
月

一
九
日
、
大
統
領
は
、
「
一
九
九
三
年
選
挙
運
動
実
施
時
期
に
お
け
る
国
家
的
・社
会
的
安
全
の
保

証
に
関
す
る
若
干
の
措
置

に
つ
い
て
」
の
大
統
領
令
を
公
布
し
た
。
こ
れ
は
反
対
派
の
テ
ロ
行
動
を
防
止
す
る
た
め
等

の
理
由
で
、

一
部
団
体
の
選
挙

へ
の
参
加
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を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
。
選
挙
団
体
と
し
て
の
登
録
を
拒
否
さ
れ
る
の
は
、
救
国
戦
線
、

ロ
シ
ア
共
産
主
義
労
働
者
等
、
社
会
ク
ラ

ブ

「将
校
同
盟
」
、
軍
人

・
軍
属
お
よ
び
そ
の
家
族
の
社
会
的

・
法
的
保
護
同
盟

「楯
」、

ロ
シ
ア
共
産
主
義
青
年
同
盟
、

ロ
シ
ア
民
族

統

一
お
よ
び
こ
れ
ら
団
体
に
結
集
し
て
い
る
団
体
で
あ
る
。
ま
た

一
〇
月
三
～
四
日
の
武
装
決
起
お
よ
び
独
立
国
家
友
好
体
司
令
部
襲

撃
事
件
で
訴
追
さ
れ
て
い
る
者
は
選
挙
の
候
補
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
(
ロ
九
三
ー

一
〇
1
二

一
)。

一
部

の
政
治
団
体
は
ハ
ズ
ブ
ラ

ー
ト
フ
前
最
高
会
議
議
長
や
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
フ
救
国
戦
線
議
長
を
候
補
者
と
し
て
推
薦
し
た
が
、
中
央
選
挙
委
員
会
は
、
こ
の
大
統

領
令
に
依
拠
し
て
登
録
を
拒
否
し
た

(イ
九
三
-

一
一
ー

一
七
)。

そ
の
後

ロ
シ
ア
共
産
党
は
、
一
〇
月
二
二
日
ま
で
に
は
司
法
省
の
決
定
で
、
選
挙

へ
の
参
加
が
許
さ
れ
た
(独
立
九
三
-

一
〇
ー
二
三
)。

一
〇
月
二
九
日
に
は
選
挙
に
参
加
す
る
団
体
名
が
公
表
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
三
三
の
政
党
、

一
六
の
政
治
運
動
、
八
九
の
そ
の
他

の

社
会
団
体
、
九
の
労
働
組
合
、
合
計

一
四
七
の
団
体
が
列
記
さ
れ
て
い
る
(
ロ
新
聞
九
三
ー

一
〇
1
二
九
)。
し
か
し
共
産
党
の
名
は
、
な

ぜ
か
こ
の
リ
ス
ト
に
は
ま
だ
載

っ
て
い
な
い
。
保
守
派
勢
力
の
間
で
は
、
選
挙

へ
の
参
加
は
九
月
二

一
日
の

エ
リ
ツ
ィ
ン

・
ク
ー
デ
タ

ー
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
選
挙

の
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
決
定
し
た
グ
ル
ー
プ
も
あ

っ
た
。
例
え
ば

旧
ソ
連
邦
共
産
党
系
の
共

産
主
義
者
同
盟
や
、
ア
ン
ド
レ
ー

エ
ワ
女
史

の
グ
ル
ー
プ
が
そ
う
で
あ
る

(独
立
九
三
-

一
二
ー
七
、
論
拠
九
三
-
四
六
)。

さ
て
比
例
区
で
の
選
挙
戦

に
名
乗
り
出
た
の
は
三
五
の
政
党
お
よ
び
政
治
ブ

ロ
ッ
ク
で
あ

っ
た
が
、

一
一
月
六
日
の
締
め
切
り
ま
で

に

一
〇
万
の
署
名
を
集
め
て
候
補
者
名
簿
を
提
出
し
た
の
は
二

一
団
体

で
あ

っ
た
。
そ
の
二

一
団
体
と
集
め
た
署
名
数
は
次
の
よ
う
で

あ

っ
た

(イ
九
三
-

一
一
-
九
、
独
立
九
三
-

二

-
九
)。
建
設
的

エ
コ
ロ
ジ
ー
団
体

「ケ
ド
ル
」

(
一
五
万
)
、
自
由
民
主
党

(
一
五
万
三

千
)、
農
業
党

(五
〇
万
)、
市
民
同
盟

(
一
五
万
)、
「尊
厳
と
慈
愛
」
(
二
二
万
)
、
ロ
シ
ア
女
性
運
動

(
一
二
万
七
千
)、

ロ
シ
ア
民
主

改
革
運
動

(
一
三
万
五
千
)、

ロ
シ
ア
連
邦
共
産
党

(
一
八
万
七
千
)、
「
ロ
シ
ア
に
未
来
を
1
新
し
い
名
称
」

(
一
〇
万
九
千
)、

ロ
シ
ア

民
主
党

(
一
〇
万
九
千
)、

ロ
シ
ア
統

丁

合
意
党

(二
二
万
二
千
)、
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」

(二
〇
万
)、
ヤ
ブ
リ

ン
ス
キ
ー
連
合

(
一
七

万
)
、
立
憲
民
主
党

(ア
ス
タ
フ
ィ
エ
フ
党
首
、

一
三
万
五
百
)
、
ロ
シ
ア
全
人
民
同
盟

(
一
〇
万
八
千
)
、
「
新

ロ
シ
ア
」

(
一
〇
万
、
検
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事
だ

っ
た
グ
ド
リ
ャ
ン
氏
ら
の
ロ
シ
ア
人
民
党
そ
の
他
が
参
加
)、

ロ
シ
ア
・キ
リ
ス
ト
教
民
主
党

(
一
〇
万
)、
独
立
専
門
家
協
会

(
一

〇
万
三
千
、
法
律
家

・
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
等

の
参
加
し
た
民
主
派
組
織
)、
連
邦
党

(
一
〇
万
)、
民
族
共
和
党

(
一
〇
万
二
千
)
、
「改
善
」

(
二

万
)。

他

の

一
四
の
政
治
団
体
は
、
必
要
な
署
名
を
集
め
ら
れ
ず
、
こ
の
段
階
で
脱
落
し
た
。
そ
の
中

で
、
改
革

派
の
経
済
自
由
党
と
立
憲

民
主
主
義
者
党

(ア
ス
タ
フ
ィ

エ
フ
氏
の
反
動
的
な
立
憲
民
主
党
と
は
別
)
の
組
織
し
た

「
八
月
」
ブ

ロ
ッ
ク
は
、
六
万
二
千
の
署
名

し
か
集
め
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
同
党

は
、
同
党
お
よ
び

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
以
外
は
不
正
な
方
法
で
署
名
を
集
め
て
い
る
と
批

判
し
、
同
グ

ル
ー
プ
の
支
持
者
に
は

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
を
支
持
す
る
よ
う
呼
び
か
け
た
。
保
守
派
の
バ
ブ

ー
リ
ン
氏

の

「全

ロ
シ
ア

人
民
同
盟
」
は

一
〇
万
の
署
名
簿
を
盗
ま
れ
た
と
抗
議
し
た
が
、
期
日
ま
で
に
署
名
簿
を
提
出
し
た
。

ロ
シ
ア

・
キ
リ
ス
ト
教
民
主
運

動
も
、
民
警
の
妨
害
等
で
署
名
集
め
に
失
敗
し
た
と
い
う
。
「祖
国
」
ブ

ロ
ッ
ク

(カ

レ
リ
ア
最
高
会
議
議
長

の
ス
チ

ェ
パ
ノ
フ
氏
や
ロ

イ

・
メ
ド
ベ
ー
ジ

ェ
フ
氏
ら
が
参
加
)
は
、
外
国

(旧
ソ
連

の
モ
ル
ド
ワ
共
和
国
内
プ
リ
ド

ニ
エ
ス
ト
ル
地
区
な
ど
)
で
の
署
名
が
計

算
外
と
さ
れ
失
格
、
経
済
学
者
ピ
ヤ
シ
ェ
ワ
女
史

の

「オ
ー
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
」
も
署
名
集
め
に
失
敗
し
た

(イ
九
三
-

一
一
i
九
、
ロ

新
聞
九
三
ー

一
一
-

一
二
、
ロ
通
報
九
三
ー

一
一
-
九
)。

一
一
月

一
〇
日
、
中
央
選
挙
委
員
会
は
、
署
名
を
添
え
て
候
補
者
名
簿
を
提
出
し
た
二

一
団
体

に
つ
い
て
審
理
し
、
そ
の
う
ち

一
三

団
体
に
つ
い
て
選
挙

へ
の
参
加
を
認
め
る
決
定
を
行

っ
た
。
そ
れ
は
、
建
設
的

エ
コ
ロ
ジ
ー
団
体

「ケ
ド
ル
」、

ロ
シ
ア
自
由
民
主
党
、

ロ
シ
ア
農
業
党
、
連
帯

・
正
義

・
進
歩

の
名
に
よ
る
市
民
同
盟
、
「尊
厳
と
慈
愛
」
、

ロ
シ
ア
女
性
運
動
、

ロ
シ
ア
民
主
改
革
運
動
、

ロ

シ
ア
連
邦
共
産
党
、
「
ロ
シ
ア
に
未
来
を
…
新
し
い
名
称
」、

ロ
シ
ア
民
主
党
、

ロ
シ
ア
統

一
・
合
意
党
、
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
、
ヤ
ブ
リ

ン
ス
キ
ー
連
合
で
あ
る

(ロ
新
聞
九
三
ー

一
一
-

一
一
)。
他

の
団
体
が
参
加
を
拒
否
さ
れ
た
の
は
、
候
補
者
名
簿

の
定
式
化
の
誤
り

(名

簿
提
出
後
の
候
補
者

の
順
序
の
変
更
、
複
数

の
名
簿

へ
の
同

一
人
物
の
記
載
等
)
な
ど

に
よ
る
と

い
う

(イ
九
三
-

一
一
-

一
一
)。
ア
ス

タ
フ
ィ

エ
フ
氏

の
立
憲
民
主
党
は

一
〇
万
三
千

の
署
名
を
集
め
た
と
し
て
名
簿
を
提
出
し
た
が
、
選
挙
委
員
会
は
九
万
二
千
し
か
な
い
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と
判
定
し
た

(論
拠
九
三
ー
四
六
)。

こ
う
し
て
ロ
シ
ア
全
人
民
同
盟
、
新

ロ
シ
ア
・ブ

ロ
ッ
ク
、
民
族
共
和
党

、
立
憲
民
主
党
な
ど
が
失

格
と
な

っ
た

(イ
九
三
ー

一
一
-

一
〇
)。

国
家
院
議
員
選
挙
比
例
代
表
区
の
候
補
者
名
簿
は
、

一
一
月

一
二
日
の
ロ
シ
ア
新
聞
紙
上
に
公
表
さ
れ
た
。
全
連
邦
レ
ベ
ル
の
名
簿

と
並
ん
で
連
邦
構
成
主
体

の
名
簿
も
作
成
す
る
と
い
う
肌
理
細
か

い
作
戦
を
実
行
し
た
の
は
、
農
業
党
、
市
民
同
盟
、
「
ロ
シ
ア
に
未
来

を
」
、

ロ
シ
ア
統

一
・合
意
党
、
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
、
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
連
合
で
あ
る
。
最
多
の
候
補
者
を
記

載
し
て
い
る
の
は

「
ロ
シ

ア
の
選
択
」
で
、
二

二

人
、
最
少
は
ロ
シ
ア
女
性
運
動

の
三
六
人
で
あ
る
。
市
民
同
盟
は
、
正
式
名
称
中

の

「連
帯
」
の
語
が

「安

定
」
に
変
わ
り
、
「安
定

・
正
義

・
進
歩
の
名
に
よ
る
市
民
同
盟
」
と
な

っ
た
。

国
家
院
議
員
選
挙
小
選
挙
区
の
候
補
者
名
簿
は
、

二

月
三
〇
日
の
ロ
シ
ア
新
聞
紙
上
に
公
表
さ
れ
た
。

そ
の
全
候
補
者
数
は

一
、

五
七
八
人
で
あ

っ
た
。
そ
の
政
党
別
内
訳
は
後
に
示
す
。

連
邦
院

の
選
挙
の
方
は
、
当
初
は
立
候
補
者
が
少
な
く
、
選
挙
の
成
立
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
。

二

月

一
九
日
の
締
切
を
控
え
て
、

一
一
月

一
五
日
に
な

っ
て
も
全
体

で
九
三
人

(定
数

一
七
八
)
の
候
補
者
し
か
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る

(イ
九
三
-

一
一
-

一
六
)。
し
か

し
そ
の
後
候
補
者
は
増
え
、
選
挙
は
可
能
と
な

っ
た
。
連
邦
院
議
員
の
候
補
者
名
簿
は
、

一
一
月
二
七
日
の

ロ
シ
ア
新
聞
紙
上
に
公
表

さ
れ
た
。

そ
の
後
候
補
者
名
簿
の
訂
正

・
追
加
等
が
あ
り
、
最
終
的
な
候
補
者
数
は
、
国
家
院

の
比
例
代
表
区

一
七

一
七
人
、
小
選
挙
区

一
五

八
六
人
、
連
邦
院
が
四
九
四
人
、
合
計
三
七
九
七
人
で
あ

っ
た
(
ロ
新
聞
九
三
ー

一
二
ー

二

、
ロ
通
報
九
三
-

一
二
i

一
、
変
更
分
は
デ
ー

タ
が
不
揃
い
な
い
た
め
、
後
の
統
計
は
、
当
初
公
表
さ
れ
た
候
補
者
名
簿
に
依

っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
候
補
者
数
に
相
違
が
あ
る
)。
統

丁
合
意

党
の
あ
る
候
補
者
は
、
前
科
が
明
る
み
に
出
た
た
め
候
補
か
ら
下
ろ
さ
れ
た

(イ
九
三
-

一
二
-
七
)
し
、
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
・
ボ

ル
デ

ィ
レ
フ

・
ル
キ
ン

・
ブ

ロ
ッ
ク
の
ボ

ル
デ

ィ
レ
フ
氏
は
、
比
例
区

の
名
簿
か
ら
下
り
て
連
邦
院
に
立
候
補
し
た

(
ロ
新
聞
九
三
ー

一
一
ー

二
七
)。
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二
人

の
第

一
副
首
相
ガ
イ
ダ

ル
氏
、
シ
ュ
メ
イ

コ
氏
ら
の
大
物
閣
僚

の
選
挙

へ
の
参
加
が
み
ら
れ
る
半
面
、

一
〇
月
三
〇
日
に
は
、

残
る
第

一
副
首
相

の
ソ
ス
コ
ベ
ッ
ツ
氏
ら

一
三
人
の
政
府
高
官
が
、
種
々
の
団
体
に
候
補
者
と
し
て
推
薦

さ
れ
た
が
立
候
補
を
辞
退
し
、

職
務
に
専
念
す
る
と
い
う
趣
旨
の
声
明
を
発
表
し
て
い
る

(
ロ
新
聞
九
三
-

一
〇
1
三
〇
)。

選
挙
団
体
そ
の
他
の
政
党

の
状
況
を
概
観
し
よ
う
。
以
下
は
、
選
挙
運
動
開
始
前

の
状
況
を
ロ
シ
ア
の
新
聞
等
に
よ

っ
て
整
理
し
た

も
の
で
あ
る

(イ
九
三
ー

一
〇
ー

一
三
、
イ
九
三
-

一
〇
1

一
四
、
イ
九
三
ー

一
〇
ー
二
八
)。

ま
ず

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
で
あ
る
。
ガ
イ
ダ

ル
元
第

一
副
首
相
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
こ
の
団
体
は
、
九
三
年
六
月
に
結
成
さ
れ
、
九

三
年
四
月
二
五
日
の
人
民
投
票
で
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領

の
改
革
路
線
を
支
持
し
た
人
々
の
利
益
を
代
表
す
る
。
そ
こ
に
は
民
主

ロ
シ
ア
、

経
済
自
由
党
、
全

ロ
シ
ア
民
営
化
企
業

・私
企
業
協
会

(イ

ェ
・
ガ
イ
ダ
ル
、

ぺ
・
フ
ィ
リ

ッ
ポ
フ
)、
農
民
経
営

・協
同
企
業
協
会

(通

称
ア
コ
ー
ル
、
リ
ー
ダ
ー
は
べ

・
バ
シ
マ
チ
ニ
コ
フ
)
、
協
同
組
合

・
企
業
家
連
盟

(
べ

・
チ
ー
ホ
ノ
フ
)
、
自
由

ロ
シ
ア
擁
護
者
同
盟

「生
命

の
輪
」
、
「急
進
的
民
主
主
義
者
」
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン

(
エ
ス

・
ユ
シ
ェ
ン
コ
フ
)
な
ど
が
結
集
し
て
い
る
。
ガ
イ
ダ

ル
、
ブ

ル
ブ

リ
ス
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル

・
ヤ

コ
ブ

レ
フ
各
氏
や
、
政
府
要
人
が
リ
ー
ダ
ー
と
な

っ
て
い
る
。
資
金
源
は
、
全

ロ
シ
ア
民
営
化
企
業

・

私
企
業
協
会
や
農
民
経
営

・
協
同
企
業
協
会
だ
と
い
う
。
機
関
紙
は
も
た
な
い
が
、
非
公
式

に
ロ
シ
ア
新
聞

(旧
議
会
機
関
紙
)
や
ロ

パよ

シ
ア
通
報

(政
府
機
関
紙
)
を
支
配
し
て
い
る
。

次
に

「
ロ
シ
ア
民
主
改
革
運
動
」
。
九
二
年
二
月

一
五
日
、
元
モ
ス
ク
ワ
市
長
ゲ

・
ポ
ポ
フ
氏
や
、
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
市
長

サ
プ
チ

ャ
ッ
ク
氏
の
指
導
の
下
に
結
成
さ
れ
た
。
憲
法
制
定
会
議

の
招
集
や
ガ
イ
ダ
ル
経
済
改
革
の
修
正
を
主
張
し
て
き
た
。
改
革
諸

派
と
歩
調
を
合
わ
せ
、
選
挙
協
力
も
模
索
し
て
い
る
。
大
統
領
制
共
和
国
と
連
邦
構
成
主
体
の
自
主
性

の
確
立
を
要
求
、
議
会
の
任
務

は
立
法
活
動
に
限
定
す
る
よ
う
主
張
。
経
済
の
分
野
で
は
工
業

・
租
税
政
策

の
再
検
討
、
特
に
商
品
生
産
者

の
減
税
を
要
求
、
ま
た
土

地
小
切
手
の
発
行
に
よ
る
土
地
改
革
を
主
張
し
て
い
る
。

次
に
経
済
自
由
党
。
九
三
年

一
〇
月
六
日
の
経
済
自
由
党
大
会
は
、

ロ
シ
ア
民
主
改
革
運
動
お
よ
び

「新

ロ
シ
ア
」
ブ

ロ
ッ
ク
と
共
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に

「
八
月
」
ブ

ロ
ッ
ク
を
創
設
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
が
、
後
二
者
は
拒
否
し
た
。
自
由
労
働
党
と
の
協
力

を
模
索
中
。
経
済
自
由
党

は
党
員
約

一
万
人
。
政
府
の
経
済
改
革
を
支
持
し
、
人
権

・
自
由

の
尊
重
、
民
営
化
の
推
進
を
主
張
。
資
金

源
は
、
共
同
議
長

の

一
人

ボ
ロ
ボ
イ
氏

の
収
入
や
、

ロ
シ
ア
商
品

・
資
材
取
引
所
に
登
録
さ
れ
た
商
業
団
体
等
か
ら
の
献
金
だ
と
い
う
。
労
働
自
由
党

(イ

.
キ

ベ
リ
ジ

ニ
党
首
H
政
府
付
属
企
業
評
議
会
議
長
)
は
党
員
約

一
千
人
。

「新

ロ
シ
ア
」
ブ

ロ
ッ
ク
。
民
主
化
志
向

の
八
団
体
が
九
三
年

一
〇
月
七
日
に
結
成
。

ロ
シ
ア
農
民
党
、

ロ
シ
ア
人
民
党
、

ロ
シ
ア

社
会
自
由
党
、

ロ
シ
ア

・
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
、

ロ
シ
ア
社
会
民
主
党
、
社
会
自
由
合
同
、
若
き
ロ
シ
ア
連
合
党
、
社
会
政
治
合
同

「ア
サ
ン
ブ

レ
ー
ヤ
」
の
八
団
体
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
農
民
党
は
そ
の
後

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」

に
参
加
。

ロ
シ
ア
農
民
党
は
九
〇
年

一
一
月
結
成
。
党
首
は
チ

ェ
ル
ニ
チ

ェ
ン
コ
氏
、
党
員

一
万
四
千
人
。
「自
由
な
土
地

に
お
け
る
自
由
な
労

働
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
農
民
の
利
益
を
主
張
。
コ
ル
ホ
ー
ズ

・
ソ
フ
ホ
ー
ズ
に
よ
る
独
占

の
解
体
、
土
地
の
多
様
な
所
有
形
態
と
私
有

の
優
先
性
の
承
認
、
都
市
と
農
村

へ
の
資
源
の
正
し

い
配
分
な
ど
を
要
求
。

ロ
シ
ア
社
会
民
主
党
は
党
員
五
千
六
百
人
。
リ
ー
ダ
ー
は
オ

・
ル
ミ
ャ
ン
ツ

ェ
フ
、

エ
リ

・
ボ
ル
コ
フ
、

ア

.
ウ
ト
キ
ン
な
ど
の
各

氏
。
三
つ
の
潮
流
が
あ
る
。
社
会
民
主
セ
ン
タ
ー

(五

一
パ
ー
セ
ン
ト
)
、
社
会
自
由
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン

(一
ニ

パ
ー
セ
ン
ト
)
、
左
派
綱

領

(
一
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
)
。
民
主

ロ
シ
ア
に
加
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
主
流
派
に
は
反
対
し
て
い
る
。

ロ
シ
ア
人
民
党

(リ
ー
ダ
ー
は
テ

・
グ
ド
リ
ャ
ン
氏
)
は
、
党
員
約

一
万
人
。
強
力
な
執
行
権
力
を
主
張

。
資
金
源
は
幹
部

の
出
版

収
入
な
ど
。

市
民
同
盟
は
九
二
年
六
月
二

一
日
に
結
成
。
自
由

ロ
シ
ア
人
民
党
、

ロ
シ
ア
民
主
党
、
全

ロ
シ
ア
同
盟
「
刷
新
」
、
議
会
フ
ラ
ク
シ
ョ

ン

「
ス
メ
ナ
ー
新
政
策
」
、

ロ
シ
ア
青
年
同
盟
、

ロ
シ
ア
工
業
家

・
企
業
家
同
盟
、
社
会
民
主

セ
ン
タ
ー

(
ル
、、、
ヤ
ン
ツ
ェ
フ
氏
)
、
労

働
党
、
林
業
勤
務
員
労
組
、
建
設
・建
設
資
材
工
業
勤
務
員
労
組
、
平
和
の
た
め
の
退
役
軍
人
運
動
が
参
加
。
メ
ン
バ
ー
約

一
七
万
人
。

九
三
年

一
〇
月
の
政
変
で
ル
ツ
コ
イ
氏
の
自
由

ロ
シ
ア
人
民
党
が
影
響
力
を
失

い
、

ロ
シ
ア
民
主
党
は
九
三
年
八
月

に
市
民
同
盟
か
ら



50神 戸 法 学 雑 誌XLIV

脱
退
し
て
い
た
。
自
由

ロ
シ
ア
人
民
党
は
、
司
法
省

へ
の
届
け
出
名
は
民
主
共
産
党

で
(九

一
年
九
月
)、
議

長
は
べ
・リ
ピ
ツ
キ
ー
氏
。

資
金
源
は

「復
興
基
金
」
と
株
式
会
社

「
ロ
シ
ア
の
家
」
と
い
う
。
「
ス
メ
ナ
」
は
独
自

の
選
挙
は
し
な
い
。
「刷
新
」
は
工
業
家

・
企

業
家
同
盟
の
政
治
組
織
で
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
の
ボ
リ
ス
キ
ー
氏
が

「
工
業
党
」
に
改
編
し
よ
う
と
図

っ
て
い
る
団
体
。
カ

・
ザ
ト
ゥ
ー

リ
ン
氏

の

「新

ロ
シ
ア
の
た
め
の
企
業
家
」
運
動
と
の
協
力
関
係
を
模
索
。
「
ロ
シ
ア
に
未
来
を
ー
新
し
い
名
称
」
は
、
自
由

ロ
シ
ア
人

民
党
や
市
民
同
盟
を
支
持
す
る
青
年
運
動
が
組
織
し
た
団
体
で
あ
る
。

「
民
主
ロ
シ
ア
」
運
動
。

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
の
急
進
的
経
済
改
革
を
支
持
し
て
き
た
。

ロ
シ
ア
共
和
党

、
ホ
ワ
イ
ト

ハ
ウ
ス
防
衛

同
盟

「生
命
の
輪
」
、

ロ
シ
ア
軍
人

・
軍
人
家
族
擁
護
同
盟

「楯
」
、
ロ
シ
ア

・
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
、
立
憲
民
主
党

(カ
デ
ッ
ト
)
等

が
結
集
。
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
に
加
わ
る
こ
と
を
主
張
す
る
派
と
、
「新

ロ
シ
ア
」
に
結
集
を
図
る
派

(ゲ

・
ス
タ
ロ
ボ
イ
ト
ワ
氏
)
が

あ
る
。
資
金
源
は

「
ロ
シ
ア
民
主
化
発
展
基
金
」。

共
和
党
は
民
主

ロ
シ
ア
内

の
穏
健
派
で
あ
り
、
政
治
危
機
の
責
任
は
議
会
と
大
統
領
の
双
方
に
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
共
同
議

長
は
べ

・
ル
イ
セ
ン
コ
、

べ

・
シ
ョ
ス
タ
コ
フ
ス
キ
ー
、
ぺ

・
フ
ィ
リ

ッ
ポ

フ
各
氏
な
ど
。
九
〇
年

一
一
月
、
旧
共
産
党
の

「
民
主
主

義
綱
領
」
に
依
拠
し
て
党
か
ら
脱
退
、
共
和
党
を
創
設
し
た

(九

一
年
四
月
、
司
法
省
に
登
録
)。
市
民
の
権
利
保
障
、
国
有
財
産

の
各

人

へ
の
平
等
な
分
割
に
よ
る
私
有
化
等
々
を
主
張
。
フ
ィ
リ
ッ
ポ
フ
氏
は

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」

へ
の
合
流
を
主
張
し
て
お
り
、
党
は
分

裂
の
危
機
に
あ
る
。

ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
連
合

(正
式
名
称
は
、
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー

・
ボ

ル
デ

ィ
レ
フ

・
ル
キ
ン

・
ブ

ロ
ッ
ク
)

は
、
ロ
シ
ア

・
キ
リ
ス
ト

教
民
主
同
盟
-
新
し

い
民
主
主
義
、

ロ
シ
ア
連
邦
共
和
党
、

ロ
シ
ア
連
邦
社
会
民
主
党
に
よ

っ
て
結
成
さ
れ
た
。

ロ
シ
ア
民
主
党

(ト
ラ
フ
キ
ン
党
首
)
。
九
三
年
三
月

一
四
日
に
司
法
省
に
登
録
、
当
時
の
党
員
約
四
万
人
。
市
場
経
済
の
展
開
、
生

産
手
段

の
非
独
占
化

・
非
国
家
化
、
生
活
水
準

の
向
上
等
を
主
張
。

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
の
議
会
廃
止
命
令

は
支
持
し
た
。
そ
の
資
金

源
の
ロ
シ
ア
民
主
党
選
挙
運
動
基
金
は
四
月
二
四
日
に
司
法
省
に
登
録
さ
れ
た
が
、
そ
の
理
事
長
は
人
民
商

業
銀
行
頭
取

レ
イ
ト
ラ
ン
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ト
氏
だ
と
い
う
。

新

ロ
シ
ア
の
た
め
の
企
業
家
運
動

(代
表
力

・
ザ
ト
ゥ
ー
リ

ン
氏
)
も

一
〇
月
二
五
日
に
大
会
を
開
き
、

選
挙

へ
の
参
加
方
針
を
決

定
し
た
が
、
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
氏
と
近

い
関
係
に
あ
る
。

ロ
シ
ア
自
由

(ス
バ
ボ
ー
ダ
)
民
主
党
は
、
権
力
が
ノ
ー
メ
ン
ク
ラ
ト
ゥ
ー

ラ
に
占
拠
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
制
憲
議
会

の
招
集
を
要
求
し
て
い
る
。
同
党
は
国
家
的
所
有

に
対
す
る
私
的
所
有
の
優
位

や
、
迅
速
な
市
場
経
済

へ
の
移
行
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
。

ア
ク
シ
ュ
チ
ッ
ツ
氏
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
民
主
運
動

(保

守
派
)
は
、

一
〇
月

一
八
日
、

ユ
ー
リ
ー

・
ウ
ラ
ソ
フ
氏
を

一
位
き
ゾ
リ
キ
ン
前
憲
法
裁
判
所
長
官
を
二
位

と
す
る
候
補
者
名
簿
案
を

発
表
し
た
と
い
う

(イ
九
三
ー

一
〇
ー

一
八
)。

選
挙

に
は
旧
最
高
会
議
議
員
も
か
な
り
立
候
補
し
た
が
、
旧
議
会
で
の
会
派
と
今
回
の
選
挙
に
お
け
る
団
体
の
対
応
関
係
を
み
る
と

次
の
よ
う
に
な
る

(イ
九
三
ー

二

i
二
〇
)。
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
の
前
議
員
は
、
民
主

ロ
シ
ア
派
、
急
進
的
民
主
主
義
者
派
、
「進
歩

の

た
め
の
合
意
」
派
、
左
翼
セ
ン
タ
ー
派
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
民
主
改
革
運
動
派
、
統

一
・
合
意
党
も
、
前
議
員
の
数
は
少
な
い
が
、

同
じ
傾
向
で
あ
る
。
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
派
の
前
議
員
は
、
ほ
と
ん
ど

「進
歩
の
た
め
の
合
意
」
派
で
あ
る
。
市
民
同
盟
は
旧
会
派

「
ス

メ
ナ
」
が
多
い
。
農
業
党
は
旧
農
業
同
盟
、
共
産
党
は
旧

ロ
シ
ア
共
産
主
義
者
派
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ

の
他
の
団
体
は
前
議
員
の

数
が
少
な
く
、
比
較
は
で
き
な

い
。

(
1
)

ス
タ
ブ

ロ
ー
ポ

リ
道

の
「
ロ
シ
ア

の
選
択

」
派

の
候
補

者
選

抜
過
程

で
は
、
ゴ

ル
バ
チ

ョ
フ
旧

ソ
連

邦
大

統
領

も
名

が
上

が

っ
て

い
た
が
、

ス
タ

ロ
ボ
イ

ト

ワ
女
史
な

ど

と
と
も

に
必

要
な

票
を
獲

得

で
き
ず

、
候

補
者

か
ら

洩

れ
た

と

い
う

(
イ
九

三
1

一
〇
ー

一
四
)
。

51

(
三
)
選
挙
運
動
過
程

今
回
の
選
挙
の
特
徴
の
一
つ
は
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
使

っ
た
選
挙
運
動
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
で
あ
る
。
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一
〇
月
二
九
日
、
「
一
九
九
三
年

の
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
参
加
者

の
た
め
の
情
報

の
保
証
に
つ
い
て
」
の
大
統
領
令
が
発
せ
ら
れ
、
「選

挙
宣
伝
情
報
保
証
規
程
」
が
発
表
さ
れ
た

(法
令
集
九
三
ー
四
四
-
四

一
九
六
)。
こ
れ
は
選
挙
運
動
の
た
め

の
ラ
ジ
オ

・
テ
レ
ビ
の
利
用

に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
候
補
者
お
よ
び
選
挙
団
体
は
、
投
票
日
前

の
三
週
間
は
無
料
で
、
登
録
の
日
か
ら
三
週
間

前
ま
で
は
有
料
で
、
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
国
家
が
創
設
者
の

一
人
と
な

っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
国
家
が

一
部
な

り
と
も
出
資
し
て
い
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
場
合
で
あ
る
が
、
候
補
者
お
よ
び
選
挙
団
体
は
そ
れ
以
外
の
ラ
ジ
オ

・
テ
レ
ビ
会
社
と
も
契

約
に
よ
っ
て
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
政
治
広
告
は

一
日
二
分
以
内
、
演
説

・
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
な
ど
は
週
に
七
〇
分
以
内
、

討
論
な
ど
は
三
五
〇
分
以
内
と
い
っ
た
制
限
が
あ
る
。

ま
た
同
規
程
は
、
選
挙
の
た
め
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
を
め
ぐ
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
に
、
中
立
情
報
裁
判
所

の
設
置
を
定
め

て
い
る
。
こ
の
裁
判
所
は
大
統
領
の
任
命
す
る
九
人
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

一
〇
月
二
九
日
、
大
統
領
は
九
人
の
メ
ン
バ
ー

を
任
命
し
、
同
裁
判
所
は
、
法
学
者

ベ
ン
ゲ
ー
ロ
フ
氏
を
裁
判
所
長
官
に
選
出
し
た
。
中
立
情
報
裁
判
所
は
、
関
係
者

の
訴
え
を
審
理

し
、
勧
告
や
解
説
な
ど
を
発
す
る
。

一
一
月
三
日
、
中
立
情
報
裁
判
所
は
最
初
の
会
議
を
開
き
、
そ
の
運
営
規
則
を
定
め
た
(
ロ
新
聞
九

三
-

一
一
ー
九
)。

一
一
月

一
六
日
、
第

一
回
の
中
立
情
報
裁
判
所
の
審
理
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
種
々
の
問
題
が
討
議
さ
れ
た
が
、
特
に
オ
ス
タ
ン

キ
ノ

・
テ
レ
ビ
会
社
社
長
の
ブ
ラ
ー
ギ
ン
氏
が

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
の
候
補
者
と
し
て
比
例
選
挙
区
名
簿
に
載

っ
い
る
こ
と
が
問
題
に

な
り
、
こ
の
二
つ
の
活
動
は
両
立
し
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
(独
立
九
三
ー

一
一
!

一
七
V。
そ
の
後

中
央
選
挙
委
員
会
は
、
ブ

ラ
ー
ギ
ン
氏
を
候
補
者
名
簿
か
ら
削
除
す
る
こ
と
を
決
定
し
た

(ロ
新
聞
九
三
-

一
一
-
二
七
)。

一
一
月

一
八
日
、
中
立
情
報
裁
判
所
は
勧
告
第

一
号
を
発
し
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
特
定
の
政
治
グ
ル
ー
プ

に
偏

っ
た
報
道
を
し
な
匝

よ
う
に
呼
び
か
け
た

(ロ
通
報
九
三
-

二

⊥

一三
)。
例
え
ば
あ
る
ラ
ジ
オ
番
組
は
シ
ョ
ー
ヒ
ン
副
首
相

(統

一
・
合
意
党
の
候
補
者
)

に
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
し
た
際
、
副
首
相
と
し
て
の
彼
に
対
す
る
質
問
を
超
え
て
選
挙

に
関
す
る
質
疑
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
シ
ョ
ー
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ヒ
ン
氏
は
余
分
の
宣
伝
時
間
を
提
供
さ
れ
る
結
果

に
な

っ
た
。
ま
た
オ
ス
タ
ン
キ
ノ

・
テ
レ
ビ
の
第

一
チ
ャ
ン
ネ

ル
で
は
ガ
イ
ダ
ル
第

一
副
首
相
の
登
場
す
る
機
会
が
多
す
ぎ
る
と
い
う
。あ
る
番
組
で
は
市
民
同
盟
の
リ
ー
ダ
ー
の
ボ
リ
ス
キ
ー
氏

の
報
告
を
報
道
し
た
後
、

そ
れ
に
対
す
る
皮
肉
を
こ
め
た
批
判
的
な

コ
メ
ン
ト
を
加
え
た
。
中
立
情
報
裁
判
所
は
、

マ
ス
メ
デ

ィ
ア
の
こ
の
よ
う
な
行
動
を

「隠

れ
た
政
治
宣
伝
」
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

一
一
月
二
五
日
、
中
央
選
挙
委
員
会
と
中
立
情
報
裁
判
所
は
、
共
同
の
声
明
を
発
し
(
ロ
九
三
-

一
一
⊥

二
〇
)、
選
挙
運
動
を
権
力
の

暴
力
的
奪
取
の
呼
び
か
け
等
々
の
違
法
な
目
的
の
た
め
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
ま
た
選
挙
演
説

の
内
容
も
自
ら
の
選
挙
綱
領

の
説
明
を
中
心
と
す
べ
き
で
あ
り
、
他

の
候
補
者

・
選
挙
団
体

へ
の
批
判
が
演
説
の
基
本
的
内
容
に
な
ら
な

い
よ
う
に
と
釘
を
刺
し
て

い
る
。
ま
た
中
央
選
挙
委
員
会
の
リ
ャ
ー
ボ
フ
委
員
長
は
、
候
補
者
が
専
ら
憲
法
案
批
判
の
宣
伝
を
し
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
も
警
告
を
発
し
た

(イ
九
三
ー

一
一
-
二
七
)。

こ
れ
ら
は
言
論

の
自
由
の
精
神
を
十
分
に
理
解
し
た
も
の
と
は
い
え
な

い
。

一
一
月
二
六
日
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
選
挙
運
動
を
展
開
し
て
い
る

一
三
団
体

の
代
表
と
会
見
し
た
が
、
そ
の
場
で
憲
法
制
定

の

必
要
性
を
説
き
、
「
も
し
候
補
者
が
憲
法
を
批
判
す
れ
ば
、
放
送
は
拒
否
さ
れ
よ
う
」
と
警
告
し
た

(独
立
九
三
-

一
二
ー
八
)。

一
一
月
二
九
日
、
第

一
副
首
相
で
、
憲
法
案
全
人
民
投
票
実
施
政
府
委
員
会
委
員
長
だ

っ
た
シ
ュ
メ
イ
コ
氏
は
、
先

の
大
統
領
発
言

を
受
け
、
中
央
選
挙
委
員
会

に
書
簡
を
送
り
、

い
く

つ
か
の
選
挙
団
体
が
憲
法
採
択
に
反
対

の
宣
伝
を
し
て

い
る
こ
と
を
批
判
し
、
共

産
党
と
民
主
党
に
つ
い
て
は
そ
の
選
挙
団
体
と
し
て
の
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
、
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
連
合
、
市
民
同
盟
、
「
ロ
シ
ア
に
未

来
を
」
、
農
業
党
に
つ
い
て
も
し
か
る
べ
き
措
置
を
と
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
そ
の
論
拠
は
、
選
挙

へ
の
立
候
補
自
体
新
憲
法
の
承
認
を

意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た

(ロ
通
報
九
三
-

一
二
-

一
)。

し
か
し
こ
れ
は
、
ま

っ
た
く
筋

の
通
ら
な
い
議
論
で
あ

っ
た
。

一
般
に
、
選
挙
の
前
提
と
な
る
憲
法
に
反
対
だ
か
ら
と
い
っ
て
選
挙

に
立
候
補
す
る
資
格
が
な

い
と
は
言
え
な

い
だ
ろ
う
。
況
や
こ
れ
か
ら
制
定
す
べ
き
憲
法
の
是
非
が
選
挙
戦

の
大
き
な
争
点
に
な
る
の

は
当
然
で
あ

っ
た
。
当
時
憲
法
の
制
定
は
失
敗
に
終
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
測
も
あ
り
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
や
人
民
投
票
の
実
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施
責
任
者

で
あ
る
シ
ュ
メ
イ
コ
氏

の
焦
慮

の
結
果
に
よ
る
勇
み
足
で
あ

っ
た
。
中
央
選
挙
委
員
会
の
諮
問
を
受
け
た
中
立
情
報
裁
判
所

は
、

一
二
月

一
日
、
シ
ュ
メ
イ
コ
氏
の
訴
え
を
満
場

一
致
で
却
け
た
。

そ
れ
を
う
け
て
中
央
選
挙
委
員
会
は

一
二
月
二
日
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
審
議
し
、
シ

ュ
メ
イ

コ
氏
の
訴
え
を
棄
却
す
る
決
定
を
行

っ
た
(イ
九
三
ー

一
二
ー

一
、
イ
九
三
ー

一
二
ー
二
、
イ
九
三
-

一
二
-
三
、
ロ
新
聞
九
三
ー

一
二
-
四
、
ロ
新
聞
九
三
ー

一
一
-
三
〇
、
ロ
通
報

九
三
ー

一
二
⊥

二
)。
中
立
情
報
裁
判
所
と
中
央
選
挙
委
員
会
は
有
力
者
の
横
槍
を
排
除
し
、
適
切
な
措
置
を

と

っ
た
の
で
あ
る
。

新
聞
の
記
事
が
中
央
選
挙
委
員
会
に
よ

っ
て
批
判
さ
れ
た
例
も
あ
る
。
イ
ズ
ベ
ス
チ

ャ
紙
は

一
二
月
七
日

の
紙
面
で
、

ロ
シ
ア
民
主

党
の
候
補
者
が
私
有
化
で
不
正
を
行

っ
た
り
、
密
貿
易
を
行

っ
た
た
め
検
事

の
勾
留
許
可
が
で
て
い
る
と

い
っ
た
記
事
を
掲
載
し
た
。

民
主
党
側
は
こ
れ
を
中
央
選
挙
委
員
会
に
訴
え
た
が
、
後
者
は

一
二
月
九
日
、
イ
ズ

ベ
ス
チ

ャ
紙
の
記
事
が
候
補
者
の
名
誉
を
穀
損
す

る
違
法
な
も
の
で
あ
る
と
非
難
す
る
決
定
を
発
し
、
そ
の
決
定
を
イ
ズ
ベ
ス
チ
ャ
紙
に
全
面
掲
載
す
る
よ
う
提
案
し
て
い
る
(ロ
新
聞
九

三
ー

一
二
ー

一
〇
)。
し
か
し
イ
ズ
ベ
ス
チ
ャ
紙
は
こ
の
決
定
に
反
論
し
(記
事
の
内
容
が
事
実
で
あ
る
か
否
か
を
審
理
せ
ず
、
た
だ
名
誉

を
殿
損
し
て
い
る
と
断
定
す
る
の
は
不
当
だ
と
)
、
決
定
の
掲
載
も
拒
否
し
た

(イ
九
三
ー

一
二
-

一
一
)。
そ

の
後
さ
ら
に
イ
ズ
ベ
ス
チ

ャ
紙
は
、
ア

・
タ
ラ
ソ
フ
候
補
が
予
審
機
関

に
召
喚
さ
れ
て
い
る
と
い
う
記
事
を
掲
載
し
た

(イ
九
三
-

一
二
ー
九
)
た
め
、
中
立
情
報

裁
判
所
は
、
イ
ズ
ベ
ス
チ
ャ
編
集
長
に
対
し
て
、
当
該
記
事
を
書

い
た
記
者
を
選
挙
期
問
中
そ
の
職
務

か
ら
排
除
す
る
こ
と
等
を
提
案

し
て
い
る

(
ロ
新
聞
九
三
ー

一
二
-

一
一
)。

中
立
情
報
裁
判
所
で
は
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏

の
訴
え
も
審
理
さ
れ
て
い
る
。
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
、

ガ
イ
ダ

ル
氏
が

一
一
月
三

〇
日
、
彼
を
ヒ
ト
ラ
ー
擬
え
た
演
説
を
行

っ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
彼
に
対
す
る
誹
諺
で
あ

っ
て
事
実
に
反
す
る
こ
と
を
認
め
、

ガ
イ
ダ
ル
氏

に
公
け
の
場
で
謝
罪
す
る
よ
う
命
じ
る
こ
と
を
求
め
た
。
中
立
情
報
裁
判
所
は
、
歴
史
的
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
正
し
い
か
否

か
の
評
価
は
中
立
情
報
裁
判
所
の
審
理
の
対
象
外
で
あ
る
と
し
、
ガ
イ
ダ

ル
氏
に
対
す
る
謝
罪
要
求
も
棄
却

し
た
。
た
だ
し
ガ
イ
ダ
ル

氏
の
行

っ
た
ア
ナ

ロ
ジ
ー
が
そ
の
相
手
に
と

っ
て
侮
辱
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
だ
と
述

べ
て
お
り
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
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パよ

氏
の
訴
え
に
も
多
少
の
理
解
を
示
し
て
い
る

(
ロ
新
聞
九
三
-

一
二
-
九
)。

さ
ら

に
一
二
月

一
〇
日
、
中
立
情
報
裁
判
所
は
、

一
連

の
候
補
者
の
選
挙
運
動
中

の
言
動
の
違
法
性
を
指
摘
す
る
決
定
を
発
し
た
。

そ
こ
で
は
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
や
他
の

一
部

の
候
補
者
が
、
民
族
的
反
目
を
挑
発
し
た
り
、
国
家
間
の
紛
争

や
内
戦
を
惹
起
し
か
ね
な

い
発
言
や
、
倫
理
規
範
を
著
し
く
逸
脱
し
た
言
動
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
他
方

で
、
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」

の
候
補
者
が
、
テ
レ
ビ
で
、
共
産
主
義
者
、
特
に
ジ

ュ
ガ
ノ
フ
委
員
長

に
対
し
て
肉
体
的
制
裁
を
加
え
る
よ
う
呼
び
か
け
た
こ
と
も
批

判
し
て
い
る
(ロ
新
聞
九
三
-

一
二
-

一
一
)。
ま
た
ク
ラ
ス
ノ
ダ
ー
ル
道
で
は
選
挙
運
動
保
証
臨
時
委
員
会
な

る
も
の
が
設
置
さ
れ
、
そ

れ
が

マ
ス
メ
デ

ィ
ア
を
支
配
し
て
い
る
と
い
っ
た
問
題
も
中
立
情
報
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
て
い
る

(
ロ
新
聞
九
三
-

一
二
-
七
)。

そ
の
他
中
央
選
挙
委
員
会
や
中
立
情
報
裁
判
所
は
種
々
の
活
動
を
行

っ
て
い
る
。

一
〇
月
初
め
に
中
央
選
挙
委
員
会
は
、
選
挙
資
金

に
関
す
る
訓
令
書
簡
を
発
し
、
選
挙
基
金
の
創
設
や
運
用
の
手
続
に
つ
い
て
指
示
を
与
え
た
(
ロ
新
聞
九
三
-

一
一
-

一
三
)。

一
〇
月
二

七
日
、
オ
ス
タ
ン
キ
ノ

・
テ
レ
ビ
は
、
ガ
イ
ダ
ル
氏
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
、
ジ

ュ
ガ
ノ
フ
氏
等
の
有
力
政
党
の
リ
ー
ダ
ー
の
登
場
す

る
番
組
を
報
道
し
た
が
、
そ
れ
は
選
挙
登
録
以
前
で
あ

っ
た
た
め
、
中
央
選
挙
委
員
会
は
選
挙
違
反
と
し
て
批
判
し
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア

に
注
意
を
喚
起
す
る
決
定
を
行

っ
た

(ロ
新
聞
九
三
!

二

ー
四
)。

ま
た
中
央
選
挙
委
員
会
は
、
立
候
補

の
登
録
拒
否
問
題
を
処
理
し
、
地
方

の
選
挙
委
員
会
が
署
名

の
不
正

を
理
由
に
登
録
を
拒
否
し

た
事
件

に
つ
い
て
、
不
正
な
署
名
を
除
外
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
立
候
補
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
し
た

(
ロ
新
聞
九
三
-

一

一
-
三
〇
)。
ま
た
投
票
日
ま
で

一
〇
日
以
内
の
世
論
調
査
公
表
禁
止
や
、
選
挙
直
前

の
運
動
の
規
制
に
つ
い
て
ア
ピ
ー
ル
を
発
し
て
い

る
(
ロ
新
聞
九
三
ー

一
二
-
三
、
ロ
新
聞
九
三
ー

一
二
-
七
)。
世
論
調
査
公
表

の
禁
止
に
つ
い
て
は
、

一
連
の

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
そ
れ
に
違

反
し
た
と
し
て
、
中
立
情
報
裁
判
所
が
そ
の
リ
ス
ト
を
発
表
し
て
い
る
(ロ
新
聞
九
三
i

一
二
-

一
八
)。
ま
た
中
央
選
挙
委
員
会
は
、
選

挙
戦
の
終
盤
に
各
選
挙
団
体
に
五
千
万
ル
ー
ブ

ル
の
追
加
資
金
を
配
分
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る

(ロ
新
聞
九
三
-

一
二
-
九
)。

今
回
の
選
挙
で
は
、
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
が
不
公
平
に
利
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
あ

っ
た
が
、
比
較
的
公
平
に
使
わ
れ
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た
と
い
わ
れ
る

(イ
九
三
-

一
一
-
二
五
)。
た
だ
改
革
派

の
握
る
オ
ス
タ
ン
キ
ノ

・
テ
レ
ビ
が
、
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
や

ロ
シ
ア
統

一
・

合
意
党
に
偏

っ
た
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
と
、
リ
ャ
ー
ボ

フ
中
央
選
挙
委
員
長
が
警
告
し
た
こ
と
も
あ

っ
た
(イ
九
三
-

一
〇
⊥

三

)。
ア

メ
リ
カ
か
ら
の
援
助
資
金
を
、
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」が
、
自
派
の
テ
レ
ビ
広
告
を
作
成
す
る
の
に
使
用
し
た
と

い
っ
た
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
も

指
摘
さ
れ
た

(イ
九
三
-

一
一
⊥

二
〇
、
ラ
ボ
ー
チ
ャ
ヤ
・
ト
リ
ブ
ー
ナ
九
=
丁

一
一
-
三
〇
)。

オ
ス
タ
ン
キ
ノ

・
テ
レ
ビ

の
場
合
、
有
料
の
政
見
放
送
は
、

一
分
間
で
、
生
放
送
は
七
四
三
、
二
〇
〇

ル
ー
ブ
ル
、
ビ
デ
オ
録
画
は

六
〇
六
、
八
○
○
ル
ー
ブ
ル
だ
と
い
う
。
原
価
は

一
五
〇
万
ル
ー
ブ

ル
か
か
る
か
ら
、
有
権
者
の
た
め
の
出
血
サ
ー
ビ
ス
だ
と
い
う
(イ

九
三
ー

二

i

一
九
)。

ロ
シ
ア
・テ
レ
ビ
の
場
合
は
、

一
分
間
六
三
二
、
〇
九
五
ル
ー
ブ
ル
だ
と
い
う

(イ
九
三
-

一
二
-

一
〇
)。
有
料

テ
レ
ビ
は
無
限
に
利
用
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
実
際

の
利
用
状
況
は
表
③
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
系

の
ブ

ラ
ー
ギ

ン
社
長
の
オ
ス
タ
ン
キ
ノ
・
テ
レ
ビ
は
、
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」

の
利
用
が
特

に
多
い
。

ロ
シ
ア

・
テ
レ
ビ
の
方
は
、
各
党
派

が
ほ
ぽ
平
等

に
利
用
し
て
い
る
。
自
由
民
主
党
は
利
用
時
間
の
長
さ
で
三
位
で
あ
り
、
同
派
が
テ
レ
ビ
宣
伝
を
有
効
に
使

っ
た
こ
と
が

窺
え
る
。
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
と
統

丁
合
意
党
と
い
う
政
権
党
は
、
と
も
に
テ
レ
ビ
の
利
用
時
間
が
長

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
苦
戦
し

た

(独
立
九
四
-

一
-
四
)。

執
行
権
力
は
自
己
に
有
利
な
方
向

に
そ
の
権
限
を
利
用
す
る
の
で
は
な

い
か
と
危
惧
さ
れ
て
い
た
が
、
そ

の
実
例
は
あ
る
。

一
〇
月

二
七
日
に
は

』

九
九
三
年
の
租
税
大
赦
の
実
施

に
つ
い
て
」
の
大
統
領
令

(法
令
集
九
三
…
四
四
ー
四

一
九
三
)
が
発
せ
ら
れ
、
次

い
で

投
票
日
直
前
の

一
二
月

一
一
日
、
「個
人

へ
の
租
税
賦
課
の
若
干
の
諸
問
題
の
規
制

に
つ
い
て
」
の
大
統
領
令

(法
令
集
九
三
-
五
〇
1
四

八
六
七
)
は
、
個
人
所
得
税
の
減
税
を
決
定
し
た
。
財
政
危
機

の
下
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
選
挙
プ
レ
ゼ
ン
ト
」
(独
立
九
三
-

一

二
-

一
四
)
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
二
月
五
日
に
は
最
低
賃
金
を

一
・九
倍
に
増
額
し
た

(ロ
新
聞
九
三
-

一
二
ー
八
)。
投
票
日
直
前

の

一
二
月

一
〇
日
に
は
大
統
領
令

に
よ

っ
て
年
金
法
を
改
正
し
、

一
定
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
市
民

の
年
金
増
額
を
定
め
た
(
ロ
新
聞
九
三
-

一
二
ー

一
五
、
イ
九
三
-

一
二
-

一
六
)
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り
、
既
設
の
労
働
年
金
の
増
額
を
決
定
し

(
ロ
新
聞
九
三
-

二

丁

一
五
)、
ま
た
子
を
も

つ
家
庭

へ
の
扶
助
料

の
増
額
等
を
定
め
た

(
ロ

新
聞
九
三
ー

一
二
ー

一
六
)。

選
挙
直
前
の
九
三
年

一
一
月
三
〇
日
か
ら

一
二
月
七
日
ま
で
の

一
週
間
の
物
価
上
昇
率
は
二

・
九
パ
ー
セ

ン
ト
と
低
か

っ
た
が
、
こ

れ
は
統
計
上
の
操
作
を
加
え
て

一
部
の
計
算
を
次
の
期
間
に
繰
り
延
べ
た
た
め
と
も
い
わ
れ
、
そ
の
シ
ワ
寄

せ
は
後
の
時
期
に
く
る
は

ず
だ
と
い
う
(イ
九
三
1

=

丁

一
五
)。
ま
た
九
三
年
八
月
に
騒
が
れ
た
シ
ュ
メ
イ

コ
氏
、
ポ

ル
ト
ラ
ー
ニ
ン
氏
、
ル
ツ
コ
イ
氏
の
汚
職

問
題

に
関
し
て
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
陣
営

に
属
す
る
前
二
者
に
つ
い
て
は
そ
の
潔
白
が
早
々
と
発
表
さ
れ
た
の
に
、
ル
ツ
コ
イ
氏
の
問
題
を

審
理
し
て
い
た
官
庁
間
汚
職
闘
争
委
員
会
は
、
す
で
に
解
散
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
前
に
こ
の
問
題
の
結
論
が
発
表
さ
れ
な

い
の
は
お
か
し
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る

(独
立
九
三
ー

一
二
-

一
)。

ま
た
銀
行
家
達
は
外
国
銀
行
の
進
出
を
惧
れ
て
そ
れ
を
規
制
す
る
よ
う
ガ
イ
ダ

ル
氏
に
働
き
か
け
た
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
、

大
統
領

は
、
九
三
年

二

月

一
七
日
に

「外
国
銀
行
・合
弁
銀
行
の
活
動
に
つ
い
て
」
の
大
統
領
令

(法
令
集
九
三
ー
四
七
ー
四
五
二
五
)

を
発
し
、
九
五
年
末
ま
で
原
則
と
し
て
こ
れ
ら
銀
行

の
活
動
を
禁
止
し
た
(イ
九
三
-

一
一
-

一
九
、
イ
九
三
-

一
一
-
二
)。
こ
の
よ
う
な

選
挙
サ
ー
ビ
ス
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
統
領
与
党
は
敗
北
し
た
の
で
あ
る
。

候
補
者
の
資
産
公
開
問
題
も
選
挙
の
争
点
の

一
つ

(小
さ
な
争
点
だ

っ
た
が
)
に
な

っ
た
。
統

一
・合
意
党

の
シ
ャ
フ
ラ
イ
党
首
は
、

自
ら
の
資
産
状
況
を
公
開
し
た

(イ
九
三
-

一
〇
1
三
〇
)。
シ
ャ
フ
ラ
イ
氏
の
九
三
年

の
平
均
月
収
は

二
二
万
八
千
ル
ー
ブ

ル

(労
働
者

の
平
均
月
収
の
数
倍
程
度
か
)、
九
月
ま
で
の
九
三
年
の
総
収
入

一
二
四
万
ル
ー
ブ

ル
強
、
支
払

っ
た
租
税

一
八
万
ル
ー
ブ
ル
強
で
あ
る
。

そ
れ
以
外
の
収
入
は
な

い
。
貯
金
は
、
貯
蓄
銀
行
に

一
万
四
千

ル
ー
ブ

ル
あ
る
だ
け
。
三
部
屋
の
協
同
組
合

住
宅
に
住

み
、
家
族
は
妻

(専
業
主
婦
)
と
七
歳
、
四
歳

の
子
の
四
人
。
妻
の
両
親
と
車

一
台
を
共
有
し
、
ま
た
自
転
車
四
台
を
所
有
。
勤
務
用
の
別
荘
を
も

つ

が
、
個
人
所
有

の
別
荘
な
し
。

ロ
シ
ア
の
実
力
者
と
し
て
は
極
め
て
つ
つ
ま
し
や
か
な
生
活
の
よ
う
で
あ
る
。
自
転
車
が
財
産
目
録
に

掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
生
活
水
準
が
窺
わ
れ
て
面
白

い
。
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同
じ
く
統

一
・合
意
党
の
カ
ル
ム
イ

コ
フ
司
法
相
も
そ
の
資
産
を
公
開
し
た

(ロ
新
聞
九
三
i

一
一
⊥

二
〇
)。
平
均
月
収

一
五
万

ル
ー

ブ
ル
強
、
九
三
年
の

一
〇
月
ま
で
の
総
収
入

一
五
二
万
ル
ー
ブ

ル
、
租
税

一
六
万

ル
ー
ブ
ル
強
、
他

の
収
入

な
し
。
家
族

の
貯
金
は
貯

蓄
銀
行

に

一
万
九
千

ル
ー
ブ
ル
。
別
荘
な
し
。
車

一
台
所
有
。

イ
ズ

ベ
ス
チ

ャ
紙
は
他
の
候
補
者
も
資
産
を
公
開
す
る
よ
う
呼
び
か
け
た
が
、
他
の
党
派

の
指
導
者
で
公
開
し
た
候
補
者
は
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
氏
は
、
自
分
は
シ
ャ
フ
ラ
イ
氏
と
違

っ
て
公
務
員
で
は
な
い
か
ら
、
公
開

の
必
要

は
な
い
と
発
言
し
て
い
る

(論
拠
九
三
ー
四
八
)。

検
察
機
関
は
選
挙
が
合
法
的

に
行
わ
れ
る
か
否
か
を
監
督
し
た
。

一
二
月

一
〇
日
、
中
立
情
報
裁
判
所
は
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
、

ボ
ン
ダ
リ

ッ
ク
氏
、
ネ
ブ
ザ

ロ
フ
氏
、
ク
ズ
ネ
ツ
ォ
フ
氏
、
ゴ
ボ

ル
ー
ヒ
ン
氏
の
発
言
が
法
律
違
反
で
な
い
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
よ

う
検
察
庁
に
訴
え
た
。
検
察
庁
は
捜
査
を
行

っ
た
が
、
刑
事
事
件

に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党

の
署
名
簿
偽
造
事

件
、
ル
イ
セ
ン
コ
候
補
者

に
対
す
る
無
頼
行
為
事
件
も
捜
査
さ
れ
た
。
連
邦
院
議
員
候
補
者
ガ
ジ
ー

エ
フ
氏

(前
ダ
ゲ
ス
タ
ン
共
和
国

商
業
相
)
の
殺
害
事
件
も
起
き
た
。

こ
の
よ
う
な
違
反
事
件
を
根
拠
に
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
が
、
改
革
派

の
敗
北
に
終

っ
た
選
挙
の

無
効
を
宣
言
す
る
可
能
性
も
取
沙
汰
さ
れ
た
。
し
か
し
検
察
庁
は
、
全
体
と
し
て
は
選
挙
は
本
質
的
な
違
反

な
し
に
行
わ
れ
た
と
評
価

し
て
い
る

(ロ
通
報
九
三
ー

一
二
-
二
二
)。

選
挙
の
監
視
の
た
め
に
、
西
欧
諸
国
か
ら
監
視
団
が

ロ
シ
ア
に
や

っ
て
き
た
(イ
九
三
-

一
〇
⊥

三

)。
五
〇
力
国
、
二
〇
国
際
組
織

か
ら
八
○
○
人
以
上
の
監
視
員
が
来
訪
し
、
全
国

一
〇
〇
箇
所
以
上
の
地
域

で
活
動
し
た
(
ロ
新
聞
九
三
ー
1

一
二
-

二

)。
イ
ギ
リ
ス

か
ら
参
加
し
た
監
視
員
は
、
本
質
的
な
違
反
は
な
か

っ
た
と
証
言
し
て
い
る
。
た
だ
選
挙
委
員
会

に
よ
る
候
補
者
登
録
の
拒
否
を
め
ぐ

る
ト
ラ
ブ

ル
は
か
な
り
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
(イ
九
三
i

一
一
-
二
四
、
独
立
九
三
-

一
一
i
二
五
)。
と
も
か
く
九
三
年
秋
の
政
局

の
激
変

ハと

の
後

の
選
挙
で
あ

っ
た
わ
り
に
は
、
比
較
的
平
穏
な
選
挙
で
あ

っ
た
。
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(
1
)

(2
)

選
挙

後
も

こ

の
問
題

は
続

い
て

い
る
。

選
挙
直

後

歴
史
学

者

の

ユ
ー
リ

ー
・
ネ

ク

ラ
ソ

フ
氏

(
民
主

ロ
シ
ア
州
支

部
長

)
は
、

ジ
リ

ノ

フ

ス
キ

ー
氏

と

ヒ
ト
ラ

ー
を
比
較

し
、
ロ
シ
ア
自

由
民

主
党
を

親

フ

ァ
シ

ス
ト

の
政

治
組

織

と
み

な
す
論

文
を
地

方
新

聞

に
発
表

し
た
。
自

由

民
主
党

の
地

方
組

織

は
名
誉
殿

損

と
し

て
裁
判

所

に
訴

え
、
慰
籍

料

を
請
求

し

た
。
し
か

し
ボ

ロ
グ
ダ
市

裁

判
所

は
請
求

を
棄

却
し

て

い
る

(イ

九

四
-
三
ー

一
八
)
。

「
論
拠

と
事
実

」
紙

は
、

「
性

と
政
治

家
」
と
題

し

て
、

候
補

者

に
対

す
る
女

性

の
意
見

を
掲

載

し
て

い
る
。

あ

る
女
性

は
、
「
一
番

セ
ク

シ
ー
な

の
は
、

ガ
イ
ダ

ル
、
ジ

ュ
ガ
ノ

フ
、
ジ
リ

ノ
フ

ス
キ

ー
」
と
答

え

て

い
る
。

ま
た
別

の
女

性

は
、
劇

場

に
行

く
な

ら
ヤ
ブ

リ

ン
ス
キ

ー
か

シ

ャ
フ
ラ
イ

と
、
フ

ッ
ト
ボ

ー
ル

の
観

戦

な
ら

ト
ラ

フ
キ

ン
と
、
レ
ス
ト
ラ

ン
に
行

く

な
ら
ボ

ロ
ボ

イ

か
ザ

ツ

ゥ
ー
リ

ン
と
、
子
守

が

上
手

そ
う
な

の

は
ガ
イ
ダ

ル
、
ジ

ュ
ガ

ノ
フ
、
ボ

ル

コ
ゴ

ノ

フ
、
ト
ラ

ン
プ
遊

び

の
パ

ー
ト

ナ
ー

と
し

て
な
ら

チ

ュ
バ
イ

ス
か
ム
ラ

シ

ョ
フ

が

理
想

的
、

ゴ
ボ

ル
ー
ヒ

ン
や

シ

ュ
メ
イ

コ
と

一
緒

な
ら
暗

い
道

も
大

丈
夫

…

…
」
と
語

っ
て

い
る

(論
拠

と
事
実

九

三
ー

四
九

)
。

や

や

不
真
面

目

と
思

わ
れ

る
が
、
ロ
シ
ア

の

マ
ス
メ
デ

ィ
ア

に
は

こ
の
種

の
記
事

が
時

々
載

っ
て

い
る
。
ロ
シ

ア
社

会

の

一
面
を

示
す
も

の
と

し

て
面
白

い
。

(四
)
各
派
の
選
挙
綱
領

各
政
党
、
選
挙
団
体
は
ど
の
よ
う
な
政
策
を
掲
げ
て
選
挙
戦
を
闘

っ
た
の
か
。
「
ロ
シ
ア
新
聞
」
は
各
選
挙
団
体

の
選
挙
綱
領
の
要
約

を
発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
を
中
心
に
各
派

の
掲
げ
る
政
策
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

ま
ず

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
で
あ
る
。
同
派
は
政
権
を
握

っ
て
き
た
グ

ル
ー
プ
で
そ
の
政
策
は
市
民
が
直
接
体
験
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
ま
た
不
人
気
な
政
策
を
行

っ
て
き
た
た
め
に
市
民
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
政
策
が
手
詰

り
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
と
ま

っ
た
か
た
ち
で
の
政
策

の
展
開
が
み
ら
れ
な

い
。
大
選
挙
団
体

の
な
か
で
は
、
意
外
に
も

一
番
政
策
が
不
明
確
な
団
体
と
な

っ
た
。
同
グ

ル
ー
プ
が
選
挙
で
敗
北
し
た
原
因
の

一
つ
は
こ
の
あ
た
り
に
も
あ
ろ
う
。
運
動
が
受
け
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身
に
な

っ
て
お
り
、
市
民
の
共
感
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
積
極
的
な
主
張
の
展
開
が
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

同
派
は
、

ロ
シ
ア
の
偉
大
な
伝
統
の
復
興
を
唱
え
、
そ
の
基
礎
に
は
、
愛
国
主
義
、
道
徳
性
、
民
主
性
、

労
働
の
尊
重
、
現
代
文
明

の
成
果
の
発
展
が
お
か
れ
る
。
基
本

ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
自
由
、
所
有
、
合
法
性
で
あ
る
。
経
済
改
革
に
つ
い
て
は
、
財
政
改
革
、
減
税
、

資
源
節
約
を
刺
激
す
る
税
制

へ
の
移
行
、
輸
入
補
助
金
の
廃
止
な
ど
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た

「強
者
に
よ
る
弱
者
の
救
済
で
は
な
く

協
力
を
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
土
地
私
有
化
過
程

へ
の
全
市
民
の
参
加
、
企
業
の
財

政
責
任
の
厳
格
化
、
株
主

の
権
利
の
法
的
保
護
、
企
業
家

へ
の
援
助
、
農
業

へ
の
補
助
金
型
信
用
供
与

の
克
服
、
農
業

の
効
率
的
生
産

の
た
め
の
支
援
、
強
制
的

国
家
注
文
制

の
復
活
阻
止
な
ど
を
主
張
し
て
い
る
。

国
家
体
制
に
つ
い
て
は
分
散
主
義

に
反
対
し
、
連
邦
法
の
最
高
性
を
主
張
し
て
い
る
。
対
外
的
に
は
国
連

や
全
欧
安
保
協
力
会
議
参

加
諸
国
と
の
協
調
関
係
を
維
持
す
る
と
し
て
い
る

(
ロ
通
報
九
三
ー

一
二
-

一
一
)。

ロ
シ
ア
民
主
改
革
運
動
。
同
運
動
は
元
モ
ス
ク
ワ
市
長
の
ポ
ポ
フ
氏
を
議
長
と
し
、
サ
ン
ク
ト

・
ペ
テ
ル
ブ

ル
ク
市
長
の
サ
プ
チ
ャ

ッ
ク
氏
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
氏
の
片
腕
だ

っ
た
ア

・
ヤ
コ
ブ

レ
フ
氏
、
経
済
学
者
シ
メ
リ

ョ
フ
氏
、
元
独
立
国
家
友
好
体
統
合
軍
総
司
令

官
の
シ
ャ
ポ
シ
ニ
コ
フ
氏
な
ど
の
有
力
者
が
結
集
し
て
い
る
。
同
派
は
ま
ず
、
国
家

・
民
族
の
権
利

に
対
す

る
人
権
の
優
越
性
、
連
邦

の
権
限
の
制
限
と
非
集
権
化
を
主
張
す
る
。
経
済
政
策
に
つ
い
て
は
、
金
融
政
策
か
ら
生
産
政
策

へ
の
力
点

の
移
動
、
減
税
、
連
邦
支

出
の
削
減
、
私
有
化
推
進
、
国
家

セ
ク
タ
ー
の
指
導
形
態
の
明
確
化
、
土
地
私
有
化
小
切
手
の
発
行
、
全
市

民
に
四
〇

ヘ
ク
タ
ー
ル
ま

で
の
農
業
用
土
地
私
有
の
承
認
等
々
の
主
張
を
行

っ
て
い
る

(
ロ
通
報
九
三
-

一
二
-

一
二
、
イ
九
三
-

一
二
-

一
〇
)。

同
グ
ル
ー
プ

の
エ
ス

・
フ
ヨ
ー
ド

ロ
フ
氏
は
、
同
グ

ル
ー
プ
の
綱
領

に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。

ロ
シ
ア
民
主
改
革
運

動
は
、
経
済
に
お
け
る
民
主
的
資
本
主
義
、
政
治
に
お
け
る
民
主
的
国
家
構
造
を
提
唱
し
て
い
る
。
国
営
部

門
を
株
式
会
社
化
す
べ
き

で
あ
る
が
、
特

に
そ
れ
は
収
益
の
上
る
分
野
で
行
う
べ
き
で
あ
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
を
民
営
化
し
て
国
家

よ
り
安
く

エ
ネ
ル
ギ
ー
を

供
給
す
れ
ば
国
家
独
占
は
崩
れ
る
。
新
経
済
シ
ス
テ
ム
は
膨
大
な
管
理
者
層
を
不
要
に
す
る
。
現
在
は
旧
管

理
者
に
新
管
理
者
が
付
け
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加
わ
り
、
そ
の
数
は
八
○
○
万
人
か
ら
二
〇
〇
〇
万
人
に
膨
れ
上

っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
国
家
予
算
の
六
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
こ
の
管
理

費
用
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
土
地
の

一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
フ
ァ
ー

マ
ー
に
分
与
す
べ
き
で
あ
る

(
ロ
新
聞
九
三
-

一
一
-

一
七
)。

ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
連
合
が
新
聞
に
発
表
し
た
選
挙
綱
領
で
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
る
(
ロ
新
聞
九
三
-

二

丁

九
)。
ま
ず

冒
頭
で

「わ
が
国
に
は
発
展
の
別
の
道
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
り

(見
出
も
同
じ
)、
従
来
の
路
線
に
対
す
る
否
定
的
評

価
を
前
提
と
し
て
い
る
。
政
治
に
つ
い
て
は
、
民
主
主
義
や
権
力
分
立
に
つ
い
て
平
凡
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
連
邦

制
度

に
つ
い
て
は
、

ロ
シ
ア
の
単

一
性
を
強
調
し
、
「契
約
的
連
邦
」
を
否
定
し
て
い
る
。
連
邦
構
成
主
体
を
徐
々
に
統
合
し
て
い
く
べ

き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

経
済

に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
改
革
の
戦
略
的
誤
り
は
、
経
済
の
国
家
規
制
を

一
挙

に
市
場
シ
ス
テ
ム

の
た
め
の
金
融
的
管
理
道

具
に
替
え
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
あ
る
。
独
占
体
制
と
重
工
業
中
心
の
経
済
構
造
が
価
格
上
昇
の
原
因
で
あ
り
、
そ
の
根
絶
が
優
先
的
経

済
政
策
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
イ
ン
フ
レ
と
の
闘

い
は
長
期
の
課
題
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
三
年
間
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
も

っ
て
い
る
。

.私
有
化

に
つ
い
て
は
、
た
だ
財
産
を
分
与
す
れ
ば

い
い
の
で
は
な
く
、
基
本
投
資

の
保
証
が
必
要
で
あ
る
。
私
有
化
小
切
手
と
株
券
の

交
換
は
完
遂
す
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
工
業
企
業

の
支
配
株
を
投
資
基
金
、
銀
行
、
外
国
の
投
資
家
に
売
却

す
る
よ
う
刺
激
策
を
と
る

べ
き
で
あ
る
。
そ
の
場
合
小
株
主
の
利
益
は
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

国
内
市
場
の
拡
大
、
輸
出
の
促
進
。
未
来
の
経
済
発
展
の
牽
引
車
と
な
る
部
門

(例
え
ば
航
空
機
製
造
、
石
油
探
索
、
石
油
精
製
、

建
設
資
材
工
業
、
住
宅
建
設
)
の
支
援
。
投
資
抑
制
政
策
か
ら
投
資
刺
激
政
策

へ
の
転
換
。
国
家
の
長
期
信
用
と
私
的
投
資
の
結
合
。

金
融

.
通
貨

.
信
用
政
策

に
つ
い
て
は
、
経
済
法
、
基
本
的
経
済
指
標
に
対
す
る
統
制
シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
経
済
改
革
綱
領
に
基
づ
く

国
家
の
作
用
の
安
定
化
に
よ

っ
て
、
予
測
可
能
性
を
作
り
だ
す
こ
と
が
必
要
。
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
の
非

マ
ネ
タ
リ

ス
ト
的
な
闘
争

方
法
の
採
用
、
生
産
企
業

に
対
す
る
課
税
圧
力
を
減
ず

る
よ
う
な
柔
軟
な
税
制
改
革
。
下
か
ら
上

へ
、
地
方

か
ら
中
央

へ
の
改
革
が
重

要
な
原
則
で
あ
る
。
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社
会
政
策
に
つ
い
て
は
、
雇
用
の
促
進
、
労
働
無
能
力
者
の
生
活
保
障
、
生
活
困
窮
者

の
保
障
等

の
た
め
の
税
制
改
革
、
社
会
保
障
・

非
生
産
部
門
の
賃
金
の
物
価
ス
ラ
イ
ド
化
、
科
学

・
教
育

・
文
化

・
保
健

の
分
野
の
優
先
的
綱
領

の
作
成
、
軍
人
の
転
職

の
た
め
の
社

会
綱
領
の
作
成
、
非
国
家
的
な
年
金
制
度

・
保
険
制
度
の
導
入
等
々
。
そ
の
他
、
独
立
国
家
友
好
体
内

の
ロ
シ
ア
語
系
住
民
の
権
利
の

保
護
を
訴
え
て
い
る
。

結
局
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
i
連
合

の
政
界
地
図
に
お
け
る
位
置
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
の
派
に
加
わ
っ
た
共
和
党
の
ル
イ
セ
ン
コ
氏
は
、

自
ら
を
民
主
的
中
問
派
と
位
置
づ
け
、
「民
主
的
だ
が
よ
り
穏
健
な
政
府
」
を
提
唱
し
て
い
る

(
ロ
新
聞
九
三
ー

一
一
ー
二
七
)。
ヤ
ブ
リ

ン
ス
キ
ー
氏
自
身
は
、
中
間
派
と
い
う
の
は
現
状
維
持
派
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
と
し
て
否
定
し
、
改
革
右
派
を
名
乗

っ
て
い
る
。

ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
氏
が
経
済
学
者
で
あ
る
だ
け
に
、
同
派
は
経
済
政
策
に
つ
い
て
詳
細
に
展
開
し
て
い
る
が
、
ガ
イ
ダ

ル
路
線
と
の

相
違
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
氏
自
身
は
、
ガ
イ
ダ

ル
氏
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
・理
論
的
に
は
違

い
は
な
い
が
、

次
の
三
点
で
異
な
る
と
い
う
。
第

一
に
実
践
の
面
で
あ
る
。
ガ
イ
ダ
ル
氏
は
理
論

の
虜
に
な

っ
て
お
り
、

ロ
シ
ア
の
特
殊
性
を
無
視
し

た
教
科
書
的
な
改
革
を
行

っ
た
た
め
に
、

マ
フ
ィ
ア
的
な
市
場
経
済
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
、
経
済
か
ら

の
国
家

の
撤
退
は
、
意
識

的

・
計
画
的
な
改
革
政
策
に
伴
わ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
第
二
は
道
徳
的
な
側
面
で
あ
り
、
政
府
と
市

民
の
信
頼
関
係

の
問
題
で
あ
る
。
ガ
イ
ダ
ル
政
権
の
下
で
は
無
責
任
な
約
束
が
な
さ
れ
、
し
か
も
守
ら
れ
て
い
な

い
と
い
う
。
市
民
が

政
治
の
主
人
公
に
な

っ
て
お
ら
ず
、
客
体
の
ま
ま
で
あ
る
と
も
批
判
し
て
い
る
。
第
三
は
政
治
手
法
の
問
題

で
、
人
民
投
票
に
よ
る
憲

法
制
定

の
よ
う
な
独
断
的
な
方
法
を
批
判
し
て
い
る
。

他
党
派
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ガ
イ
ダ

ル
派
と
は
協
力
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
シ
ャ
フ
ラ
イ
派
と
は

一
番
近
く
、
下
か

ら
の
改
革
を
主
張
す
る
点
で
共
通
で
あ
る
が
、
シ
ャ
フ
ラ
イ
派
の
そ
れ
は
地
方
の
市
民
で
は
な
く
地
方
官
僚

が
主
体
に
な

っ
て
い
る
と

批
判
し
て
い
る
。
市
民
同
盟
は
独
占
企
業
を
中
心
と
し
た
グ
ル
ー
プ
で
、
競
争
原
理
と
矛
盾
し
て
お
り
、
そ
れ
と
の
協
力

に
は
展
望
は

な
い
と
い
う
。
ま
た
社
会
主
義
、
全
体
主
義
、
独
裁
を
志
向
す
る
共
産
党
や
自
由
民
主
党
と
は
協
力
し
な

い
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
選
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挙
と
同
時
に
投
票
に
付
さ
れ
る
憲
法
案

に
つ
い
て
は
、
そ
の
制
定
手
続
が
民
主
的
で
な

い
と
批
判
し
、
採
択

さ
れ
て
も
内
容
的

に
も
改

正
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

(ト
ル
ー
ド
九
三
-

一
二
-

一
〇
)。

次
に
シ
ャ
フ
ラ
イ
氏

の
ロ
シ
ア
統

一
・
合
意
党

の
選
挙
綱
領
を
み
て
み
よ
う

(
ロ
新
聞
九
三
-

一
二
⊥

二
、
イ
九
三
-

一
一
i

一
七
、
ト

ル
ー
ド
九
三
-

二

一-
四
)。
シ
ャ
フ
ラ
イ
党
が
他
党
と
区
別
さ
れ
る
最
大
の
特
質
と
し
て
い
る
の
は
、
地
域
住
民
の
利
益
を
代
表
す
る
と

し
て
い
る
点
で
あ
る
(論
拠
九
三
-
四
八
)。
こ
れ
は
、
民
族
問
題
国
家
委
員
会
委
員
長
と
し
て
少
数
民
族
と
の
交
渉
を
担
当
し
て
き
た
経

歴
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
ま
た
同
氏
は
法
律
家
と
し
て
立
法
活
動
の
分
野
で
も
活
躍
し
て
き
た
が
、
経
済
政
策

の
面
は
明
確
で
な

い
。
改

革
路
線
を
継
承
し
、
「文
明
的
な
市
場
関
係
の
創
設
」
や
私
有
化

の
推
進
、
社
会
政
策

の
展
開
な
ど
を
主
張
し
て

い
る
が
、
精
彩
が
な

い
。

最
近

ロ
シ
ア
で
は
、
国
家
派
か
り
ベ
ラ
ル
派
か
と
い
う
区
分
が
よ
く
な
さ
れ
る
。
人
格
的

に
表
現
す
れ
ば

ガ
イ
ダ
ル
氏
は
り

ベ
ラ
ル

派
で
、
チ

ェ
ル
ノ
ム
イ
ル
ジ

ン
首
相
は
国
家
派
で
あ
る
。
先
の
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
氏
は
こ
の
よ
う
な
区
分
に
自
己
を
位
置
づ
け
る
こ
と

を
拒
否
し
て
い
る
が
、
シ
ャ
フ
ラ
イ
氏
は

「
一
定
の
註
釈
付
き
で
無
条
件
で
国
家
派
で
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
。
自
ら
を

「保
守
主
義

者
」
と
称
し
、
政
党
名
も

「全

ロ
シ
ア
保
守
党
」
で
も
よ
い
と
言

っ
て
い
る
。
そ
し
て
ロ
シ
ア
社
会
は
革
命

に
疲
れ
て
お
り
、
家
族
、

所
有
、
民
族
、
国
家
と
い
う
伝
統
的

・
保
守
的
価
値

に
依
拠
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
自
ら
を

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」

に
対
す
る
反
対
派
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
市
民
同
盟
の
ボ
リ
ス
キ
ー
氏
よ
り
は
左

で
、
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
氏
よ
り
は
右
と
も
言

っ

パこ

て
い
る

(論
拠
九
三
年
-
四
八
)。

シ
ャ
フ
ラ
イ
氏
は
チ

ェ
ル
ノ
ム
イ
ル
ジ
ン
首
相
の
政
策
を
支
持
す
る
こ
と
も
明
言
し
て
い
る
。
ソ
ス
コ
ベ
ッ
ツ
第

一
副
首
相
も
こ
の

派
に
近

い
。
チ

ェ
ル
ノ
ム
イ
ル
ジ
ン
首
相
を
こ
の
党
の
候
補
者
に
か
つ
ぐ
動
き
が
オ
レ
ン
ブ

ル
ク
州
で
あ

っ
た
が
、
実
現
し
な
か

っ
た

(イ
九
三
-

一
〇
1
二
二
、
イ
九
三
ー

一
〇
ー
二
六
)。

九
三
年
九
月
二

一
日
の
議
会

の
廃
止
を
命
じ
た
大
統
領
令
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
状
況
の
下
で
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
と
し
て
正

当
化
し
な
が
ら
も
、
続
く

一
〇
月
三
-
四
日
の
武
力
衝
突
に
つ
い
て
は
民
族
的
悲
劇
と
評
価
し
、
改
革
派
の
勝
利
と
い
っ
た
見
方
を
批
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判
し
て
い
る
。
新
憲
法
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
は
賛
成
と
し

つ
つ
も
、
否
定
的
な
条
項
も
あ
り
、
新
議
会

で
改
正
を
目
指
す
と
い
う
。

エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
を
支
え
て
き
た
重
要
な
柱
で
あ

っ
た
シ
ャ
フ
ラ
イ
氏
も
、
改
革
派
か
ら
距
離
を
置
き
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
な

お

「
エ
リ
ツ
ィ
ン

・
チ
ー
ム
」
の

一
員
と
自
称
し
て
お
り
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
氏
と
対
抗
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う

な
大
統
領
選
に
は
出
馬
し

な
い
と
語

っ
て
い
る
。

中
間
派

の

「市
民
同
盟
」
は

「
シ
ョ
ッ
ク
な
し
の
改
革
」
を
旗
印
と
し
、
「効
率
的

で
社
会
志
向
の
市
場
経
済
」
を
唱
え
た
。
そ
の
た

め
に
、
市
場
経
済
の
官
僚
主
義
的
で
は
な

い
理
性
的
な
国
家
規
制
、
経
済
活
動
の
安
定
し
た
法
的
基
盤

の
整
備
、
住
民
の
真
の
社
会
的

保
護
、
商
品
生
産
者
の
利
益
の
擁
護
な
ど
を
掲
げ

て
い
る
。
安
定
し
た
民
主
国
家
の
建
設
、
旧
ソ
連
を
構
成

し
た
諸
人
民
の
統

一
性
の

回
復
、
先
進
企
業
の
国
家
支
援
、
土
着
企
業

・
中
小
ビ
ジ
ネ
ス
の
発
展

の
援
助
、
超
過
利
潤
に
対
す
る
課
税
強
化
と
必
需
品
生
産
者
の

減
税
、
困
窮
者
の
免
税
、
青
少
年

の
保
護
、
精
神
文
化
の
支
援

・
強
化
等

々
が
列
挙
さ
れ
て
い
る

(
ロ
新
聞
九
三
-

二

丁

七
)。

同
じ
く
中
間
派
の
ロ
シ
ア
民
主
党
を
み
て
み
よ
う
(
ロ
新
聞
九
三
-

二

丁

八
)。
同
党
は
穏
健
な
責
任
あ
る
政
治
勢
力
を
自
称
し
、
民

主
的
な

ロ
シ
ア
国
家
、
競
争
力
あ
る
市
場
経
済
、
人
の
安
全

・
自
由

・
権
利

・
福
祉
な
ど
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
リ
ア
リ
ス
ト
を
自

称
し
、
空
理
空
論
よ
り
、
小
さ
く
て
も
着
実
な
前
進
を
支
持
す
る
と
い
う
。
経
済
政
策
で
は
、
ロ
シ
ア
の
科

学
的

・
工
業
的
潜
在
力
を

活
用
し
、
国
民
経
済
の
競
争
能
力
を
高
め
、
そ
れ
を

マ
ク

ロ
経
済

の
安
定
お
よ
び
ル
ー
ブ

ル
の
強
化
と
結
合

す
る
と
い
う
。
農
業
を
優

先
し
、
効
率
的
に
経
営
し
て
い
る
コ
ル
ホ
ー
ズ
等

の
経
営
体
に
融
資
す
る
。
軍
民
転
換

の
支
持
、
地
域
間

の
障
壁
を
な
く
し
単

一
の
市

場
を
強
化
す
る
等
々
。
そ
の
他
租
税
政
策
、
犯
罪
と
の
闘

い
、
社
会
政
策
等
々
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
折
衷
的
で
目
覚
し
い
も
の
は
な

い
。ロ

シ
ア
民
主
党
は
特
徴
の
な

い
政
党
の
よ
う

に
み
え
る
が
、

一
定
の
支
持
者
層
を
確
保
し
て
い
る
。
党
首
ト
ラ
フ
キ
ン
氏
は
、
当
初

は
民
主

ロ
シ
ア
の
活
動
家
で
あ
り
、
九
〇
年
五
月
に
は
最
初

の
非
共
産
党

の
有
力
政
党
と
し
て
ロ
シ
ア
民
主
党
を
創
設
し
た
。
ト
ラ
フ

キ
ン
氏
は
、
八
○
年
代
の
初
め
か
ら
、
建
築
家
お
よ
び
批
評
者
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
人
気
を
博
し
て
い
た
と
い
う

(ロ
新
聞
九
三
ー

一
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二
-
九
)。
彼
は
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
以
前
の
段
階
で
ブ
リ
ガ
ー
ダ
に
よ
る
請
負
制
度
を
提
唱
し
、
八
六
年
に
は
社
会
主
義
労
働
英
雄
金

星
勲
章
を
授
与
さ
れ
、
ブ
リ
ガ
ー
ダ
長
か
ら
生
産
合
同
長
に
出
世
し
て
い
た
。
九

一
年
末
以
来
、
モ
ス
ク
ワ
州
内
の
あ
る
地
区
の
行
政

長
官
も
務
め
て
い
る
。

ロ
シ
ア
民
主
党

の
党
員
数
は
約
四
万
人
と
い
う

(イ
九
三
ー

二

ー
二
四
)。

ロ
シ
ア
女
性
運
動

に
は
、

ロ
シ
ア
女
性
同
盟
、
女
性
企
業
家
同
盟
、
軍

・
艦
隊
女
性
同
盟

の
主
要
三
組
織
を
は
じ
め

一
〇
〇
以
上
の

団
体
が
参
加
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
代
表
フ

ェ
ド

ロ
ワ
女
史
は
、
同
運
動

の
目
的
や
政
策

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

女
性
だ
け
の
運
動
を
創

っ
た
の
は
女
性
の
み
の
利
益
を
追
求
す
る
た
め
で
は
な
く
、
性
を
基
準
と
し
た
政
治
を
否
定
す
る
た
め
で
あ
る
。

つ
ま
り
従
来
の
政
治
は
男
に
よ

っ
て
の
み
行
わ
れ
て
き
た
か
ら
そ
れ
を
否
定
し
、
女
性
を
含
む
全
住
民
の
利
益
を
追
求
す
る
の
だ
と
い

う
。
既
成
の
政
党

は
女
性

の
利
益
を
代
表
し
て
お
ら
ず
、
女
性
の
候
補
者
も
少
な
い
。
失
業
者

の
七
三
パ
ー

セ
ン
ト
は
女
性
で
、
三
〇

〇
万
人
の
寡
婦
が
苦
し
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
女
性
の
賃
金
は
、
以
前
は
男
性
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
が
、

現
在
で
は
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下
し
て
い
る
と
い
う
。

女
性
運
動

の
政
策
は
は

っ
き
り
し
な
い
が
、
右

で
あ
れ
左
で
あ
れ
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
に
は
反
対
す
る
と
か
、

い
か
な
る
他
の
党
と
も

結
び

つ
か
ず
、
中
立
を
守
る
と
言

っ
て
い
る
。

一
方
で
社
会
保
障
を
要
求
し
、
他
方
で
減
税
を
主
張
し
て
い
る
が
、
ど
こ
か
ら
財
源
を

得
る
の
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
武
器
輸
出
や
国
家
機
構
の
縮
小
を
主
張
し
て
い
る
。
土
地

の
私
有
に
は
反
対
し
て
い
る
。
フ

ェ

ド

ロ
ワ
女
史
は
、
以
前
は
ソ
ビ
エ
ト
女
性
委
員
会
や
ソ
ビ

エ
ト
平
和
委
員
会
、

コ
ム
ソ
モ
ー
ル
中
央
委
員
会

な
ど
の
共
産
党
御
用
団
体

の
活
動
家
で
あ

っ
た
し
、

ロ
シ
ア
女
性
運
動
も
全
体
と
し
て
保
守
色
が
濃
厚
で
あ
る

(イ
九
三
-

一
二
ー
二
)
。

「尊
厳
と
慈
愛
」
運
動
は
、
障
害
者
や
年
金
生
活
者
、
退
役
軍
人
、
チ

ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
被
災
者
な
ど
を
中

心
に
し
た
団
体
で
、
「人
間

に
値
す
る
生
活
条
件
を
」、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
人
間
の
精
神
的
復
活
を
」
、
「人
間
を
犠
牲

に
し
な
い
人
問

の
た
め
の
改
革
を
」
と
い

っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
い
る

(
ロ
九
三
-

一
一
ー

一
八
)
。
多
く
の
候
補
者
を
擁
立
し
た
が
、
当
選
者
は
少
な
か

っ
た
。

「
ロ
シ
ア
に
未
来
を
1
新
し
い
名
称
」
は
、
九
三
年

一
〇
月
壬

二
日
に
結
成
さ
れ
た
。

こ
の
団
体
も
多
く

の
候
補
者
を
立
て
た
が
、
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当
選
者
は
ゼ

ロ
で
あ

っ
た
。
こ
の
団
体
は
、
自
由

ロ
シ
ア
人
民
党
支
援
青
年
運
動
や
市
民
同
盟
に
よ

っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、
中
間

派
的
な
立
場
で
あ
る
。
旧
議
会
の
会
派

「
ス
メ
ナ
」
を
継
承
す
る
団
体

の
よ
う
で
あ
る
が
、

ス
メ
ナ
も
か
な
り
の
数
的
勢
力
を
も
ち
な

が
ら
も
目
覚
し
い
活
躍
は
し
な
か

っ
た
。
選
挙
綱
領
も
明
確

で
な

い
が
、
「人
の
権
利
、
不
可
侵

の
自
由
、
生

活
価
値
の
優
越
性
」
、
「国

家
に
対
す
る
社
会
の
優
越
性
」
、
「法
の
優
越
性
」、
「民
族
的

・
国
家
的
利
益
の
優
越
性
」
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ

て
い
る
。

「
ロ
シ
ア
建
設
的

エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
ー
ケ
ド
ル
」
も
多
く
の
候
補
者
を
立
て
た
が
、
当
選
者
は
だ
せ
な
か

っ
た
。
こ
の
団
体
は
環
境

の
保
護
と
い
う
単

一
の
政
策
を
掲
げ
、
そ
の
目
的
に

一
致
す
る
他
の
団
体
と
協
力
関
係
を
も
つ
と
い
う
。
他

の
政
策
に

つ
い
て
は
明
確

で
な
い
が
、
民
主
的
法
治
国
家
、

ロ
シ
ア
の
民
族
的
利
益
の
擁
護
、
社
会
志
向
型
国
家
な
ど
の
主
張
を
掲
げ

て
い
る
。
ま
た
私
的
所
有

の
発
展

・
強
化
を
支
持
す
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
人
は
自
ら
に
現
実

に
所
属
し
て
い
る
も
の
こ
そ
真
に
大
切

に
し
、
配
慮
す
る
か
ら
で

あ
る
と
い
う

(ロ
新
聞
九
三
-

一
一
-
三
〇
、

ロ
通
報
九
三
ー

一
二
ー

二

)。

次
に
共
産
党
は
ど
う
か
(イ
九
三
-

一
一
-

一
九
、
ロ
新
聞
九
三
ー

一
二
ー
九
)。
ロ
シ
ア
共
和
国
共
産
党
は

一
九
九
〇
年

に
.創
設
さ
れ
た

(そ
れ
以
前
は
ソ
連
邦
共
産
党
と
重
複
す
る
た
め
、

ロ
シ
ア
共
産
党
は
存
在
し
な
か

っ
た
)
が
、
憲
法
裁
判
所

に
よ
る
旧
共
産
党
の
違

憲
判
決
が
だ
さ
れ
た
た
め
、
九
三
年

二
月
に
新
し
い
政
党

(事
実
上
旧
共
産
党
の
継
承
組
織
)
と
し
て
再
出
発
し
た
。
そ
れ
は
九
三
年

三
月
二
四
日
に
ロ
シ
ア
連
邦
司
法
省
に
登
録
さ
れ
た
。
党
員
数
は
約
五
〇
万
人
で
あ
る
。
旧
ソ
連
邦
共
産
党

の
政
策
と
何
が
共
通
で
、

ど
こ
が
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

共
産
党
は

「国
の
社
会
主
義
的
発
展
の
道
」
を
進
む
こ
と
に
よ
る
経
済
危
機
か
ら
の
脱
出
を
主
張
す
る
。

ロ
シ
ア
は
自
分
の
力
で
危

機
を
脱
す
る
天
然
資
源
、
労
働
力
、
科
学
力
等
を
も

っ
て
お
り
、
外
国
に
頼
る
べ
き
で
は
な
い
。
シ
ョ
ッ
ク
療
法
を
拒
否
し
、
集
団
的
.

社
会
的
所
有
形
態
を
優
先
し
た
上
で
種
々
の
所
有
形
態
に
基
づ
き
、
市
場
的
経
営
方
法
と
の
結
合
の
上
で
基
本
的
経
済
方
針
の
国
家
規

制
シ
ス
テ
ム

ヘ
移
行
す

べ
き
で
あ
る
。
生
産
を
刺
激
す
る
た
め
に
減
税
を
行

い
、
生
活
必
需
品
の
増
産
を
め
ざ
す
。
軍
産
複
合
体
は
、

新
技
術
の
中
心
、
消
費
財

の
生
産
企
業
、
外
貨
獲
得
源

(武
器
輸
出
)
と
し
て
維
持
・発
展
さ
せ
る
。
新
し

い
生
産
管
理
シ
ス
テ
ム

(官
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僚
主
義
的
計
画
で
は
な
く
、
情
報
提
供
、
勧
告
、
方
向
付
け
な
ど
を
行
う
)
の
創
設
。
土
地
は

「全
人
民
の
財
産
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

集
団

・
個
人
が
占
有

・
利
用
し
相
続
も
で
き
る
が
、
売
買
は
で
き
な

い
。
私
有
が
認
め
ら
れ
る
の
は
宅
地
付
属
地
、
菜
園
、
別
荘
地
だ

け
で
あ
る
。
生
活
必
需
品
の
価
格

に
対
す
る
国
家
規
制
の
導
入
、
貧
困
住
民
の
国
家
援
助
、
外
国
貿
易
の
国
家
独
占
な
ど
も
提
唱
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
共
産
党
の
政
策
は
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
の
旧
共
産
党
の
主
張
と
違

い
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

も

っ
と
も
ジ

ュ
ガ
ノ
フ
委

員
長
は
、
旧
共
産
党
は
政
党
で
は
な
く
、
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的

に
構
成
さ
れ
た
国
家
構
造
で
あ

っ
た
と
、
そ
の
解
散
を
命
じ
た
エ
リ
ツ
ィ

ン
大
統
領
の
命
令
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
言

っ
て
い
る
。
副
委
員
長
の
ベ
ロ
フ
氏
の
旧
共
産
党
に
対
す
る
批
判
も
、
も

っ
ぱ
ら
そ
の
官

僚
主
義
的
な
組
織
原
理
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
政
策
的
に
は
変
化
は
感
じ
ら
れ
な
い
(プ
ラ
ウ
ダ
九
四
ー
三
-

一
五
)。
同
氏
は
ソ
連
邦
や

ソ
ビ

エ
ト
権
力
の
復
活
に
つ
い
て
も
語

っ
て
い
る
。
違
う
の
は
、
「市
民
的
合
意
」、
「全
民
族
的
合
意
」
の
名

の
下
に
、
国
家
主
義
的
・

愛
国
主
義
的
勢
力

(反
動
派
)
と
の
連
合
を
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
下
で
当
時
の
共
産
党
が
社
会
民
主
主
義
化
し
つ
つ
あ

っ
た
の
に
比

べ
て
、
現
在
は

む
し
ろ
反
動
色
が
強
ま

っ
て
い
る
。
当
時

の
共
産
党
は
、
社
会
主
義
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
は
自
己
変
革
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
し

か
し
社
会
主
義
体
制
が
崩
壊
し
た
今
日
、
共
産
党

に
と

っ
て
守
る
べ
き
も
の
は
何
も
な
い
。
そ
の
た
め
む
し
ろ
反
動
的
に
居
直

っ
て
い

る
と
い
う
印
象
を
う
け
る
。

農
業
党
は
、

ロ
シ
ア
の
復
興
は
農
村
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
労
働
権
、
社
会
正
義

、
生
産
者
お
よ
び
貧
し
い

者

へ
の
国
家
援
助
を
強
調
す
る
。
「土
地
は
そ
れ
を
耕
す
者

へ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
、
個
人
経
営

の
た
め
に
そ
れ
を
希
望
す
る

全
住
民
に
土
地
を
無
償
で
配
分

(私
有
化
)
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
。
た
だ
し
土
地
の
売
買
に
は
絶
対
的
に
反
対
し
て
い
る
。
経

済

に
つ
い
て
は

「社
会
志
向

の
市
場
」
経
済
を
主
張
し
、
市
場
の
国
家
規
制
を
要
求
し
て
い
る

(
ロ
通
報
九
三
-

一
二
-

二

)。

自
由
民
主
党
は

「愛
国
主
義

の
綱
領
に
基
づ
く
中
道
右
派
、
穏
健
保
守
の
党
で
あ
る
」
と
称
し
、
左
右
の
過
激
主
義
に
反
対
で
あ
る
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と
い
う
。
九

一
年
八
月
の
共
産
主
義
者

の
ク
ー
デ
タ
ー
と
、
九
三
年
秋
の
民
主
主
義
者
の
同
様
の
行
為
を
批
判
し
、
憲
法
を
破
壊
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な

い
と
言
う
。
共
産
主
義
者
も
民
主
主
義
者
も
国
を
統
治
す
る
能
力
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
過
激
主
義
を
排
し
、
議
会
を
と
お
し
て
改
革
を
行
う
な
ど
と
言

っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
や
日
本

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
あ
る
国
際
通
貨
基
金

の
要
求

に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
、

ロ
シ
ア
経
済
を
未
曽
有
の
破
局
に
追

い
込
ん
だ
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
国
家
セ
ク
タ
ー
の
解
体
、

コ
ル
ホ
ー
ズ

.
ソ
フ
ホ
ー

ズ
の
破
壊
、
西
欧
資
本
の
資
源
供
給
基
地
化
に
反
対
し
て
い
る
。

自
由
民
主
党
は
三
～
四
カ
月
で
生
活
水
準
を
二
倍

に
引
き
上
げ
る
と
約
束
し
、
そ
の
た
め
の
方
策
と
し
て
次
の
三

つ
の
基
本
政
策
を

掲
げ
た
。
①
旧
ソ
連
諸
国
、
ア
フ
リ
カ
な
ど

へ
の
援
助
の
中
止
、
②
軍
民
転
換
の
中
止
と
武
器
の
国
際
市
場

で
の
売
却
、
③
組
織
犯
罪

(五
千
グ

ル
ー
プ
)
の
根
絶
。
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
、
以
前
共
産
主
義
者

は
外
国

に
武
器
を
売
る
の
で
は
な
く
、
事
実
上
た
だ
で
贈

与
し
て
き
た
と
批
判
す
る
。
ま
た
イ
ラ
ク
の
フ
セ
イ
ン
大
統
領
は

ロ
シ
ア
に
対
し
て
そ
の
代
金
を
支
払
う
と
言

っ
て
い
る
の
に
、

ロ
シ

ア
政
府
は
そ
れ
を
受
け
取
ろ
う
と
し
な

い
こ
と
、

ロ
シ
ア
が
旧
ソ
連
諸
国
を
援
助
し
て
い
る
こ
と
等
を
批
判
し
て
い
る
。
対
外
援
助
中

止
で
資
源
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
節
約
で
き
る
と
い
う
。
五
千
の
犯
罪
組
織
を
短
期
間
に
壊
滅
す
る
と
い
う
。

こ
の
三
大
政
策
に
続
く
国
内
政
策
と
し
て
、
自
由
民
主
党
は
次

の
よ
う
な
項
目
を
列
挙
し
て
い
る
。
①

ロ
シ
ア
難
民
の
流
入
阻
止
。

例
え
ば
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
に
い
た
ロ
シ
ア
人
五
〇
万
人
の
う
ち
当
地
に
残

っ
て
い
る
の
は

一
〇
万
人
だ
け

で
あ
る
。
差
別

の
た
め
離

脱
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域

へ
、

ロ
シ
ア
法
を
犯
し
た
少
数
民
族
を
追
放
す
べ
き
で
あ
る
。
②
投
機

.
犯
罪

を
な
く
す
た
め
、

ロ
シ
ア
市
民
権
を
有
し
な
い
者
が
商
業

に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
止
せ
よ
。
③
生
産
に
刺
激

を
与
え
る
た
め
に
、
租
税

の
最
高
限
度
を
利
潤
の
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
生
産
者

に
残
る
よ
う
に
せ
よ
。
④
改
革
は
時

に
後
退
も
必

要
。
国
家
セ
ク
タ
ー
を
強
化
し
、
国
家
注
文
制
を
導
入
し
、
企
業
間
の
関
係
を
回
復
す
る
。
⑤
対
外
債
務

の
返
還
は
停
止
す
る
こ
と
が

合
目
的
で
あ
る
。
旧
ソ
連
邦
の
債
務
は
そ
の

一
部
と
い
え
ど
も
負
担
す
る
必
要
は
な
い
。
⑥
国
家
と
企
業
家

は
科
学
を
援
助
す
る
こ
と
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が
必
要
で
あ
る
。
特

に
宇
宙
研
究
は
経
済
活
動
を
大
い
に
刺
激
し
よ
う
。
⑦
わ
が
国
が
必
要
と
し
て
い
る
商
品

.
資
源
の
持
ち
出
し
を

止
め
る
べ
き
で
あ
る
。
森
林
、
石
油
、
金
属
、
食
料
、
毛
皮
な
ど
。
⑧
教
育
に
つ
い
て
は
、
外
国
か
ら
の
留
学
生

の
無
料
教
育
を
縮
小

す
る
。
⑨
障
害
者
、
母
子
家
庭
、
病
人
等

に
対
す
る
特
典
は
維
持
す
る
が
、
役
人
に
対
す
る
特
権

・
特
典
は
で
き
る
限
り
縮
小
す
る
。

⑩
軍
は
必
要
な
質

・
量
を
維
持
し
て
、
余
分
な
も
の
は
縮
小
す
る
。
将
校
数
は
縮
小
し
て
内
務
省
、
保
安
機
関
、
法
維
持
機
関
等
に
転

属
さ
せ
る
。
兵
士
、
下
士
官
の
転
職
は
中
止
す
る
。

経
済

の
国
家
セ
ク
タ
ー
を
強
化
し
、
私
的
セ
ク
タ
ー
は
補
足
的

に
認
め
る
と
言
い
、
市
場
経
済
に
つ
い
て
は
何
も
語

っ
て
い
な
い
か

ら
、
旧
来
の
社
会
主
義
的
な
経
済
体
制
を
温
存
す
る
姿
勢
の
よ
う
で
あ
る
。
他
方
で
、
人
為
的
に
国
家
セ
ク
タ
ー
を
廃
止
し
た
り
、
私

的
セ
ク
タ
ー
を
強
化
し
た
り
せ
ず
、
両
者
に
平
等

の
条
件
を
作

っ
て
自
然
の
な
り
ゆ
き
に
任
せ
る

(農
業
も
含
め
)
と
か
、
大
企
業
は

国
営
が
望
ま
し
く
、
私
的
セ
ク
タ
ー
は
ま
ず
小
企
業
か
ら
始
め
る
と
も
言

っ
て
い
る
。

国
家
体
制
に
つ
い
て
は
、
大
統
領
制
共
和
国
よ
り
議
会
制
共
和
国
の
方
が
先
進
的
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
現
状
で
は
強
力
な
大
統
領

制
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領

の
憲
法
案
を
支
持
し
た
。
自
民
党
の
憲
法
案

(独
立
九
三
-

一
二
-
八
)
で
は
、
大
統
領

が
政
府
の
長
と
な

っ
て
い
て
首
相
職
は
な
く
、
県
知
事
は
大
統
領
が
任
命

・
解
任
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
民
族
を
基
準
に
し
た
共

和
国
、
州
な
ど
の
単
位
は
不
要
で
、
四
〇
～
五
〇
の
地
域
単
位

(県
)
で
よ
い
と
い
う
。
旧
ソ
連

の
領
土
は

ロ
シ
ア
の
歴
史
的
領
土
で

あ
る
と
し
て
そ
の
回
復
を
主
張
し
て
い
る
が
、
ソ
連
邦

の
よ
う
な
民
族
を
基
盤
と
し
た
連
邦
で
は
な
く
、
単

一
の
ロ
シ
ア
国
家
を
夢
想

し
て
い
る
。
旧
領
土
を
戦
争
で
回
復
す
る
必
要
は
な
く
、
援
助
を
止
め
れ
ば
み
な

ロ
シ
ア
を
頼
り
に
し
て
戻

っ
て
く
る
以
外
に
な
い
だ

ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

外
交
政
策
で
は
中
立
外
交
を
唱
え
、
リ
ビ
ア
や
イ
ラ
ク
の
封
鎖
に
は
参
加
し
な
い
と
い
う
。
南
方
の
ト
ル

コ
、
イ
ラ
ン
、
ア
フ
ガ

ニ

ス
タ
ン
、
カ
フ
カ
ー
ス
、
中
央
ア
ジ
ア
に
注
意
を
集
中
し
、
東
方
の
日
本
、
中
国
と
は
正
常

で
平
静
な
関
係
を
保

つ
。
イ
ン
ド
と
は
友

好
な
関
係
を
作
る
。
イ
ラ
ク
、

シ
リ
ア
、
ア
ラ
ブ
世
界
と
の
関
係
回
復
が
望
ま
し

い
。
東
欧
諸
国
と
の
経
済

・文
化
関
係
を
回
復
す
る
。
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将
来
は
ス
ラ
ブ
国
家
同
盟
の
創
設
の
可
能
性
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
と
は
通
常
の
関
係
を
維
持
す
る
。
ア
メ
リ
カ
は

ロ
シ
ア
の
繁
栄
と
強

国
化
に
利
害
の
な
い
主
要
な
競
争
相
手
で
あ
る
。
外
交
課
題
の
実
現
を
保
証
す
る
宇
宙
開
発

・
軍
事
開
発

に
、
し
か
る
べ
き
注
意
を
払

う
必
要
が
あ
る
。

ロ
シ
ア
領
土
上
お
よ
び
旧
ソ
連
領
土
上
の
ロ
シ
ア
人
の
権
利

の
擁
護
は
当
然
で
あ
り
、
他

国
で
ロ
シ
ア
人
が
二
級
市

パヱ

民
扱
い
さ
れ
て
い
る
の
は
許
せ
な
い

(イ
九
三
-

一
一
ー
三
〇
、
イ
九
三
-

一
二
-
三
、
法
律
新
聞
三
八

・
三
九
、
四
〇
、
四

一
号
)。

「論
拠
と
事
実
」
紙
は
、
各
派
か
ら
立
候
補
し
て
い
る
旧
議
員
九
三
人
の
以
前

の
投
票
行
動
を
分
析
し
、
改
革
に
対
す
る
賛
成
度
を

調
査
し
て
い
る

(九
三
-
四
九
)。
そ
れ
に
よ
る
と
、
改
革
志
向
の
上
位
二
〇
人
中

一
八
人
は
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
派
で
あ
る
。
次

い
で
上

位
に
あ
る
の
は
、
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
連
合
、
民
主
改
革
運
動
、
統

一
・合
意
党
で
あ
る
。
次
い
で
「尊
厳
と
慈
愛
」
、

ロ
シ
ア
女
性
運
動
、

ロ
シ
ア
民
主
党
あ
た
り
が
中
間
に
位
置
す
る
。
市
民
同
盟
は
中
間
よ
り
も
や
や
保
守
派
寄
り
で
あ
る
。
最
後

に
保
守
派
の
農
業
党
、
共

産
党
と
続
く
。
後
に
国
家
院
議
長
に
な
る
ル
イ
プ
キ
ン
氏

(農
業
党
)
は
最
保
守
派
に
位
置
し
て
い
る
。

(1
)

(
2
)

こ
こ

で
は
右
派

は
保

守

派
を

、
左
派

は
改

革
派

を
指

し

て

い
る
が
、
こ

の
よ
う

な
用
例

は
必
ず

し
も

一
般
的

で
は
な

い
。
旧
共
産

主
義

体

制

に
近

い
勢

力

を
左

派
と

呼

ぶ
こ

と
も

あ

る
。

と

こ
ろ

で
現

在

の

ロ
シ
ア

で

は

「
改
革

派
」
と

い
う

言
葉

は

あ
ま

り
用

い
ら

れ
ず
、

彼

ら
は

通
常

民
主

派
、
民
主

主
義

者

を
自
称

し
、
ま
た
他

か

ら
そ
う

呼
ば

れ

て

い
る
。
わ
が

国

で
は
民

主
主
義

の
語

は
プ

ラ

ス
イ

メ

ー
ジ

で
、
だ
れ

も
が

民
主

主
義
者

を
名

乗

り

た
が

る
。

互

い
に

「
真

の
民
主

主
義

者
」
を
競

い
あ

う

こ
と

に
な

る
。

し

か
し

ロ
シ
ア

で
は
保

守
派

や
共
産

派

が
改

革
派

を
批

判
す

る
場

合
、

通
常
彼

ら

を
民

主
主
義

者

と
し

て
批
判

す

る
。

そ

の
際
、

括
弧

を
付

け
た

り
、

「
い
わ
ゆ

る
」
と

い
う
接

頭

辞

を
付

け
る

こ
と
も

な

い
。
改

革
派

は
当

人

に
と

っ
て
も

、
反

対
派

に
と

っ
て
も
民

主
主
義

者

な

の
で
あ

る
。

拙

稿

「
自
由

民
主

党

と
は
何

か
」

(
『社

会
主
義

法

の
う

ご

き
』

六
八
号

、

一
九
九

四
年

)
参

照
。

第
四
章

一
九
九
三
年
の
選
挙
結
果
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(
一
)
選
挙
結
果
の
分
析

一
九
九
三
年

の
議
会
選
挙

の
結
果
の
分
析
は
、
す
で
に
第
二
章
で
行

っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
述
べ
な
か

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
こ
こ
で

補
足
し
た
い
。

ロ
シ
ア
の
有
権
者
総
数
は

一
億
五
二
八
万
四
千
人
で
、
投
票
者
は
五
五
九
八
万
七
千
人
、
投
票
率
は
五
三

・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ

っ

た

(イ
九
三
-

二

丁

一
四
)。
社
会
主
義
時
代
の

「
四

つ
の
九
」、
す
な
わ
ち
九
九

・
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
は
も

ち
ろ
ん
、
西
欧
諸
国
の

一

般

の
選
挙
と
比
べ
て
も
か
な
り
低

い
投
票
率
で
あ

っ
た
。

さ
て
比
例
選
挙
区

の
候
補
者
名
簿

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
者
が
、
小
選
挙
区
や
連
邦
院
選
挙
で
も
立
候
補
し

て
当
選
す
る
と
、
比
例
選

挙
区
の
方
は
次
の
順
位

の
候
補
者
が
繰
り
上
げ
当
選
と
な
る
。
自
由
民
主
党
の
場
合
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
、

ド
ロ
フ
ス
キ
フ
の
二
人
は

パと

小
選
挙
区
で
当
選
し
た
た
め
、
次
順
位
の
二
人
が
繰
り
上
げ
当
選
と
な

っ
た
。
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
連
合
の
比
例
選
挙
区
名
簿
二
位
、
三

位
の
ボ

ル
デ
ィ
レ
フ
、
ル
キ
ン
の
二
人
は
、
連
邦
院
と
小
選
挙
区
で
そ
れ
ぞ
れ
当
選
し
た
。
他

の
選
挙
グ

ル
ー
プ
に
も
同
様
の
例
が
そ

れ
ぞ
れ
若
干
名
あ
る
。

次
に
小
選
挙
区
で
は
ど
う
か
。

チ

ェ
チ

ェ
ン
共
和
国
は
ロ
シ
ア
の
支
配
が
及
ん
で
お
ら
ず
、
選
挙
は
ま

っ
た
く
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
タ

タ
ー
ル
ス
タ
ン
共
和
国
に

は
五

つ
の
選
挙
区
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
う
ち

一
つ
で
は
候
補
者
が

一
人
し
か
い
な

い
た
め
選
挙
が
延
期
さ
れ
、
ま
た
残
る
四
つ
の
選
挙

区
で
は
選
挙
は
実
施
さ
れ
た
が
、
投
票
率
は
ほ
と
ん
ど
ゼ

ロ
で
あ
り
、
選
挙
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
結
局
六

つ
の
選
挙
区
で
議
員
は
選

パヱ

出
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
、
小
選
挙
区
で
選
出
さ
れ
た
議
員
は
二

一
九
人
で
あ

っ
た
。

小
選
挙
区
で
の
候
補
者
総
数
は

一
、
五
七
八
人
で
あ
る
が
、
選
挙
不
成
立
の
六
選
挙
区
を
除
外
す
る
と

一
、
五
六
二
人
と
な
る
。
候

補
者
が
最
も
多
か

っ
た
は
サ
ン
ク
ト

・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
市

の
第
二
〇
七
選
挙
区
で
、
二
〇
人
、
最
少
は
二
人
だ
け
の
選
挙
区
が
六

つ
あ
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っ
た

(選
挙
不
成
立
区
を
除
く
)。
平
均
す
る
と

一
選
挙
区
あ
た
り
七

・
一
人
の
候
補
者
が
い
た
こ
と
に
な

る
。

さ
て
小
選
挙
区

の
場
合
は
、
当
選
者
は
無
所
属
候
補
者
が
多

い
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
政
治
勢
力
が
候
補
者
を
立

て
な
か

っ
た
か
ら

で
は
な
い
。
各
政
党
と
も
か
な
り
多
く
の
候
補
者
を
擁
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
当
選
者
は
少
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
既
述

の
と
お

り
、
小
選
挙
区
で
立
候
補
す
る
た
め
に
は
有
権
者
の

一
パ
ー
セ
ン
ト
の
署
名
が
必
要
で
あ

っ
た
か
ら
、
無
所
属
候
補
も
こ
の
条
件
を
ク

リ
ア
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
泡
沫
候
補
で
は
な
い
。

一
定
の
社
会
的
基
盤
を
も

っ
て
い
る
人
々
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
国
家
院
の
小
選
挙
区
の
選
挙
や
、
連
邦
院
の
選
挙

の
当
選
者
に
無
所
属
の
候
補
者
が
圧
倒
的

に
多

い
こ
と
は
、
ま
だ

ロ

シ
ア
が
政
党
政
治
の
国
に
な

っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
従

っ
て
政
党
別
に
投
票
す
る
比
例
代
表
選
挙
の
条
件
は
整

っ
て
い
な
い
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
比
例
代
表
選
挙
を
行

っ
た
こ
と
の
矛
盾
が
、
自
由
民
主
党

の
躍
進

と
し
て
表
れ
た
の
で
あ
る
。

パユ

表
④
は
、
各
選
挙
団
体
別
の
候
補
者
数
、
当
選
者
数
、
当
選
率
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
選
挙
団
体

に
所
属
し
て
い
る
候
補
者

の
総

数
は
七
三
四
人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
九
〇
人
が
当
選
し
た

(当
選
率

二

丁

三
%
)
の
に
対
し
て
、
無
所
属
候
補
者
は
八
二
八
人
中

一

二
九
人
が
当
選
し
た

(同

一
五
・六
%
)
。
無
所
属
候
補
の
方
が
当
選
率
が
高

い
の
で
あ
る
。
与
党
の

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
は
候
補
者
数

が
最
も
多

い
が
、
そ
れ
で
も
全
選
挙
区

(二
二
五
区
)
の
半
数
に
近

い
一
〇
三
人
の
候
補
者
し
か
擁
立
で
き
な
か
っ
た
し
、
し
か
も
当

選
者
は
わ
ず

か

一
九
人
だ
け
で
あ

っ
た
。
次

い
で
候
補
者
数
が
多
い
の
は
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
連
合
で
、
八
三
人
の
候
補
者
を
擁
立
し
た

が
、
当
選
者
は
わ
ず
か
二
人
で
あ

っ
た
。
な
お

一
つ
の
選
挙
区
に
同

一
政
党
か
ら
二
人
の
候
補
者
が
立

っ
て

い
る
例
も

い
く

つ
か
あ
る
。

こ
れ
は
政
党
の
規
制
力
が
弱

い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
共
産
党
で
さ
え
そ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

地
域
毎
の
得
票
率
な
ど
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
各
政
治
グ

ル
ー
プ
の
地
域
的
勢
力
図
の
よ
う
な
も

の
は
よ
く
分
ら
な
い
が
、

候
補
者
を
立
て
て
い
る
地
域
は

一
応
そ
の
政
治
グ

ル
ー
プ
が
勢
力
を
も

っ
て
い
る
地
域
と
考
え
る
と
、

一
応
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え

る
。

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
は
全
国
む
ら
な
く
候
補
者
を
立
て
て
い
る
が
、

モ
ス
ク
ワ
、
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ

ル
ク
の
よ
う
な
大
都
市
と
、
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ス
ベ
ル
ド
ロ
フ
ス
ク
州
、
チ

ェ
ラ
ビ
ン
ス
ク
州
、
ペ
ル
ミ
州
な
ど
の
ウ
ラ
ル
方
面
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。

モ
ス
ク
ワ
市
で
は

一
五
の
選

挙
区
に
八
人
の
候
補
者
を
立
て
四
人
が
当
選
し
た
。
ウ
ラ
ル
地
方
の
先

の
三
州
で
は
七
人
の
候
補
者
の
う
ち
五
人
が
当
選
し
て
い
る
。

コ
ー
ズ
ィ
レ
フ
外
相
は
ム
ル
マ
ン
ス
ク
州
か
ら
選
出
さ
れ
た
。
比
例
選
挙
区
で
名
簿

の
第
三
位
に
記
載
さ
れ
て
い
る
パ
ン
フ
ィ
ロ
ワ
住

民
社
会
保
護
相
は
、
カ
ル
ー
ガ
州
か
ら
無
所
属
で
当
選
し
て
い
る
。

共
産
党
は
ウ
ラ
ル
よ
り
東
方

に
は
ほ
と
ん
ど
候
補
者
が
お
ら
ず
、
当
選
者
も

い
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
部
の

モ
ス
ク
ワ
以
南
の
地
域
に

候
補
者
も
当
選
者
も
集
中
し
て
い
る
。
タ
ム
ボ
フ
州
、
ペ
ン
ザ
州
、
サ
ラ
ト
フ
州
、
ロ
ス
ト
フ
州
な
ど
で
あ

る
。
モ
ス
ク
ワ
な
ど
大
都

市
で
は
弱
く
、

モ
ス
ク
ワ
市
に
は

一
六
人

の
候
補
者
を
立
て
た
が

一
人
も
当
選
し
て
い
な
い
。

ル
キ
ヤ
ノ
フ
氏
は
タ
ム
ボ
フ
州
か
ら
選

出
さ
れ
た
。
農
業
党
は
全
国

に
候
補
者
が
分
散
し
て
お
り
、
共
産
党
候
補
者
が
当
選
し
て
い
な
い
地
域
で
当

選
者
を
だ
し
て
お
り
、
共

産
党
と
相
補
関
係

に
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

自
由
民
主
党
の
候
補
者
は
各
地
に
分
散
し
て
い
る
が
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
部
が
多

い
。
ロ
シ
ア
内
部
の
共
和
国

、
自
治
区
な
ど
に
は
候
補

者
は
少
な

い
。
こ
の
党
が

ロ
シ
ア
人
中
心
主
義
を
と
っ
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
モ
ス
ク
ワ
市
に
は

一
三
人
の
候
補
者
を
立
て

た
が
、
当
選
者
は
い
な
い
。
党
首

の
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
、
モ
ス
ク
ワ
州

(市
外
)
の
選
挙
区
で
当
選
し
た
。

ロ
シ
ア
統

一
・
合
意
党
は
連
邦
構
成
主
体
や
地
方
と
の
関
係
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
も
あ

っ
て
、
他
党

に
比
べ
る
と
民
族
構
成
体
の

選
挙
区
に
候
補
者
が
多
い
。

シ
ャ
フ
ラ
イ
党
首
は
南
部

ロ
シ
ア
、
北

コ
ー
カ
サ
ス
な
ど
で
人
気
が
高

い
と
い
う

(ノ
ー
ボ
エ
・ブ
レ
ー
ミ

ャ
九
三
-
四
八
-
六
)。
得
票
率
も
、
カ
バ
ル
ジ
ノ
・
バ
ル
カ
ル

(三
四
パ
ー
セ
ン
ト
)、
ト
ゥ
ワ

(三
七
・
七
パ

ー
セ
ン
ト
)
、
ゴ
ル
ノ
・

ア
ル
タ
イ

(二
四

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
)
な
ど
の
民
族
共
和
国
で
高
か

っ
た

(独
立
九
三
-

一
二
ー

一
八
)。

ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
連
合
の
候
補
者
は
各
地
に
分
散
し
て
お
り
、
目
立

っ
た
特
徴
は
な
い
。
比
例
選
挙
区

の
名
簿
の
三
位
に
あ
る
ル
キ

ン
氏
は
、
・モ
ス
ク
ワ
州

(市
外
)
か
ら
無
所
属
で
当
選
し
て
い
る
。
民
主
党
や
市
民
同
盟
の
候
補
者
も
全
国

に
分
散
し
て
お
り
、
特
別

の
傾
向
は
窺
え
な
い
。
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モ
ス
ク
ワ
市
は

一
五
の
選
挙
区
に
分
れ
て
い
た
が
、
当
選
者
は
、
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
四
人
、
民
主

ロ
シ
Z

二
人
、
経
済
自
由
党

一
人
、

「尊
厳
と
慈
愛
」

一
人
、

ロ
シ
ア
民
主
改
革
運
動

一
人
、
無
所
属
六
人

(「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
と
民
主

ロ
シ
ア

の
ダ
ブ
リ
が

一
人
)
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
経
済
自
由
党
の
ハ
カ
マ
ダ
女
史
の
当
選
し
た
第

一
九
四
選
挙
区
を
み
る
と
、
同
女
史
の
ほ
か
、
共
産
党

(
モ
ス
ク
ワ
大

学
助
教
授
)、

ロ
シ
ア
民
主
改
革
運
動

(政
治
・国
際
関
係
研
究
所
長
)、
農
業
党

(
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
支
配
人
)
、
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
連
合

(青
年
革
新

セ
ン
タ
ー
代
表
)
、
「
ロ
シ
ア
に
未
来
を
」

(市
政
府
課
長
)
、
無
所
属
四
人

(株
式
会
社
社
長
、

銀
行
頭
取
、
キ
リ
ス
ト
教

民
主
同
盟
総
裁
、
法
律
顧
問
)
の
合
計

一
〇
人
が
立
候
補
し
て
い
た
。

次
に
連
邦
院
の
選
挙
は
ど
う
か
。
連
邦
院
議
員
は
各
連
邦
構
成
主
体

(八
九
)
か
ら
二
人
ず

つ
選
出
さ
れ
る

(合
計

一
七
八
人
)。
チ

ェ
チ

ェ
ン
共
和
国

で
は
選
挙
は
行
わ
れ
な
か

っ
た
し
、
タ
タ
ー
ル
ス
タ
ン
共
和
国
で
は
候
補
者
が

一
人
、
チ

ェ
ラ
ビ
ン
ス
ク
州
で
は
二

人

(三
人
以
上
必
要
)
で
、

い
ず
れ
も
選
挙
が
成
立
し
な
か
っ
た
。
候
補
者
は
全
部
で
四
九
四
人
い
た
が
、
不
成
立
区
を
除
け
ば
四
九

一
人
で
あ

っ
た
。

一
選
挙
区
の
平
均
候
補
者
数
は
五

・
四
人
で
あ
り
、
こ
の
中
か
ら
二
人
選
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
候
補
者
数
が
最
大

な
の
は
北
オ
セ
チ
ア
共
和
国
で

一
四
人
が
立
候
補
し
て
い
た
。

既
述
の
と
お
り
、
連
邦
院
議
員
は
ほ
と
ん
ど
が
無
所
属
で
あ
る
。
ま
た
立
候
補
者

の
リ
ス
ト
に
は
そ
の
所
属
党
派
が
書
い
て
な
い
(当

選
者

の
所
属

の
み
分
か
る
)。
し
た
が

っ
て
こ
こ
で
は
党
派
別
の
統
計
は
意
味
が
な

い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
候
補
者
の
社
会
層
別
に
当

選
率
を
比
較
し
て
み
た
。
そ
れ
が
表
⑤
で
あ
る
。

こ
れ
を
み
る
と
地
方

の
行
政

・
立
法
機
関
の
長

の
当
選
率
が
際
だ

っ
て
高

い
。
共
和
国
の
大
統
領
や
首
相

は

一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近

い
し
、
道

・
州
レ
ベ
ル
の
行
政
長
官
も
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
。
地
方
議
会
の
議
長
の
当
選
率
も
高
い
が
、
行
政
機
関
の
長
ほ
ど

で
は
な

い
。
法
律
家

・
医
師
な
ど
の
イ
ン
テ
リ
も
善
戦
し
て
い
る
が
、
絶
対
数
は
少
な
い
。
新
旧
の
企
業
幹
部
は
苦
戦
し
て
お
り
、
労

働
者

・
農
民
は
候
補
者
が
少
な

い
う
え
当
選
者
も
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
無
職
者
は
比
較
的
善
戦
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は

九
三
年
秋

の
政
変
で
失
職
し
た
大
物
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る

(ト
レ
ー

エ
フ
前
ケ
メ

ロ
ボ
州
議
会
議
長
、

ゴ
ン
チ
ャ
ル
前
モ
ス
ク
ワ
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市
議
会
議
長
な
ど
)。

中
央
官
僚
は

一
般

に
苦
戦
し
て
い
る
。
当
時
の
シ
ュ
メ
イ

コ
第

一
副
首
相
、
.
フ
ル
ィ
ス
ト
ゥ
ン
農
業
相
、

シ
ャ
フ
ラ
ニ
ッ
ク
燃
料

・

エ
ネ
ル
ギ
ー
相
は
当
選
し
た
が
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
側
近
の
ニ
コ
ラ
イ

・
メ
ド
ベ
ー
ジ

ェ
フ
地
方
問
題
管
理
局
長

(モ
ル
ド
ビ
ア
共
和
国
)、

べ

・
ボ
ル
コ
フ
大
統
領
府
副
長
官

(ム
ル
マ
ン
ス
ク
州
)
、
ク
ラ
サ
フ
チ

ェ
ン
コ
大
統
領
官
房
副
長
官

(モ
ス
ク
ワ
市
)
は
落
選
し
た
。

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
が
地
方

に
派
遣
し
て
い
る

「代
官
」
も
、
二

一
人
の
候
補
者
中
四
人
し
か
当
選
し
て
い
な
い
。

連
邦
院
議
員
は

一
七

一
人
中
四
四
人
が
前
人
民
代
議
員
で
あ
り
、
前
職
が
強
い

(と
い
っ
て
も
議
会

の
制

度
が
大
幅

に
変
化
し
て
い

る
が
)
。
候
補
者
中
前
代
議
員
は
七
二
人
い
た
か
ら
、
そ
の
当
選
率
は
六

丁

一
パ
ー
セ
ン
ト
で
か
な
り
高

い
。
そ
の
内
訳
は
表
⑥

の
と

お
り
で
あ
る
。
全
般
的
に
当
選
率
が
高

い
な
か
に
あ

っ
て
、
中
央
官
僚
だ
け
が
目
立

っ
て
苦
戦
し
て
い
る
。
落
選
し
て
い
る
の
は

エ
ソ

ツ
ィ
ン
大
統
領
が
地
方
に
派
遣
し
た

「代
官
」
や
、
先
に
紹
介
し
た
中
央
官
僚
な
ど
で
あ
る
。
地
方
で
は
中
央
官
僚
は
敬
遠
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

パゑ

さ
て
次
に
、
選
挙
団
体

に
対
す
る
選
挙
前

の
人
民
の
支
持
率
と
選
挙
の
結
果
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
表
⑦

は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

選
挙
の
最
終
結
果
は
な
ぜ
か
新
聞
に
発
表
さ
れ
て
お
ら
ず
、

一
二
月

一
六
日
発
表

の
中
間
段
階
の
も
の
を
使

っ
て
い
る
。
こ
れ
で
み
る

と
事
前
の
世
論
調
査
と
選
挙
結
果
に
は
か
な
り
の
差
が
あ
る
が
、

一
二
月
二
～
七
日
の
調
査
は
比
較
的
選
挙
結
果
に
近
い
。
こ
れ
を
比

べ
て
み
る
と
、
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
の
支
持
が
選
挙
運
動

の
経
過
と
と
も
に
低
落
し
、
自
由
民
主
党
や
共
産
党

の
支
持
が
上
昇
し
て
い
っ

た
こ
と
が
分
る
。

一
一
月

一
〇
日
に
独
立
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
選
挙
予
想
で
は
、
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
を
中
心
と
し
た
改
革
派

が
三
〇
～
三
三
パ
ー
セ
ン

ト
、
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
連
合
、
統

一
・
合
意
党
、
民
主
改
革
運
動
、

ロ
シ
ア
民
主
党
、
市
民
連
合

の
穏
健
反
対
派
が
三
三
～
三
六
パ
ー

セ
ン
ト
、
共
産
党
、

ロ
シ
ア
全
人
民
同
盟
な
ど
の
保
守
派
が

一
五
～

二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な

っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
自
由
民
主
党
は
念

頭
に
お
か
れ
て
い
な

い
。
し
か
し

一
二
月

一
日
の
ロ
シ
ア
新
聞
は
、
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
の
支
持
率
が

一
四
・七

パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下
し
、
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共
産
党
が
第

一
党
で

一
七

・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
第
三
位
の
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
連
合
が
八

.
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
な

っ
た
と
し
、
自
由
民
主

党
は
八
～
九
パ
ー
セ
ン
ト
な
が
ら
、
こ
の
二
週
間
で
支
持
率
が
五
倍
以
上
に
増
え
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
自
由
民
主
党
は
選
挙
直
前

に
支
持
率
が
急
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
党
首
は
、
選
挙
運
動
期
間
が
も

っ
と
長
け
れ
ば
七
割

の
住
民
が
自
由
民
主
党

を
支
持
し
た
だ
ろ
う
と
豪
語
し
て
い
る
が
、
七
割
は
誇
張
が
過
ぎ
る
と
し
て
も
、
そ
の
勢

い
は
大
変
な
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
選
挙
予

想
が
当
ら
な
か
っ
た
原
因
の

一
つ
と
し
て
、
調
査
対
象
が
大
都
市

に
偏
り
す
ぎ
て
い
る
こ
と
、
軍
隊
内
部
の
調
査
が
な
さ
れ
て
い
な

い

こ
と
な
ど
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

(M
N
九
三
-

一
二
i

一
七
)。

選
挙

の
世
論
調
査
と
と
も
に
、
有
力
政
治
家

へ
の
信
任
に
関
す
る
調
査
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
合
わ
せ
て

こ
こ
で
み
て
お
き
た
い
。

表
⑧
が
そ
れ
で
あ
る
。
最
新
の
調
査

(E
欄
)
で
は
、
大
統
領
候
補
と
し
て

エ
リ
ツ
ィ
ン
氏
が
な
お
第

一
位

を
維
持
し
て
い
る
が
、
そ

の
支
持
率
は
低
く
、
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
氏
、
次
い
で
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
が
追
い
上
げ

て
い
る
。

ま
た
表
⑨
は
、
独
立
新
聞
紙
が
発
表
し
て
い
る
有
力
政
治
家

一
〇
〇
人
の
リ
ス
ト
の
上
位

二
五
人
の
最
近

の
変
化
を
示
す
も
の
で
あ

ハゑる
。
こ
れ
は
政
治
学
者

・
評
論
家
が

「
政
治
家
と
し
て
の
影
響
力
の
度
合
」
を
点
数
化
し
、
順
位
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
だ
い
た
い

月

一
回
公
表
さ
れ
て
い
る
。
G
は
旧
最
高
会
議
と
大
統
領
が
対
立
し
て
い
た
時
期
、
E
、
F
は
大
統
領
に
よ

る
議
会
解
散
後
で
あ
る
。

最
近
は
チ

ェ
ル
ノ
ム
イ
ル
ジ
ン
首
相
が

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
を
抜
い
て
第

一
位

に
な

っ
て
い
る
。
ル
イ
プ
キ

ン
下
院
議
長
が
急
上
昇
し
、

ガ
イ
ダ

ル
氏
、

シ
ャ
フ
ラ
イ
氏
、
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
氏
の
改
革
派
の
三
代
表
が
や
や
低
落
し
た
。
ジ
リ
ノ
フ

ス
キ
ー
氏
は
、

一
〇
〇
番

外
か
ら
選
挙
後

一
挙
に
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領

に
次

い
で
二
位
に
浮
上
し
た
が
、
そ

の
後
や
や
評
価
を
下
げ
た
。
選
挙
直
後

の
時
期
の
衝

撃
の
激
し
さ
を
物
語

っ
て
い
る
。
な
お
G
の
段
階
で
は

ハ
ズ
ブ
ラ
ー
ト
フ
氏
が
三
位
、
ル
ツ

コ
イ
氏
は
四
位

だ

っ
た
。
表

に
は
表
れ
て

い
な

い
が
、
ル
ツ
コ
イ
氏
は
、
A
欄
の
三
〇
位
に
復
活
し
て
き
て
い
る
。

(1
)

小

選
挙
区

で
の
ジ

リ
ノ

フ

ス
キ
ー
氏

の
当

選

に
は
疑

義

が
だ

さ
れ
、
裁
判

に
な

っ
た
。
こ
れ

は
同
じ

選
挙
区

の
他

の
候

補
者

(
ノ
ビ

コ
フ
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(
2
)

(3
)

氏
)
が
訴
え

た
も

の

で
あ
る
。
同

氏

は
、
そ

の
職
業

や
所
属

が
誤

っ
て
報

じ
ら

れ
た

と

か
、
中

央
選

挙
委

員
会

が
選

挙

の
成

立

を
通
知

す

る

前

に
投
票
結

果

の
記
録

に
署
名

が

さ

れ
た

と

い

っ
た
斗

ス
を

列
挙

し
、

選
挙

を
無

効

と
主
張

し

た
の

で
あ

る

(イ

九

四
ー

二
-

一
八
)
。
第

一
審

の
市

人
民
裁

判
所

は
訴

え
を

認

め

て
選
挙

を

無
効

と
し

た
。
し

か
し
第

二
審

の
モ

ス
ク

ワ
州

裁
判

所

は
、
九

四
年

三
月

一
八
日

、
選
挙

の
有

効

・
無

効

の
決
定

は
中

央
選

挙
委

員
会

の
権

限

で
あ

る
と
し

て
原

判
決

を
破

棄

し
た

(独
立

九

四
-

三
ー

一
九
)
。

ま

た
自

由

民
主
党

は

同
党

の
ナ

ン
バ

ー
ツ
ー

と

い
わ
れ

て

い
た

コ
ベ

レ
フ
氏

を
除
名

し
、
そ

の
議
員

資
格

の
喪

失

を
主
張

し

た
。
し

か
し

こ

の
よ
う
な

場
合

の

問

題

の
処
理
方

法
が

法
的

に
定

め
ら

れ

て
お
ら
ず

、
難

問

を
残

し
た

ま
ま

に
な

っ
て

い
る

(独

立
九

四
ー

二
-

一
七

)
。

そ

の
後
タ

タ
ー

ル

ス
タ

ン
と

ロ
シ
ア

の
間

で
両

者

の
関
係

を

め
ぐ

る
協

定
が
結

ば

れ

た
た
め
、
九

四
年

三
月

二
二
日

に

ロ
シ
ア
議

会
議

員

の
再
選

挙
が
実

施

さ
れ

た
。
前

回

の
選
挙

の
際

は
意

識
的

に
サ
ボ

タ
ー
ジ

ュ
が

行

わ
れ

た
た

め
、
投

票
率

は
○

・
一
〇
～

O

・
〇

ニ
パ

]

セ

ン
ト

と

い
う
状

態

で
あ

っ
た

が
、
今

回

は
九
〇
～

九

五

パ
ー

セ

ン
ト

の
高

い
投

票
率

と

な

っ
た
。
当

選

し
た

の
は
、

連
邦

院

(
二
議
席

)
は

タ
タ

ー

ル
ス
タ

ン
大

統
領

の
シ

ャ
イ

ミ

エ
フ
氏

と
同

最
高

会
議

議
長

の
ム

ハ
メ
ト

シ

ン
氏

で
あ

る
。
二
人

と
も

タ
タ

ー
ル
人

で
無
党

派

で
あ

る
。
連

邦
院

は
地
方

の
執

行
権

と
立

法
権

の
長

が
選

出

さ
れ

る
例
が

多

い
が
、
こ
こ
も

そ
う

な

っ
た
。
国

家
院

は
五

つ
の
小
選
挙

区

で
投
票

が
行

わ
れ
、
共
和
党

員

一
人
、
無
党

派

四
人

が
当
選

し

た
。
三
人

は

ロ
シ

ア
人
、
二
人

は
タ

タ

ー

ル
人

で
あ

る
。
職

業

は
市
議
会

議
長

、
新

聞

評

論
員
、

私
企

業
長

、
児
童

施

設
長

、
共
和

国

最
高

会
議

議
員

で
あ

る

(
ロ
新

聞
九

四
-

三
⊥

三

)
。
中

央
選

挙
委

員
会

は
、

チ

ェ
チ

ェ
ン
共
和

国

に

つ
い
て
も
三

月

一
三

日

に
選

挙
を

実
施

す

る
よ
う

決
定

し

た
が
、
未
だ
実

施

さ

れ
て

い
な

い
(
ロ
新

聞

九
四
-

一
-

一
〇

)
。

な

お
こ
の
表

に
は
次

の
よ
う

な
註
釈

が
必

要

で
あ

る
。
小

選
挙

区

の
候
補

者
名

簿

は
九

三
年

一
一
月

三
〇

日

に
公
表

さ

れ
た
が
、
そ

れ
と

一
二
月

二
八
日

に
発
表

さ

れ
た
当

選
者

の
リ

ス
ト

で
は
、
所

属
政
党

が

か

な
り
変

化

し

て

い
る
。
当
選
者

二

一
九

人

の
う

ち
実

に
六
〇
人

が

変

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。
こ
れ

ら
は

選
挙
運

動
期

間
中

に
変

っ
た

の
で
あ

る
が
、
表

で
は
変

っ
た
後

の
所

属

で
計

算

し

て

い
る
。
と

こ
ろ
が

落

選
者

に

つ
い

て
は
所
属
替

え

が
あ

っ
て
も
分

ら
な

い

(当

選
者

の
リ

ス
ト
し

か
公
表

さ

れ

て

い
な

い
)
た
め
、

こ
の
表

は
不
正
確

と
な
る

(
当
初

の
所
属

で

一
貫
す

べ
き

で
あ

っ
た
か
も

し

れ
な

い
)
。
民
主

ロ
シ
ア
や
諸

派

が
当
選

率

一
〇
〇

パ

ー

セ
ン
ト

で
あ

る

の
も

そ

の
た

め
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(
4
)

(
5
)

で
あ

る
。
つ
ま
り

こ
れ
ら

の
候
補

者

は
当
初

の
リ

ス
ト

で
は
ゼ

ロ
で
あ
り
、
彼

ら
は
無

所
属

候
補

で
あ

っ
た
り
、
他

の
政
党

に
所
属

し

て

い

た

の
で
あ

る
。
当
選
後

は
じ
め

て
新

し

い
所
属

が
明

記

さ
れ

た
が
、
筆

者

の
集
計

で
は
候
補

者

リ

ス
ト
を
新

所

属

に
書

き
替

え
た

た
め
、
こ

れ
ら

の
グ

ル
ー
プ

は

一
〇
〇

パ
ー

セ

ン
ト
と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
し
ま

っ
た

の

で
あ

る
。

地
方

の
事
前

の
世
論

調
査

と
し

て

は
、
独

立

九
三
-

一
一
-

二
五
、
イ

九

三
-

一
〇
1

一
九

、
イ
九

三
-

一
一
i
九
、
イ
九

三
-

一
一
-

二

五
な
ど

が
あ

る
。
一
二
月

二
～

七
日

の
議
会

制
度

独

立
社
会

学
研

究
所

の
世

論
調

査

で
は
、
そ

の
他

次

の
よ
う
な

項
目

の
調

査

を
行

っ
て

い
る
。
現
在

の
生
活

に
満

足
し

て

い
る

の
は

二
〇

パ
ー

セ

ン
ト
、
不
満

が
七

五

パ
ー

セ

ン
ト
で
あ

っ
た
。
住

民

が
求

め

る
も

の
は
、

「高

い

生
活

水
準

」
七

三
パ

ー
セ

ン
ト
、
社

会
秩

序

六
七

パ

ー
セ

ン
ト

で
こ

の
二

つ
が
高

い
。
自

由
や

民
主

主
義

は
あ

ま

り
評
価

さ

れ
な

い
よ

う

で
、

「
重
要

な
政
治
決

定

へ
の
参

加
」

は
四

パ
ー

セ

ン
ト
、

「グ

ラ
ー

ス
ノ

ス
チ
、
言

論

の
自
由

」
は

一
ニ

パ
ー

セ

ン
ト

に
す
ぎ

な

か

っ
た

(
イ

九

三
-

一
二
ー

一
五

)
。

こ
の
政
治
家

の
ラ

ン
ク
表

は
九

三
年

一
月

よ
り
独

立
新

聞
紙

に
掲

載

さ
れ

て

い
る
。
九

三
年

一
月
～

七
月

の
ラ

ン
ク
に

つ
い
て
は
別

に
紹

介

し

た

こ
と
が
あ

る
。

『
社
会
主

義

法

の
う
ご

き
』

六

四
号

(九
三
年

九

月
)
参

照
。

(
二
)
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
現
象

(
そ
の
勝
因
)

今
回
の
選
挙
で
は
、
比
例
代
表
区

に
お
い
て
自
由
民
主
党
が
飛
躍
的
に
躍
進
し
た
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー

党
首
は
三
〇
パ
ー
セ
ン
.ト
の
得
票
を
予
測
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
約
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ

っ
た
か
ら
ほ
ぼ
目
標
を
達
成
し
た
と
い

っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
既
述
の
よ
う

に
、
こ
れ
は
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
個
人
に
対
す
る
人
気
の
高
さ
で
獲
得
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、

別
の
顔
を
も
つ
候
補
者
の
立

つ
小
選
挙
区
で
は
こ
の
党
は
敗
北
し
た
。

一
般
に
比
例
代
表
制
は
小
党
分
立
を
招
く
と
い
わ
れ
る
が
、
他

方
で
カ
リ
ス
マ
的
な
指
導
者
が
存
在
す
れ
ば

一
人
で
圧
倒
的
な
票
を
獲
得
す
る
と
い
う
効
果
も
も
ち
う
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
。

自
由
民
主
党
の
躍
進
は
、
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
の
後
退
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
の
敗

北
は
、
基
本
的

に
は
経
済
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困
難
を
招
い
た
従
来
の
改
革
路
線
が
支
持
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
戦
術
的
に
も
問
題
は
あ

っ
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
筆
者
が

み
る
限
り
で
も

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
派
の
運
動
に
は
、
人
民
に
訴
え
る
も
の
が
乏
し
か
っ
た
。
権
力
を
握

っ
て
い
る
グ

ル
ー
プ
で
あ
る

か
ら
受
け
身
の
選
挙

に
な
る
の
は
止
む
を
得
な
い
点
も
あ
り
、
し
か
も
不
人
気
な
政
策
を
敢
え
て
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
苦

し
い
選
挙
に
な
る
の
は
不
可
避
で
あ

っ
た
。
し
か
も
選
挙
の
際
の
訴
え
は
散
漫
で
強
力
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
も
の
が
な
か

っ
た
。

旧
議
会
が
廃
止
さ
れ
た
有
利
な
権
力
関
係
の
下
で
、
油
断
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
派
の
運
動
は
、
プ

ロ
フ
ェ

シ
ョ
ナ
ル
な
選
挙

で
は
な
か

っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
ロ
新
聞
九
四
-

一
-
六
)。

九
三
年
四
月
の
人
民
投
票
で
は
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
だ
け
で
な
く
、
政
府
の
社
会

・
経
済
政
策
ま
で

一
応
信
任
さ
れ
た
。
こ
れ
は

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
の
個
人
的
な
人
気

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ

っ
た
ろ
う
。
改
革
派
の
誤
り
は
、
こ
の
人
民
投
票
で
の
エ
リ
ツ
ィ
ン

大
統
領
の
勝
利
を
即
改
革
派
の
勝
利
と
勘
違
い
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る

(独
立
九
三
-

一
二
-

一
四
)。

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領

に
近
い
ブ

ル
ブ
リ
ス
氏
な
ど
は
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
が

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
を
積
極
的
に
支
援
し
な
か
っ
た

こ
と
が
重
要
な
敗
因
と
分
析
し
た
(独
立
九
三
-

一
二
ー

一
七
)。
こ
れ
は

一
面
当

っ
て
い
よ
う
。
大
統
領
に
な
お
残
る
権
威
を
借
り
れ
ば
、

改
革
派
は
も

っ
と
善
戦
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
回
の
議
会
選
挙
で
は
、
大
統
領
は
超
然
と
し
た
態
度

を
と
り
、
特
定
の
政
党
に

コ
ミ
ッ
ト
し
な
か

っ
た
。
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
、
選
挙
直
前
の
人
民

へ
の
ア
ピ
ー
ル
で
も
、
「憎
悪
で
は
な
く
巨
大
な
国
家
責
任

に
つ

い
て
の
理
解
」を
も

つ
者
、
「闘
争
、
敵
対
、
利
益
を
求
め
る
の
で
は
な
く

ロ
シ
ア
の
困
難
で
必
要
な
仕
事
を
す
る
気
の
あ
る
者
」、
「言

葉
や
甘

い
約
束

で
は
な
く
実
務

の
で
き
る
者
」
に
投
票
す
る
よ
う
、

一
般
的
な
か
た
ち
で
呼
び
か
け
て
い
る
だ
け
で
あ
る

(イ
九
三
-

一

二
-

一
〇
)。
い
ず
れ
に
し
て
も
大
統
領
与
党
が
単
独
で
議
会
の
多
数
を
制
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
選
挙
後

の
合
従
連
衡
を
睨

ん
で
、
自
由
な
行
動
の
余
地
を
残
し
て
お
く
の
が
大
統
領

の
い
つ
も
の
戦
術
で
あ

っ
た
。

政
治
学
者

で
大
統
領
評
議
会
委
員
の
サ
タ
ロ
フ
氏
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
住
民
の
四
〇
～
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
多
数
派
は
、
「社

会
的
保
守
主
義
」
と
で
も
名
付
け
る
べ
き
層
だ
と
い
う
。

こ
の
層
は
、
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
平
等
志
向
、
国
家

に
よ
る
保
護
政
策

へ
の
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期
待
、
新
し
い
生
活
条
件

へ
の
適
応
能
力
の
欠
如
と
い
っ
た
特
徴
を
も

つ
と
い
う
。
こ
れ
は
社
会
主
義
下
に
お
け
る

一
般
庶
民
の
姿
で

も
あ

っ
た
。
こ
の
層
以
外
は
改
革
派
と
改
革
反
対
派
で
あ
る
。
九

一
年
の
大
統
領
選
挙
や
九
三
年
四
月
の
人

民
投
票
で
は
、
こ
の
社
会

的
保
守
派
は
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
を
支
持
し
た
と
い
う
。
彼
ら
は
強
力
な
指
導
者
に
よ
る
保
護
を
求
め
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
今
回

の
選
挙
で
は
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
表
面
に
立
た
な
か
っ
た
。
改
革
派
に
は
彼
に
代
る
よ
う
な
カ
リ
ス
マ
は

い
な
か
っ
た
。
こ
の
層
の

票
を
改
革
派
は
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
同
氏
は
、
今
回
は
新
憲
法
制
定
の
人
民
投
票
が
同
時
に
行
わ
れ
た

か
ら
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
与
党
支
持
者
以
外

の
市
民
の
新
憲
法
草
案

へ
の
支
持
を
と
り
つ
け
る
た
め
に
も
、
特
定
政
党

に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
わ

け
に
は
い
か
な
か
っ
た
と
し
て
、
大
統
領
の
対
応
を
支
持
し
て
い
る

(ロ
通
報
九
三
-

一
二
-
二
五
)。

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
を
は
じ
め
と
す
る
改
革
派
の
不
振

の
原
因
を
、
改
革
派
の
分
裂

に
求
め
る
見
解
も
多

い
(イ
九
三
-

一
二
ー

一
七
)。

ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
氏
や
シ
ャ
フ
ラ
イ
氏
な
ど
本
来

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
に
結
集
す
べ
き
人
物
が
、
自
己
の
野

心
を
満
た
す
た
め
に
敢
え

て
独
立
し
て

一
派
を
構
え
た
こ
と
が
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
も
異
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。
本
来
改
革
派
は

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
程
度
の
得
票
し
か
見
込
め
な
い
の
に
、
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
氏
や
シ
ャ
フ
ラ
イ
氏
が
半
野
党

の
立
場
を
と
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
改
革
派
の
裾
野
を
拡
げ

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
説
で
あ
る
(独
立
九
三
-

一
二
-
二
八
)。
比
例
代
表
制
に
つ
い
て
は
そ
の
よ

う
な
こ
と
も
言
え
る
が
、
小
選
挙
区
で
は
や
は
り
改
革
派
の
分
裂
が
そ
の
力
を
弱
め
た
こ
と
は
否
め
な

い
。

選
挙
運
動
中
も
改
革
派
の

協
力

の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
実
を
結
ば
な
か
っ
た
(イ
九
三
-

一
二
ー
二
七
)。
唯

一
改
革
派

の
選
挙
協
力
が
成
立
し
た

の
は
モ
ス
ク
ワ
市
内

の
第
二
〇

一
選
挙
区
で
、
候
補
者
を
民
主
改
革
運
動
の
ブ
ラ
ギ
ン
ス
キ
ー
氏

一
人
に
絞

り
、
同
氏
は
当
選
を
果
し

た

(ロ
新
聞
九
四
-

一
-
六
)。

ま
た
改
革
派
内

の
反
主
流
派
と
い
う

べ
き
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
派
や
シ
ャ
フ
ラ
イ
派
が
、
現
在

の
改
革
に
対

す
る
有
効
な
対
案
を
だ
せ

な
か

っ
た
こ
と
も
、
改
革
派
全
体
の
支
持
を
失
わ
せ
る
結
果
に
な

っ
た
と
い
う
(独
立
九
三
ー

一
二
⊥

三

)。
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
氏
は
そ

の
政
策
を
明
確
に
で
き
ず
、
「何
を
な
す
べ
き
か
は
分

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
私
が
当
選
し
た
場
合
に
の
み
語
ろ
う
」
と
言

っ
た
と
い
う
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(ノ
ー
ボ
エ
・
ブ
レ
ー
ミ
ャ
九
三
-
四
九
i
五
)。

ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
i
氏
が
成
功
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
最
も

一
般
的
な
説
明
は
、
経
済
的
困
難
な
ど
の
現
状

に
対
す
る
不
満
の
票
が
現

政
権

の
最
も
過
激
な
批
判
者
で
あ
る
同
氏
に
集
ま

っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
た
だ
現
在

の
政
府
当

局
者
に
思

い
知
ら
せ
た
い

と
い
う
だ
け
の
理
由
で
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
に
投
票
し
た
者
は
多
か

っ
た
と
い
う
(イ
九
三
-

一
二
-

一
五
)。
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
自

由
民
主
党

へ
の
票
は
、
こ
の
党

へ
の
積
極
的
な
支
持
を
意
味
し
て
い
な

い
と
い
う
理
由

で
、

つ
ま
り
民
衆
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
支
持
し
た

わ
け
で
は
な
い
と

い
う
文
脈
で
、
人
々
の
心
理
を
安
心
さ
せ
る
た
め
に
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る

(独
立
九
三
-

一
二
⊥

三

)。
「敵
の
敵
は

味
方
」
と
い
う
論
理
で
、
改
革
批
判
票
が
流
れ
た
だ
け
だ
と
い
う
の
で
あ
る

(ノ
ー
ボ

エ
・
ブ
レ
ー
ミ
ャ
九
三
-

一
二
-

一
七
)。

政
治
学
者
キ
ー
ワ
氏
は
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
に
投
票
し
た
民
衆
は
そ
の
国
家
社
会
主
義
的
イ
デ
オ

ロ
ギ

ー
を
信
じ
た
か
ら
で
は
な

く
、
現
状

に
不
満
で
他

の
だ
れ
も
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
か
ら
だ
と
し
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
に
は
積
極
的
な
綱
領
は
な
く
、

し
た
が

っ
て
彼
ら
に
未
来
は
な

い
と
語

っ
て
い
る

(イ
九
三
ー

一
二
-
六
)。
し
か
し
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、

一
般

に
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、

つ
ま
り
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
政
策
は
も
た
な
く
て
も
、
社
会

一
般
の
不
満
や
不
安
を
利
用
し

つ
つ
社
会

に
根
を
張

っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

共
産
党

に
近

い
立
場
か
ら
も
、
同
様

の
評
価
が
あ
る
。
ス
ラ
ー
ビ
ン
氏
は
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
の
成
功

の
最
大
の
原
因
は
、
現
政

権
の
シ
ョ
ッ
ク
療
法
的
な
経
済
改
革

の
失
敗
に
あ
る
と
い
う
。
失
業
者
の
増
大
や
民
衆
の
ル
ン
ペ
ン
化
、
普
遍
的
な
絶
望
感
が
、
民
衆

を
自
由
民
主
党

へ
の
向
わ
せ
た
と
い
う
。
そ
の
場
合
、
「民
主
主
義
者

〔改
革
派
〕
は
も
は
や
信
じ
ら
れ
な

い
が
、
共
産
主
義
者
も
ま
だ

信
じ
ら
れ
な
い
」
人
民
が
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
を
支
持
し
た
の
だ
と
い
う

(プ
ラ
ウ
ダ
九
三
-

二

丁

一
六
)
。
そ
の
う
ち
共
産
主
義
者

は
信
頼
を
得
る
と
い
い
た
い
よ
う
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
共
産
主
義
者
は
も
ち
ろ
ん
、
改
革
派
も
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う

の
が
民
衆
の

気
持
な
の
で
あ
ろ
う
。
キ
ー
ワ
氏
な
ど
は
、
改
革

へ
の
反
対
が
自
由
民
主
党

へ
の
支
持
と

い
う
か
た
ち
で
表

現
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の

は
、
共
産
主
義

の
復
活
は
あ
り
な

い
こ
と
の
証
拠
だ
と
評
価
し
て
い
る

(
ロ
新
聞
九
四
f

一
-
五
V。
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非
共
産
党
系
の
反
改
革
派

(中
間
派
や
反
動
派
)
の
受
け
皿
の
欠
如
が
自
由
民
主
党

の
躍
進
を
も
た
ら
し

た
と
い
う
説
明
も
あ
る

(
ロ

通
報
九
三
-

二

丁

二
五
、
独
立
九
三
-

一
二
i

一
八
)。
こ
れ
ま
で
ロ
シ
ア
の
政
界
地
図
を
構
成
し
て
き
た
各
派

の
う
ち
、
九
三
年
九
月
～

一

〇
月
の
政
変

(旧
議
会
の
崩
壊
)
で
最
も
打
撃
を
受
け
た

の
は
中
問
派
と
反
動
派

で
あ

っ
た
。
旧
議
会
を
死
守
し
よ
う
と
し
た
ル
ツ

コ

イ
元
副
大
統
領
や

ハ
ズ
ブ
ラ
ー
ト
フ
旧
最
高
会
議
議
長
は
中
間
派
で
あ

っ
た
し
、
反
動
派
も
議
会
に
立
て
籠

っ
た
。
反
動
派
と
と
も
に

保
守
派

(救
国
戦
線
)
を
構
成
し
て
い
た
共
産
主
義
者
は
、
武
装
闘
争
に
は
反
対
し
て
勢
力
を
温
存
し
た
。

一
二
月

の
選
挙
で
は
中
間

派
は
勢
力
を
失
墜
し
て
い
た
し
、
反
動
派

(バ
ブ
ー
リ
ン
氏
の
全

ロ
シ
ア
人
民
同
盟
や
ア
ス
タ
フ
ィ
エ
フ
氏

の
立
憲
民
主
党
)
は
署
名

集
め
の
段
階
で
失
敗
し
、
比
例
代
表
選
挙

に
参
加
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
改
革

に
反
対
し
、
し
か

も
共
産
主
義
に
も
反
対
と

い
う
民
衆
に
は
、
選
択
肢
は
超
反
動
派

の
自
由
民
主
党
し
か
残

っ
て
い
な
か

っ
た

こ
と
に
な
る
。

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
ら
改
革
派
が
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
を
過
小
評
価
し
、
そ
の
政
治
力
を
侮

っ
た
と
い
う
意
見
も
多
い
。

エ
リ
ツ
ィ

ン
大
統
領
は
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
を

「単
な
る
ピ

エ
ロ
」
と
言

っ
て
い
た
乏
い
う

(イ
九
三
ー

二

一-
三
〇
)。
共
産
党
に
近

い
あ
る
論

者
は
、
改
革
派
が
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
を
共
産
主
義
者
に
対
抗
さ
せ
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
共
産
党

の
票
を
奪
わ
せ
る
た
め
に
利
用
し

よ
う
と
し
た
と
指
摘
す
る
(プ
ラ
ウ
ダ
九
三
ー

一
二
-

一
六
)。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
時
代

の
旧
共
産
党
が
、
改
革
派

に
対
抗
さ
せ
る
た
め
に
自

由
民
主
党
を
デ
ッ
チ
上
げ
た
と
い
う
後
に
紹
介
す
る
見
解

に
似
て
い
る
。
改
革
派
は
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
が

テ
レ
ビ
を
利
用
す
る
の
を

助
け
、
憲
法
協
議
会

に
参
加
さ
せ
、
集
会
な
ど
で
も

い
い
場
所
を
提
供
し
た
と
い
う
。
特

に
新
憲
法
制
定
問

題
に
つ
い
て
は
、
ジ
リ
ノ

フ
ス
キ
ー
氏
の
見
解
が
大
統
領

の
立
場
に
近
か
っ
た
こ
と
も
あ

っ
て

そ
の
支
持
を
期
待
し
た
面
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
改
革
派
議

員
の
シ
ェ
イ

ニ
ス
氏
は
、
憲
法
協
議
会
で

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
が
、
他
の
発
言
予
定
者

の
代
り
に
わ
ざ
わ
ざ

ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏

に
発

言
時
間
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(
ロ
通
報
九
三
ー

一
二
-

一
四
)。
結
果
と
し
て
改
革
派
は
飼
い
犬

に
手
を
噛
ま
れ
た
わ
け
で
、

ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
現
象
は
改
革
派
に
と

っ
て
の

「療
法
な
き
シ
ョ
ッ
ク
」
(プ
ラ
ウ
ダ
九
三
i

二

丁

一
六
)

で
あ

っ
た
。

し
か
も
改
革
派
と
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
に
は
共
通
点
が
あ
る
と
い
う
。
鉄
の
手
に
よ
る
強
力
な
権
力
を
求

め
る
独
裁
志
向
、
民
族
主
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義

(改
革
派
は
モ
ス
ク
ワ
市
か
ら
カ
フ
カ
ー
ス
系
市
民
を
犯
罪
者
の
予
備
軍
と
し
て
追
放
す
る
こ
と
で
民
族
浄
化
を
図
り
、
ま
た
新
憲

法
で
共
和
国

か
ら
主
権
を
奪

っ
た
)
、
デ

マ
ゴ
ギ
ー

(多
く
を
約
束
し
な
が
ら
実
行
し
な

い
)
な
ど
の
点
で
両
者
は
共
通
と
い
う
の
で
あ

る
(プ
ラ
ウ
ダ
九
三
ー

一
二
-

一
六
、
M
N
九
四
ー

一
⊥

三

)。
独
立
新
聞
紙

の
編
集
長
ト
レ
チ
ャ
コ
フ
氏
も
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
陣
営

の
誤

っ

た
戦
術
が
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
を
助
け
て
い
る
こ
と
を
、
す
で
に
選
挙
直
前
に
指
摘
し
て
い
た

(独
立
九
三
-

一
二
-

一
〇
)。

ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
の
勝
因
と
し
て
、
同
派
が
最
も
プ

ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
選
挙
運
動
を
行

っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
(
ロ
新
聞
九

四
-

一
-
六
)。
同
氏
は
演
説
の
際

一
つ
の
テ
ー
マ
に
絞

っ
て
具
体
的
に
論
じ
る
と
い
う
方
法
を
と
り
、
そ
れ

に
よ

っ
て
あ
ら
ゆ
る
問
題

に
つ
い
て
解
決
策
を
も

っ
て
い
る
と

い
う
印
象
を
作
り
だ
し
た
と
い
う
。
政
治
学
者
ジ

ェ
シ
ャ
ー
ギ
ン
氏
は
、

フ
ァ
シ
ス
ト
の
み
が
真

実
を
語

っ
た
と
い
う
。
「孤
独
な
老
人
が
餓
死
し
て
い
る
」
、
「
ロ
シ
ア
人
が
た
だ
ロ
シ
ア
人
で
あ
る
と
い
う
だ
け

の
理
由
で
民
族
共
和
国

か
ら
追
放
さ
れ
て
い
る
」、
「
ロ
シ
ア
は
冷
戦
に
負
け
た
が
、
大
国
の
ま
ま
な
の
だ
」等
々
。
同
氏
は
、
「
ロ
シ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
恐

い

の
は
、
そ
れ
が
強
力
だ
か
ら
で
は
な
く
、
正
し
い
こ
と
を
言

っ
て
い
る
か
ら
だ
」
と
言
う
の
で
あ
る

(独
立
九
三
ー

一
二
-

一
七
)。
「
わ

れ
ら
の
内
な
る
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
」

(外
国
人
に
対
す
る
差
別
意
識
、
豊
か
な
者

へ
の
憎
悪
)
の
存
在
を
指
摘

す
る
声
も
あ
る

(
ロ
通
報

九
四
-
二
ー
九
)。
特
に
ベ
ン
ツ
や
ボ
ル
ボ
を
乗
り
回
し
た
り
、
避
暑
地
で
休
息
す
る
新
し

い
有
産
階
級
の
登
場

は
、
ロ
シ
ア
庶
民
の
社
会

心
理
を
刺
激
し
て
い
る
。

ウ
ォ
ッ
カ
を
全
員
に
無
料
で
配
る
と
言

っ
た
り
、
デ
パ
ー
ト
で
は
女
性
の
下
着
を
手
に
し
て
、
「私
に
投
票
す

る
全
女
性
に
無
料
で
下

着
を
配
る
こ
と
を
完
全

に
保
証
す
る
」
と
約
束
す
る

(イ
九
三
-

一
二
ー

一
)
と
い
っ
た
独
特

の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
も
、

一
見
愚
劣
に
見

え
な
が
ら
、
緻
密
な
計
算
に
基
づ
く
も
の
だ
と
も
い
う
。
ま
た
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
、
在
外

ロ
シ
ア
人
の
権
利
や
改
革
で
生
ま
れ
た

貧
困
者
の
問
題
な
ど
を
通
し
て
、
人
権
問
題
に
つ
い
て
も
配
慮
を
怠
ら
な
か

っ
た
。
人
権
活
動
家
を
た
く
さ
ん
抱
え
る

「
ロ
シ
ア
の
選

択
」
が
あ
ま
り
人
権
問
題
に
つ
い
て
語
ら
な
か

っ
た
の
に
対
し
て
、
自
由
民
主
党
が
む
し
ろ
人
権
重
視
政
党

と
し
て
振
舞

っ
た
と
い
う

(独
立
九
三
-

一
二
-

一
八
)。
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パよ

さ
ら
に
や
や
奇
怪
な
説
も
あ
る
。
超
能
力
者
カ
シ
ピ
ロ
フ
ス
キ
ー
氏
に
よ
る
催
眠
術
利
用
説
で
あ
る
。
精
神
治
療
家

カ
シ
ピ

ロ
フ
ス

キ
ー
氏
は
、
テ
レ
ビ
を
通
し
た

「超
能
力
」
治
療
で
有
名

で
あ
る
。
彼
は
今
回
の
選
挙
で
は
自
由
民
主
党

の
比
例
選
挙

の
候
補
者
名
簿

に
名
を
連
ら
ね
、
当
選
し
た
。
し
か
し
、
当
初
は
経
済
自
由
党
の
ボ
ロ
ボ
イ
党
首
に
協
力
を
も
ち
か
け
、
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
得
票
を

約
束
し
た
と
い
う
。
経
済
自
由
党
が
敗
北
し
た
の
は
、

こ
の
協
力
を
断
わ

っ
た
た
め
か
も
し
れ
な

い
。
催
眠
術
を
研
究
し
て
い
る
医
学

者
グ
ル
ー
プ
と
ボ

ロ
ボ
イ
氏
は
声
明
を
発
し
、
選
挙

に
お
い
て

一
種
の
催
眠
術
が
用

い
ら
れ
、
市
民
の
自
由

な
意
思
表
示
が
侵
害
さ
れ

た
と
抗
議
し
た

(
ロ
通
報
九
三
-

一
二
ー
二
一
)。
「超
能
力
」
は
と
も
か
く
、
こ
れ
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

さ
て
、
経
済
危
機
が
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
現
象
を
生
み
だ
し
た
と
い
う
の
が
最
も

一
般
的
な
見
方
で
あ
り
、
そ

れ
に
は
根
拠
が
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
が
残
る
。
経
済
危
機
に
喘
ぐ
人
々
は
自
由
民
主
党
で
は
な
く
共

産
党
に
期
待
し
た
で
あ
ろ

う
。
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏

に
は
、
経
済
危
機
か
ら
の
脱
却
は
期
待
で
き
そ
う
に
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ジ
リ

ノ
フ
ス
キ
ー
氏
を
支
持
し

た
の
は
、
な
に
よ
り
も
、
改
革
に
よ

っ
て
か
つ
て
の
大
国
ロ
シ
ア
の
市
民
と
し
て
の
誇
り
を
喪
失
し
た
人
々

で
あ
る
。
か

つ
て
の
ロ
シ

ア
人
は
経
済
的
に
豊
か
で
あ
る
と
い
う
錯
覚
も
含
め
、
世
界
の
国
々
が
恐
が
る
超
大
国
と
し
て
の
誇
り
を
も

っ
て
い
た
。
し
か
し
現
在

の
ロ
シ
ア
は
、
世
界
の
人
々
か
ら
ば
か
に
さ
れ
る
哀
れ
な
国
に
な
り
下
り
、
西
欧
諸
国
に
援
助
を
乞

い
、
西
欧
型
価
値
観
や
文
化

の
流

入
に
な
す
す
べ
も
な
い
。
旧
ソ
連
諸
国
に
残

っ
た

ロ
シ
ア
系
住
民
は
苦
難
の
道
を
歩
ん
で
い
る
が
、
ロ
シ
ア
は
そ
れ
を
救
う
力
も
な

い
。

強
大
な
ソ
連
軍
は
崩
壊
し
、
軍
人
の
生
活
も
困
窮
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
民
族
と
し
て
の
誇
り
の
喪
失
感

が
、

ロ
シ
ア
大
国
主
義
、

民
族
主
義
を
鼓
吹
す
る
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
の
主
張
に
共
鳴
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
は

っ
き
り
し
た
デ
ー
タ
は
な
い
が
、
軍
隊
内
部
で
自

由
民
主
党

の
支
持
率
が
高
か

っ
た
と
い
わ
れ
る
の
も
こ
の
よ
う
な
事
情
と
関
係
が
あ
ろ
う
。

サ
タ
ロ
フ
氏
の
見
解
も
同
様
で
あ
る
(ロ
通
報
九
三
-

一
二
-
二
五
)。
同
氏
も
、
経
済
の
困
難
に
苦
し
む
人
は
、
共
産
党
や
、
経
済
改

革
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
も
つ
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
連
合
に
共
感
を
覚
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
。
同
氏
は

一
定
地
域
の
生
活
水
準
と
、
自
由
民
主

党
お
よ
び

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
の
得
票
の
間
の
相
関
関
係
を
調
査
し
た
が
、
プ
ラ
ス
の
相
関
は
み
ら
れ
な
か

っ
た
と
述

べ
て
い
る
。
ま
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た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
ナ
チ
ス
が
勝
利
し
た
の
は
経
済
危
機
を
通
過
し
て
経
済
の
回
復
が
始
ま

っ
た
時
期
で
あ
る
と
し
、
「
フ
ァ
シ
ズ

ム
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
社
会

・
文
化
的
お
よ
び
社
会

・
政
治
的
現
象
で
あ

っ
て
、
経
済
的
な
現
象
で
は
な
い
」

と
い
う
。

ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
社
会

・
政
治
研
究
所

の
サ
ー
ビ

ン
氏
と
ス
ミ
ャ
ー
ギ
ン
氏
も
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏

の
綱
領
と
選
挙
運
動

の
中
心
的
な
イ
デ
ー
は
民
族
主
義
の
そ
れ
で
あ

っ
た
と
い
う
。
大
国
ソ
連
邦
の
崩
壊
、
ロ
シ
ア
の
超
大
国
と
し
て

の
地
位
の
喪
失
が
人
々

の
意
識

に
深
い
影
響
を
与
え
な
い
は
ず
が
な

い
。
近
隣
諸
国
に
は
二
千
五
百
万
の
ロ
シ
ア
人
が
取
り
残
さ
れ
、

二
級
市
民
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
る
。
し
か
る
に
ロ
シ
ア
政
府
は
こ
の
問
題
を
放
置
し
て
き
た
。
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
こ
の
よ
う
な
問
題
を
最
も
先
鋭
に
提
起

し
、

ロ
シ
ア
の
政
治
勢
力
の
な
か
で
唯

一
、

ロ
シ
ア
の
地
政
学
的
な
位
置
づ
け
を
行
い
つ
つ
、
超
大
国
と
大

ロ
シ
ア
民
族
の
幻
想
を
人

民
に
与
え
た
の
で
あ
る
(独
立
九
三
-

一
二
ー

一
八
)。
自
由
民
主
党
を
支
持
し
た
民
衆
は
、
経
済
的
苦
境
か
ら
の
救
済
を
そ
こ
に
求
め
た

と
い
う
よ
り
も
、

ロ
シ
ア
人
の
誇
り
の
復
活
を
そ
こ
に
賭
け
た
の
で
あ

っ
た
。

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領

に
近

い
ポ
ル
ト
ラ
ー
ニ
ン
氏
も
、
ス
タ
ブ

ロ
ー
ポ
リ
道
の
よ
う
な
豊

か
な
地
域
で
自
由

民
主
党
が
三
七

・
七
パ

ー
セ
ン
ト
の
支
持
を
獲
得
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
貧
し
さ
か
ら
で
は
な
く
、
秩
序
の
混
乱
と
犯
罪

の
激
増
が
自
由
民
主
党
支
持

へ
と
向

わ
せ
た
と
論
じ
て
い
る

(
ロ
新
聞
九
三
-

一
二
-
一
二

)。

実
際
に
自
由
民
主
党
を
構
成
し
て
い
る
党
員
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
サ
ー
ビ

ン
氏
と
ス
ミ

ャ
ー
ギ
ン
氏
は
次
の
よ

う
な
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
い
る
(独
立
九
三
-

一
二
-

一
八
)。
自
由
民
主
党
の
党
員
は
約

一
〇
万
人
で
あ
る
が
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
や
技

術
者
が
多
数
を
占
め
、
約
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
と
い
う
。
科
学
勤
務
員
、
労
働
者
、
教
師
、
実
業
家
が

そ
れ
ぞ
れ
約

一
割
で
、

残
る
二
割
が
そ
の
他
の
社
会
層
と
い
う
。
高
学
歴
者
が
極
め
て
多
い
こ
と
に
な
る
。
男
性
が
圧
倒
的

に
多
く
、

女
性
党
員
は
約

一
割
と

い
う
。
年
齢
構
成
で
は
三
〇
～
四
〇
代
が
約
五
割
を
占
め
、
五
〇
歳
以
上
は

一
五
～
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
〇
歳
未
満
の
若
者
が
約
三

分
の

一
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
入
党

の
動
機
と
し
て
は
、
綱
領

に
同
感
が
六
割
、
指
導
者

の
人
柄
に
惹
か
れ
て
と
い
う
の
が
や
は
り
六

割
、
危
機
か
ら
脱
出
し
う
る
唯

一
の
党
と
い
う
の
が
五
割
と
い
う
(複
数
回
答
)
。
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全
ロ
シ
ア
世
論
研
究
セ
ン
タ
ー
は
選
挙

の
前
と
後
の
自
由
民
主
党

の
支
持
者
層
の
変
化
等

の
調
査
を
行

っ
て
い
る

(イ
九
三
-

二

丁

三
〇
)。
し
か
し
デ
ー
タ
は
断
片
的
で
必
ず
し
も
有
益
で
は
な
い
,
と
も
か
く
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
由
民
主
党

の
支
持
者
の
四
三
パ
ー
セ

ン
ト
は
国
営
企
業
で
働
き
、
現
在
の
賃
金
に
不
満
を
も

つ
者
は
四

一
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
労
働
者
平
均
よ
り

一
一
パ
ー
セ
ン
ト
多

い
と
い

う
。
現
在

の
ロ
シ
ア
の
危
機
と
し
て
は
だ
れ
も
が
物
価
上
昇
、
犯
罪
増
加
、
経
済
状
態
の
三

つ
を
上
げ
る
が
、
そ
れ
以
外
で
は
、
自
由

民
主
党
支
持
者
は

「
国
家
権
力
の
弱
体
化
」
を
第

一
に
上
げ
る
と
い
う
。
第
二
に
腐
敗

(贈
収
賄
)
を
上
げ

る
が
、
こ
の
点
は
共
産
党

支
持
者

に
も
共
通
す
る
と
い
う
。
選
挙
の
前
後
で
は
、
支
持
層
が
青
年
層

か
ら
高
齢
者
層

へ
移
行
し
、
ま
た
低
学
歴
者

の
支
持
が
増
え

た
と
い
う
。

ま
た
自
由
民
主
党
に
投
票
し
た
者
は
、
テ
レ
ビ
等
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
を
受
け
た
と
答
え
た
者
が
他

に
比

べ
て
二
～
三
倍
多
い

と
い
う
。
特
に
自
由
民
主
党

に
投
票
し
た
女
性
の
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は
、
選
挙
前

一
週
間

の
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
の
影
響
に
よ

っ
て
投

票
し
た
と
い
う
。
「
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
衝
動
」
で
投
票
し
た
者

は
、
自
由
民
主
党

の
場
合
約
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
「
ロ
シ
ア

の
選
択
」
は
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
連
合
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
共
産
党
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
。

こ
れ
か
ら
み
る
と
、

マ
ス

メ
デ
ィ
ア
を
使

っ
た
自
由
民
主
党
の
煽
情
的
な
宣
伝

に
よ

っ
て
衝
動
的
に
投
票
し
た
者
が
多

か
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

レ
ー

ニ
ン

の
言
葉
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は

「自
分
を
刺
す
ナ
イ
フ
で
さ
え
、
だ
れ
に
で
も
売
る
も

の
だ
」
な
ど
と
言
わ
れ
て

い
る
(M
N
九
三
-

一
二
-

一
七
)。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
、
言
論

の
自
由
な
ど
尊
重
し
な

い
自
由
民
主
党
か
ら
金
を
も
ら

っ
て
そ
の
便
宜
を

図

っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

結
局
こ
の
調
査

の
実
施
者

(
べ
・
シ
ョ
カ
リ

ョ
フ
)
は
、
調
査

の
結
果
を
次
の
よ
う
に
概
括
し
て
い
る
。

「
ロ
シ
ア
自
由
民
主
党
に
投

票
し
た
者
の
中
核
は
、
住
民
中

の
積
極
的
な
労
働
能
力
者

で
あ
る
〔年
金
生
活
者
は
支
持
者

の

一
〇
パ
ー
セ

ン
ト
と
い
う
〕
。
彼
ら
が
改

革
に
不
満
を
も

っ
て
い
る
の
は
、
な
に
よ
り
も
、
自
分

の
物
質
的
基
礎
が
悪
化
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
無
秩
序
、
ア
ナ
キ
ー
が
蔓
延
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
カ
オ
ス
の
問
題
の
解
決
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
自
由
民
主
党
の
基
盤
を
弱
化
さ
せ
る
こ
と
は
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可
能
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
自
由
民
主
党
は
拡
大
し
よ
う
」
。

議
会
制
度
社
会
学
研
究
所
長

ベ
タ
ネ
リ
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
支
持
者
は
あ
ら
ゆ
る
層

に
及
ん
で
い
る
が
、
相
対

的
に
多

い
の
は
、
労
働
者
、
技
術
者
、
軍
人
で
あ
り
、
女
性
よ
り
男
性
に
多
く
、
大
都
市
よ
り
も
農
村
・小
都
市
に
多

い
と
い
う

(イ
九

三
ー

二

丁

一
五
)。
ま
た
別
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
支
持
者
は
無
知
で
貧
困
に
打
ち
拉
が
れ
た
老
人
と
思
わ
れ
が

ち
だ
が
そ
う
で
は
な
く
、

強
力
で
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン

・
タ
イ
プ
の
若
者
だ
と
い
う

(ノ
ー
ボ
エ
・
ブ
レ
ー
ミ
ャ
九
三
-
五
二
-
七
)。
ま
た
ガ
イ
ダ

ル
派
や
ヤ
ブ
リ
ン
ス

キ
ー
派

の
支
持
層
は
高
学
歴
で
、
自
由
民
主
党
は
低
学
歴
だ
と
い
う

(イ
九
三
-

二

丁

一
七
)。
自
由
民
主
党

の
議
員
に
は
、
他

の
グ

ル

ー
プ
に
比

べ
て
低
学
歴
者
が
多

い
こ
と
は
第
二
章

で
も
指
摘
し
た
が
、
そ
の
支
持
者
も
低
学
歴
の
傾
向
が
あ

る
よ
う
で
あ
る
(イ
九
三
-

一
二
i

一
)。

表
⑩
は
、
「論
拠
と
事
実
」
紙
に
掲
載
さ
れ
た
選
挙
団
体
支
持
者

の
生
活
水
準
別

の
内
訳
で
あ
る

(九
三
年

二

月
の
調
査
)
。
こ
の

表
に
よ
れ
ば
、
共
産
党
は

一
番
貧
困
な
層
の
支
持
が
他
派
に
比
べ
て
際
立

っ
て
高
く
、
生
活
安
定
者
の
支
持

は
際
立

っ
て
低

い
。
反
対

に

「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
は
貧
困
層

の
支
持
は
際
立

っ
て
低
く
、
生
活
安
定
者
の
支
持
が
他
派

に
比
べ
て
高

い
。

ロ
シ
ア
民
主
改
革
運
動

と

ロ
シ
ア
民
主
党
、
シ
ャ
フ
ラ
イ
派
は
だ

い
た
い
に
お
い
て
生
活
水
準

の
平
均
的
な
分
布
に
近

い
。
ヤ
ブ
リ

ン
ス
キ
ー
連
合
と
市
民
同

盟
は
平
均
的
な
分
布
よ
り
も
や
や
生
活
安
定
者

の
支
持
が
低
い
。
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
派
は
、
共
産
党
に
次

い
で
生
活
安
定
者
の
支
持
が

少
な
く
、
貧
困
者
の
支
持
も
共
産
党
に
次

い
で
多
い
。
支
持
者
の
生
活
水
準
の
高

い
順
に
並
べ
れ
ば
、
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」、

ロ
シ
ア
民

主
改
革
運
動
、

ロ
シ
ア
民
主
党
、
シ
ャ
フ
ラ
イ
派
、
市
民
同
盟
、
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
連
合
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
派
、

ロ
シ
ア
共
産
党
と

な
る
。
自
由
民
主
党
は
中
間
派
と
共
産
党

の
問
に
位
置
し
、
意
外

に
も
ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
連
合
に
近

い
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
み
る
と
、
確

か
に
自
由
民
主
党

の
支
持
層
に
は
共
産
党
と
共
通
す
る
面
が
あ
り
、
経
済
危
機
が
自
由
民
主
党
の
伸
長
を
促
し

た
こ
と
は
否
め
な

い
。
し
か
し
共
産
党
と
比
べ
る
と
、
貧
困
層

の
支
持
率
が
二
〇
ポ
イ
ン
ト
も
低
く
、
辛
う

じ
て
や

っ
て
い
け
る
と
い

う
層
は

一
七
ポ
イ
ン
ト
多

い
。
自
由
民
主
党
の
支
持
層

の
分
布
は
、
全
体

の
分
布
と
共
産
党
の
分
布

の
中
間
位
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ



88

と
は
、
自
由
民
主
党
が
共
産
党
は
別
の
支
持
基
盤
を
も

つ
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

(1
)

カ

シ
ピ

ロ
フ

ス
キ
ー

に

つ
い
て
は
、

い
紹

介

が
あ

る
。

岩

上
安

身

「
ジ

リ

ノ

フ
ス
キ

ー
現
象

の
陰

の
超
能

力

者
」

(
『文

芸
春

秋
』
九

四
年

四
月
号

)
に
詳

し

神 戸 法 学 雑 誌XHV

(
三
)
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
現
象

(対
応
策
)

ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
と
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
人
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
氏
は

一
九
四
六
年
四
月
二
五

日
、
カ
ザ

フ
共
和
国
の
ア
ル

マ
ア
タ
市
で
生
ま
れ
た
。
自
由
民
主
党
は
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
的
傾
向
を
も

っ
て
い
る
が
、
同
氏

の
父
は

ユ
ダ

ヤ
人
で
あ

っ
た
と
も

い
わ
れ

る
。
同
氏
自
身
が
そ
う
語

っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
ま
た
同
氏
の

「
母
は

ロ
シ
ア
人
で
父
は
法
律
家
だ

っ
た
」
と
い
う
発
言
は
、
父
が

ロ

シ
ア
人

で
な
か
っ
た

(
ユ
ダ
ヤ
人
だ

っ
た
)
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
し
て
し
ば
し
ば
話
題
に
さ
れ
る
。

ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
、
独

立
し
た

ユ
ダ

ヤ
人
運
動
の
団
体

「
バ
ー
ド
」
に
対
抗
し
て
権
力
が
作
り
あ
げ
た

ユ
ダ
ヤ
人
組
織

「
シ
ョ
ロ
ム
」
の
リ
ー
ダ

ー
だ

っ
た

(
一

九
八
九
年
)
と

い
う
説
も
あ
る
。
た
だ
し
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
当
時

か
ら

「
バ
ー
ド
」
の
方
に
好
意
的
だ

っ
た
と
い
う

(イ
九
三
-

一

二
-

一
八
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

・
タ
イ
ム
ス
情
報
)。

六
四
年
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
モ
ス
ク
ワ
大
学

の
東
方
言
語
研
究
所

に
学
生
と
し
て
入
学
し
、
ト
ル

コ
語
を
は
じ
め
四
つ
の
外
国

語
を
習
得
し
た
。
大
学
の
成
績
は
優
秀
で
、
学
生
時
代
ト
ル
コ
の
金
属

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
建
設
の
た
め
に
出
張
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
ト
ル

コ
官
憲
に
逮
捕
さ
れ
る
が
、
彼
自
身

の
説
明
に
よ
れ
ば
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
バ
ッ
ジ
を
ト
ル
コ
人
に
プ

レ
ゼ

ン
ト
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が

マ
、ル
ク
ス
の
バ
ッ
ジ
と
間
違
え
ら
れ
、
共
産
主
義

の
宣
伝
を
し
た
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
と
も
か
く
ソ
ビ

エ
ト
当
局
の
計

ら
い
で
強
制
退
去
で
す
ん
だ
。

普
通
な
ら
こ
れ
で
出
世

コ
ー
ス
を
外
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
優
秀
な
成
績
で
大
学
を
卒
業
し
、
二
年
間
軍
隊
(外
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コ
ー
カ
サ
ス
軍
管
区
)
で
士
官
と
し
て
勤
務
し
た
。
そ
の
後

二
年
間
は
ソ
ビ

エ
ト
平
和
擁
護
委
員
会

で
通
訳

と
し
て
働

い
た
。
そ
の
間

モ
ス
ク
ワ
大
学
法
学
部
の
夜
間
部
で
も
学
ん
だ
。
そ
の
後
高
級
労
働
運
動
学
校
の
事
務
部
で
外
国
人
留
学
生
係
を
担
当
し
、
ま
た
出
版

社

「ミ
ー
ル
」
で
法
律
顧
問
と
し
て
働

い
た
。
共
産
党

へ
は
入
党
を
志
願
し
て
い
た
が
、
ト
ラ
ブ

ル
メ
ー
カ
ー
の
た
め
に
許
さ
れ
な
か

っ
た
と

い
う
。
彼
が
党
員
で
な
か

っ
た
と
い
う
事
実
は
、
彼
が
K
G
B
の
正
規
の
メ
ン
バ
ー
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
に
な
る
と
も

い
わ
れ
る
。
彼
は
常
に

「白

い
カ
ラ
ス
」

(変
人
)
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
、
専
門
家

の
意
見
で
は
精
神
的
に
欠
陥
が
あ
る
と
も

い
わ
れ

る
。
彼
自
身
、
大
統
領
選
挙

の
前

に
は
、
正
常
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
も
ら
う
た
め
に
専
門
家

の
精
神
鑑

定
を
受
け
る
用
意
が
あ
る

と
言

っ
て
い
る
と
い
う
。
妻
と
の
間
に
息
子
が

一
人
お
り
、
二
部
屋
か
ら
な
る
協
同
組
合
住
宅

に
住
み
、
車

(モ
ス
ク
ビ

ッ
チ
)
を
所

有
し
て
い
る
。

三
〇
歳
代
か
ら
ソ
ビ

エ
ト
体
制
に
批
判
を
も

つ
よ
う
に
な
り
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
時
代
は
ゴ
ル
バ
チ

ョ
フ
氏
、
次

い
で
エ
リ
ツ
ィ
ン

氏
に
共
鳴
し
て
い
た
と

い
う
。
九
〇
年
三
月
、
ソ
連
憲
法
第
六
条
の
規
定
す
る
共
産
党
の
指
導
性
原
則
が
否

定
さ
れ
、
複
数
政
党
制
に

移
行
し
た
が
、
そ
の
直
後
の
三
月
三

一
日
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
ソ
連
邦
自
由
民
主
党
を
結
成
し
た
。
九

一
年
の
ロ
シ
ア
共
和
国
大

統
領
選
挙
に
立
候
補
し
、
○

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
と
い
う
事
前
の
予
想
を
覆
し
て
七

・
八
パ
ー
セ
ン
ト

(六

二
〇
万
票
)
を
獲
得
し
、

六
人

の
候
補
者
中
三
位
と
善
戦
し
た

(以
上

「論
拠
と
事
実
」
九
四
-
二
・
三
、

ロ
通
報
九
三
1

ご

一⊥

二
〇
)。

サ
ン
ク
ト

・
ペ
テ
ル
ブ

ル
ク
市
の
サ
プ
チ
ャ
ッ
ク
市
長

は
、
自
由
民
主
党

の
結
成
に
ゴ
ル
バ
チ

ョ
フ
氏
が

か
ら
ん
で
い
る
と
発
言
し

て
注
目
さ
れ
た
。
九
〇
年
三
月
に
ソ
連
憲
法
第
六
条
が
改
正
さ
れ
、
複
数
政
党
制
に
移
行
し
た
際
、
当
時

の
ゴ

ル
バ
チ

ョ
フ
氏
は
、

コ

ン
ト

ロ
ー
ル
可
能
な
別
党
を
作
る
必
要
が
あ
る
と
党
政
治
局
で
発
言
し
、
そ
れ
を
受
け
て
K
G
B
が
作

っ
た

の
が
自
由
民
主
党
だ
と
い

う
の
で
あ
る

(文
学
新
聞
九
四
ー

一
-

一
二
)。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
氏
は
直
ち
に
そ
れ
を
否
定
し
た
が

(イ
九
四
ー

一
-

一
四
)
。

自
由
民
主
党

の
資
金
源

に
つ
い
て
も
種
々
取
沙
汰
さ
れ
る
。
同
党
の
公
式
説
明
で
は
、
選
挙
資
金

の
六
〇

パ
ー
セ
ン
ト
は
四
万
人
党

員
の
拠
出

(賃
金
の

一
パ
ー
セ
ン
ト
、
実
際
に
は
そ
れ
以
上
を
自
発
的
に
出
し
て
い
る
と
い
う
)
に
よ
り
、

二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
個
人
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や
商
業
組
織

の
寄
付
金
、
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
党
の
定
期
刊
行
物
や
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
i
氏
の
著
作

の
販
売
収

入
だ
と
い
う

(イ
九
三
-

一

一
⊥

一)。
イ
ズ
ベ
ス
チ
ャ
紙
は
、
ド
イ
ツ
の
ネ
オ
ナ
チ
党
が

ロ
シ
ア
自
由
民
主
党

に
資
金
援
助
し
て
い
る
と
い
う
日
本
の
産
経
新
聞
の

記
事
を
伝
え
て
い
る
(イ
九
三
-

二

一⊥

二

)。
イ
ラ
ク
の
フ
セ
イ
ン
大
統
領
が
援
助
し
て
い
る
と

い
う
説
も
あ
る
。
ま
た
西
欧
諸
国
の

一
部
の
実
業
家

(ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
)
の
援
助
説
も
あ
る

(イ
九
四
-

一
-

一
三
)。

ロ
シ
ア
自
由
民
主
党
の
政
策

に
つ
い
て
は
前
項
で
紹
介
し
た
が
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
、
選
挙
後
も
特

に
対
外
政
策
に
関
し
て
過

激
な
発
言
を
続
け
て
い
る
。
「ド
イ
ツ
に
原
爆
を
投
下
し
て
第
二
の
チ

ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
を

つ
く
る
」、
「ポ
ー
ラ

ン
ド
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を

含
む
ロ
シ
ア
の
復
活
」
、
日
本
の
北
方
領
土
返
還
要
求

に
対
し
て
は

「第

二
の
広
島
を
お
見
舞
す
る
」
等
々
で
あ
る
。
も

っ
と
も
こ
れ
ら

の
発
言
を
後
に
は
否
定
し
て
い
る
。
そ
し
て

「
日
本
が

ロ
シ
ア
の
南
方
政
策
の
実
行
を
助
け
る
な
ら
、
領
土
問
題
に
つ
い
て
交
渉
を
続

け
よ
う
」
と
語

っ
て
い
る

(イ
九
三
-

一
二
-
二
四
)。
ま
た
彼
の
著
し
た

『南
方

へ
の
最
後
の
跳
躍
』
で
は
、
「私
は
ロ
シ
ア
兵
士
が
イ

ン
ド
洋
の
海
水
で
そ
の
軍
靴
を
洗
う
時
を
夢
見
て
い
る
」
な
ど
と
言

っ
て
、
ト
ル
コ
、
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
、
イ
ラ
ン
な
ど
を
支
配
下
に

パこ

お
く
こ
と
を
狙

っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る

(M
N
九
三
ー
五

一
、
イ
九
三
-

一
一
i
三
〇
)。
ま
た
最
近
の
ロ
シ
ア
で
は
英
語
か
ら
の
外
来
語

が
増
え
て
い
る
が

(例
え
ば

「ビ
ジ
ネ
ス
」
な
ど
)
、
外
国
語
の
濫
用
に
反
対
し
て
い
る

(独
立
九
四
-

一
-
二
〇
)。

さ
て
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
し
ば
し
ば

フ
ァ
シ
ス
ト
だ
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点

ロ
シ
ア
で
は
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
自
身
は
自
ら
を
フ
ァ
シ
ス
ト
と
称
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
反
対

に
、
「私

に
と

っ
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
は

最
も
嫌
悪
す
べ
き
も

の
だ
。
私
の
父
の
家
族
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
フ
ァ
シ
ス
ト
に
殺
さ
れ
た
」
な
ど
と
言

っ
て
い
る
。
し
か
し
、

ロ

シ
ア
人
民
は
こ
の
虐
殺

に
復
讐
す
る
だ
ろ
う
な
ど
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
批
判
し
て
い
る
の
は
ド
イ
ツ

.
フ
ァ
シ
ズ
ム
で
あ

っ
て
、

ロ
シ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
で
は
な
い

(
ロ
通
報
九
三
ー

一
二
-
三
〇
)。
ま
た
自
由
民
主
党

の
集
会
の
周
囲
を
う
ろ
つ
く
無
頼
漢

の
中

に
は
、
フ
ァ
シ
ス
ト
を
公
然
と
自
称
す
る
者
も
い
る
。
自
由
民
主
党
副
議
長
の
ベ
ン
ゲ

ロ
フ
ス
キ
ー
氏
は
、
「
ロ
シ
ア
の
現
実
の
フ
ァ
シ
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ズ
ム
は
、
落
ち
ぶ
れ
た
小
商
人
か
ら
の
み
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
恐

い
こ
と
だ
」
な
ど
と
他
人
事

の
よ
う

に
言

っ
て
い
る

(独
立
九

三
ー

一
二
i
二
四
)。

ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
フ
ァ
シ
ス
ト
な
ど
で
は
な
く
、
単
な
る
ペ
テ
ン
師
、
「有
能
な
デ

マ
ゴ
ー
グ
」
と
す
る
見
解
も
あ
る

(論
拠
九

三
-
五

一
)。
フ
ァ
シ
ス
ト
と
い
う
決
め
付
け
は
逆
効
果
と
い
う
意
見
も
多

い
。
前

モ
ス
ク
ワ
市
議
会
議
長
の
ゴ

ン
チ

ャ
ル
氏
は
、
「呼

べ

ば
そ
う
な
る
」
と
反
フ
ァ
シ
ス
ト
宣
伝
を
危
険
視
す
る
。
フ
ァ
シ
ス
ト
と
呼
ん
で
い
る
と
本
当
に
フ
ァ
シ
ス
ト
に
な

っ
て
し
ま
う
と
い

う
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る

「
エ
デ

ィ
プ
ス
効
果
」
(自
己
実
現
的
予
言
)
で
あ
る
。
「
フ
ァ
シ
ス
ト
が
欲
し
い
な
ら
反
フ
ァ
シ
ス
ト
戦
線

を
作
り
な
さ
い
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る

(独
立
九
三
-

一
二
-

一
八
)。
政
治
学
者

レ
オ
ノ
フ
氏
も
、
彼
を
フ
ァ
シ
ス
ト
と
決
め
つ
け
る
こ

と
は

「
ロ
ビ
ン

・
フ
ッ
ド
の
よ
う
な

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
悪
党
」
を
育
て
る
こ
と
に
な
る
と
批
判
し
、
彼
と
の
共
通
の
言
葉
を
発
見
す

る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
。
自
由
民
主
党
を
政
権
内
に
引
き
込
み
、
責
任
を
分
担
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
危
険

性
を
減
少
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る

(論
拠
九
三
-
五
〇
)。
精
神
病
理
学
者
ア

・
ア
ス
モ
ロ
フ
氏
も
、
「今
わ
れ
わ
れ
が
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
を
ヒ

ト
ラ
ー
に
擬
え
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
彼
を
そ
の
方
向
に
追

い
や
る
だ
ろ
う
」
と
語

っ
て

い
る

(独
立
九
三
i

一
二
-

一
七
)。

他
方
で
軍
事
史
家
の
ボ

ル
コ
ゴ
ノ
フ
氏
は
、
自
由
民
主
党
と
い
う
政
党

の
組
織
体
質
の
も

つ
「ボ
ス
主
義
」
(明
確
な
機
構
を
も
た
ず
、

ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
個
人
に
よ
る
党
全
体

の
支
配
)
、
好
戦
的
な
シ
ョ
ー
ビ

ニ
ズ
ム
、
デ

マ
ゴ
ギ
ー
と
人
気
取
り
と

い
っ
た
政
治
手
法
の

な
か
に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
典
型
的
な
特
質
が
表
れ
て
い
る
と
い
う

(論
拠
九
三
ー
五

一
)。
「プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
よ
る
大
衆

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
動
員
、
社
会
的

・
心
理
的
喪
失
感

に
陥

っ
て
い
る
層

へ
の
訴
え
」
等
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
共
通
の
体
質
を
み
る
者
も
い

る
(イ
九
三
-

一
二
-

一
五
)。
改
革
派
議
員
シ
ェ
イ

ニ
ス
氏
も
、
改
革
で
困
窮
し
て
い
る
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
社
会
層
と

一
部
の
ル
ン
ペ
ン
・

イ
ン
テ
リ
の
結
合
と
い
う
自
由
民
主
党
の
体
質
に
、
ナ
チ
ス
や
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ

ム
と
共
通
の
も
の
が
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る

(
ロ

通
報
九
三
-

一
二
-

一
四
)。
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従
来
の
ロ
シ
ア
の
政
治
地
図
は
、
改
革
派
、
中
間
派
、
保
守
派
の
三

つ
に
分
け
ら
れ
た
。
こ
の
場
合
保
守
派
に
は
共
産
主
義
者
と
反

動
グ
ル
ー
プ
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
保
守
派
は
、
改
革
派
に
よ

っ
て
、
「赤

・
褐
色
連
合
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
。
「赤
し
は
共
産
主
義

者
を
、
「褐
色
」
は
フ
ァ
シ
ス
ト
を
意
味
す
る
。
し
か
し
以
前
共
産
主
義
者
と
共
同
歩
調
を
と

っ
て
い
た
反
動
グ

ル
ー
プ
は
、
未
だ
フ
ァ

シ
ス
ト
で
は
な
か

っ
た
。
九
三
年

一
〇
月
の
騒
乱
で
、
中
間
派
の

一
部
と
反
動
派
が
勢
力
を
失
墜
し
た
。
そ

し
て
新
議
会
の
色
分
け
は
、

改
革
派
、
共
産
派
、
ネ
オ
フ
ァ
シ
ス
ト
派
の
三
派
鼎
立
状
態
と
な

っ
た
。
こ
れ
ら
三
勢
力
問
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
。
新
し

い
「赤
.

褐
色
連
合
」
は
生
ま
れ
る
の
か
、
ま
た
改
革
派
は
ど
の
よ
う
な
戦
術
を
と
る
の
か
。

ま
ず
自
由
民
主
党
と
共
産
党
は
、
相
互
に
相
手
を
ど
の
よ
う

に
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
由
民
主
党
は
共
産
党
を
対
決
す

べ
き
相
手
と
は
み
な
し
て
い
な
し
、
共
産
党
も
自
由
民
主
党
と
共
同
行
動
の
可
能
性
を
否
定
し
て
い
な
い
。
急
進
的
改
革
に
反
対
す
る

点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
反
共
主
義
的
な
気
分
は
も

っ
て
い
な
い
が
、
彼
ら
と
考
え
は
違
う
し
、

同
志
で
は
な

い
。
共
産
党
に
は
多
く
の
誤
り
が
あ

っ
た
が

一
般
党
員
に
は
罪
は
な
く
、
反
共
主
義

に
は
反
対

す
る
」
と
述

べ
て
い
る
(法

律
新
聞
九
三
-
四
〇
・四

一
)。
選
挙
後
共
産
党
の
ジ

ュ
ガ
ノ
フ
委
員
長
は
、
自
由
民
主
党
の
リ
ー
ダ
ー
は
特
殊
な
人
だ
が
、
そ
の
党
員
の

圧
倒
的
多
数
は
平
和
と
国
の
平
穏
を
願

っ
て
い
る
人
達
だ
と
語
り
、
自
由
民
主
党
と
の
協
力
の
可
能
性
を
示
唆
し
た

(独
立
九
三
-

二

一

-

一
七
)。
共
産
党
副
委
員
長
の
ゾ
ル
カ
リ
ツ
ェ
フ
氏
も
、
自
由
民
主
党
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
政
党
と
協
力
す
る
用
意
が
あ
る
と
語
り
、
フ

ァ
シ
ズ
ム
の
脅
威
は
な
い
と
か
、
自
由
民
主
党
に
も
健
全
な
分
子
が
い
る
と
語

っ
て
い
る

(イ
九
三
ー

一
二
-

一
八
)。

先
の
ボ

ル
コ
ゴ
ノ
フ
氏
は
、

一
九
三
九
年

の
ヒ
ト
ラ
ー
と
ス
タ
ー
リ
ン
の
条
約
が
長
続
き
し
な
か

っ
た
例
な
ど
も
引
き

つ
つ
、
両
者

の
間
に
は
基
本
矛
盾
が
あ
る
と
し
、
改
革
派
と
共
産
主
義
者

の

一
部

の
協
力
の
可
能
性

に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
(論
拠
九
三
-
五

一
)。
独

立
新
聞
紙

の
編
集
長
ト
レ
チ
ャ
コ
フ
氏
も
、
娩
曲
な
言
い
回
し
で
あ
る
が
、
改
革
派
が
共
産
主
義
者
と
連
合

す
る
必
要
性
を
指
摘
し
て

い
る

(独
立
九
三
-

一
二
ー

一
〇
)。
べ
・チ

ェ
ル
ノ
フ
氏
は
、
か

つ
て
の
社
会

フ
ァ
シ
ズ
ム
論
の
否
定
的
教
訓

に
つ
い
て
語
り
、
フ
ァ
シ

ズ
ム
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
改
革
派
が
、
社
会
民
主
主
義
化
し
た
ジ

ュ
ガ
ノ
フ
氏
の
共
産
党
と
手
を
組
む
よ
う
に
主
張
す
る
。
「赤
」
と
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「褐
色
」
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る

(独
立
九
三
-

一
二
-

一
五
)。

当
初
比
例
選
挙
区
の
結
果
が
分

っ
た
段
階
で
は
、
自
由
民
主
党
の
飛
躍
的
な
伸
長

に
驚
愕
し
、
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」派
は
、
共
産
党
を

も
含
む
反
フ
ァ
シ
ス
ト
戦
線

の
結
成
を
叫
ん
だ
。
改
革
派
の
新
聞
論
調
も
同
様
で
あ

っ
た

(イ
九
三
-

一
二
-

一
五
V。
し
か
し
改
革
派
の

間
に
は
、
共
産
党
主
敵
論
も
根
強
い
。
自
由
民
主
党

の
躍
進
は

一
時
的
な
現
象

に
す
ぎ
ず
、
豊
富
な
経
験
を
有
す
る
共
産
党
の
方
が
脅

威
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
比
例
選
挙
で
の
自
由
民
主
党

の
驚
異
的
躍
進

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
小
選
挙
区
や
連
邦
院

の
選
挙
で
は

自
由
民
主
党
は
ほ
と
ん
ど
当
選
者
を
だ
し
て
い
な

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
そ
の
た
め
自
由
民
主
党
脅

威
論
は
そ
の
後
や
や
鎮
火

し
、
再
び
共
産
党
主
敵
論
が
強
く
な

っ
て
い
っ
た
。

エ
リ
ツ
ィ
ン
側
近
の
ポ

ル
ト
ラ
ー
ニ
ン
氏
の
よ
う
に
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
と
の

協
力
の
可
能
性
に
つ
い
て
語
る
者
も
い
る

(ノ
ー
ボ
エ
・
ブ
レ
ー
ミ
ャ
九
三
-
五
二
-
九
)。

シ
ャ
フ
ラ
イ
派
も
、
選
挙
直
後

は
反
フ
ァ
シ

ス
ト
戦
線
の
結
成
に
つ
い
て
語

っ
て
い
た

(独
立
九
三
-

二

丁

一
六
)
が
、
そ
の
後
は
そ
れ
に
反
対
し
て
い
る

(独
立
九
三
-

一
二
ー
二

三
)。結

局
、
フ
ァ
シ
ス
ト
と
決
め

つ
け
る
の
は
時
機
尚
早
で
あ
る

(ロ
通
報
九
三
-

一
二
-
三
〇
)
と
か
、
「
ジ
リ

ノ
フ
ス
キ
ー
現
象
は
過
大

評
価
し
て
も
過
小
評
価
し
て
も
な
ら
な
い
」
(
シ
ェ
イ

ニ
ス
)
と
い
っ
た
冷
静
な
見
方
が
増
え
て
い
く

(
ロ
通
報
九
三
-

一
二
-

一
四
)。

そ
し
て
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
と
闘
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
現
象
を
生
み
だ
し
た
根
拠
を
解
消
す

べ
き
だ
と
い
う
見
解
が
優
勢
に
な

っ
て

い
っ
た
。
経
済
学
者
の
ジ

ェ
リ
ャ
ー
ギ

ン
氏
は
、
「残
さ
れ
た
こ
こ
数
カ
月
間
で
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
阻
止
す
る
唯

一
の
可
能
性
は
、
彼
ら
の

宣
言
し
た
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
と
き
そ
れ
〔
フ
ァ
シ
ズ
ム
〕
は
歴
史
的
に
無
用
と
も
の
と
な

ろ
う
」
(独
立
九
三
-

一
二

-

一
七
)
と
述

べ
て
い
る
。

政
治
学
者
キ
ー
ワ
氏
は
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
現
象
は
現
状

へ
の
不
満
の
表
明
と
い
う
考
え
に
同
意
し

つ
つ
、
そ
の
現
状
を
、
犯
罪

・

腐
敗
の
激
増
、
ソ
連
邦

の
解
体
に
よ
る
人
的
関
係

の
破
綻

(親
族
と
の
分
離
)
、
愛
国
心
の
崩
壊
な
ど
に
整
理

し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

現
象
を
解
消
さ
せ
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
改
革
の
軌
道
修
正
と
弱
者
保
護
、
犯
罪
と
の
闘
争
、
政
府
の
政
策

の
住
民

へ
の
十
分
な
説
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明
、
国
の
進
む
べ
き
目
標
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
国
家
主
義
、
愛
国
心
の
イ
デ
ー
を
取
り
戻
す
こ
と
、
外
交
政
策
の
修
正
な
ど
を
列
挙

し
て
い
る

(
ロ
新
聞
九
四
-

一
ー
五
)。

エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
は
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
現
象
を
生
み
だ
し
た
根
拠
を
、
主
と
し
て
国
家

・
民
族

の
威
信

の
崩
壊
の
問
題
と
し
て
捉

え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
現
象
を
生
み
だ
し
た
根
拠
を
解
消
す
る
課
題
と

い
う
の
は
、
あ
る
意
味

で

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
自
身
が
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領

の
と
っ
て
い
る
政
策

に
そ
れ
は
反

映
し
始
め
て
い
る
。
今
後

ロ
シ
ア
の
外
交
に
は
大
国
主
義
的
な
傾
向
が
強
く
な
ろ
う
。
西
側
諸
国
と
の
協
調

に
は
蔭
り
が
見
え
始
め
、

独
立
国
家
友
好
体
諸
国
に
対
す
る
圧
力
は
強
ま
ろ
う
。
物
価
の
上
昇
が
続
く
な
か
で
、
ウ
ォ
ッ
カ
だ
け
は
値

下
り
し
た
と
い
う

ニ
ュ
ー

ス

(
ロ
新
聞
九
四
⊥

二
ー
二
、
独
立
九
四
ー
三
-

一
六
)
も
、
ウ
ォ
ッ
カ
を
た
だ
で
配
る
と
い
っ
た
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
発
言

の
効
果
で
あ
ろ

う
か
。

こ
の
よ
う
な
路
線
は
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
自
身
が
フ
ァ
シ
ズ
ム

ヘ
の
道
を
掃
き
浄
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念

を
生
も
う
。
ヒ
ン
デ
ン
ブ

ル
ク
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー

へ
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
か
ら
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
へ
と
い
う
対
比
は
、
新
憲
法
制
定
を
め
ぐ
る

論
争
で
も
行
わ
れ
て
い
た
。

エ
リ
ツ
ィ
ン
で
あ
れ
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
で
あ
れ
、
そ
れ
は
過
渡
期
の
現
象
で
あ
り
、
そ
の
後

に
ノ
ー
メ

ク
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
の
独
裁
が
来
る
と
い
う
説
も
あ
る
(M
N
九
四
-

一
⊥

三

)
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー

氏
の
政
策
を
先
取
り
す
る
の
で
は
な
く
、
「民
主
主
義

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
確
立
」、
「法
律
崇
拝
」
の
精
神
が
必
要

と
い
う
主
張
も
あ
る

(独

立
九
三
ー

一
二
-

一
五
)。
し
か
し
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
現
象
が
示
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
民
主
主
義

の
基
盤
の
な
い
と
こ
ろ
に
人
為
的

に

民
主
主
義
を
導
入
す
る
こ
と
の
危
険
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ロ
シ
ア
は
ま
だ
自
由
と
民
主
主
義
を
享
受
す
る
贅
沢
は
許
さ
れ
な

い
よ

う
な
発
展
途
上
の
国
な
の
だ
か
ら
。

(
1
)

ロ
シ
ア
刑
法

に
は
、
戦

争
宣

伝

の
罪

と

い
う
犯

罪
類

型
が

あ

る

(第

七

一
条

)
。

ソ
ビ

エ
ト
時
代

に

は
そ

の
適

用

が
話
題

に
な
る

こ
と

は
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な

か

っ
た

が
、
次

の
よ
う
な
文

脈

で
時

々
言

及

さ
れ

て

い
た

。
つ
ま
り

ソ
連

に
は

言
論

の
自

由
が

な

い
と
批

判
さ

れ
た

場
合

に
、
次

の
よ
う

に
答

え
る

の

で
あ

る
。
言

論
が

野
放

し

で
あ

り
え

な

い
の
は
当

然

で
あ

り
、
例

え
ば
戦

争

の
宣
伝

は
許

さ

れ
ず
、
ソ
連

で
は
禁

止
し

て

い
る
。

西

側
諸

国

の
言

論

の
自

由

と
は
、
戦
争
宣

伝

の
自

由

を
許
す

よ
う

な
ご

ま

か
し

の
自
由

で
し
か

な

い
ー

と
。
戦
争
宣

伝

罪

の
存
在

は
、
ソ
連

に

お
け
る
言

論

の
自
由

の
規

制
を

正
当

化

す
る

た

め
に
利

用
さ

れ

て

い
た

の

で
あ

る
。
と

こ
ろ

が
最
近

、
本

文

で
述

べ
た
よ

う
な
ジ

リ

ノ
フ

ス
キ

ー
氏

の
発

言
が
戦

争
宣

伝
罪

に
該

当

す
る

の

で
は
な

い
か
と

い
う

こ
と
が

問
題

に
な

っ
た

。
ロ
シ
ア
検

察
庁

は
ジ

リ
ノ

フ
ス
キ
ー
氏

の

刑

事
訴

追

を
決

定

し
、
そ

の
後

そ

の
捜
査

を

中
央

軍
事

検
察

庁

に
委

ね
る

こ
と
を
決

め
た

(
ロ
新

聞
九

四
-

二
-

八
、
イ
九

四
ー
二
-

二
三

)
。

今

後

の
な

り
ゆ

き
が

注
目

さ
れ

る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、

ロ
シ
ア
新
議
会
の
最
初
の
活
動
ま
で
を
そ
の
射
程
に
入
れ
る
予
定
で
あ

っ
た
が
、
す
で
に
そ
の
余
裕
は
な
く
な

っ
た
。
や

や
羊
頭
狗
肉
の
感
が
あ
る
が
、
最
後
に
こ
こ
で
ロ
シ
ア
新
議
会
発
足
後
の
、
今
後
を
占
う
よ
う
な
若
干

の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
に
と
ど

め
る
。

ロ
シ
ア
の
新
議
会
は
、
九
四
年

一
月

一
一
日
に
開
会
し
た
。
表
⑪
は
、
国
家
院

(下
院
)
の
院
内
会
派

の
状
況
を
示
す
。
「
ロ
シ
ア
の

選
択
」
は
、
無
所
属
議
員
を
吸
収
し
て
と
も
か
く
最
大
会
派
と
な

っ
た
。
無
所
属
議
員
で
結
成
し
た
新
地
域
政
策
グ
ル
ー
プ
が
第
二
会

派
と
な

っ
た
。
自
由
民
主
党
は
新
加
入
者
が
お
ら
ず
、
第
三
会
派
に
後
退
し
た
。
農
業
党
は
共
産
党

に
極
め
て
近
く
、
合
わ
せ
れ
ば
四

分
の

一
の
勢
力

に
な
る
。

議
会
内
の
勢
力
地
図
は
、
議
長
の
選
出

に
当

っ
て
明
確
に
な

っ
た
。
ま
ず
連
邦
院

(上
院
)

で
は
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
に
近
い
シ

ュ
メ
イ

コ
氏
が
辛
う
じ
て
議
長
に
選
出
さ
れ
た
。
第

一
回
目
の
投
票
で
シ
ュ
メ
イ
コ
氏
は
八
五
票
を
獲
得
し
た
が
、
過
半
数
(八
六
票
)

に

一
票
足
り
な
か
っ
た
。
二
回
目
の
投
票

で
は
少
し
票
を
減
ら
し
(八

一
票
)
、
対
立
候
補

の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
総
支
配
人

ロ
マ
ノ
フ
氏

(七
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九
票
)
と
ほ
ぼ
並
ん
だ
。
お
そ
ら
く

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
の
意
向
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
チ

ェ
ル
ノ
ム
イ
ル
ジ

ン
首
相
が
議
員
の

説
得

に
当

っ
た
よ
う
で
、
三
回
目
の
投
票

(
一
月

一
三
日
)
は
、
シ

ュ
メ
イ

コ
氏
-
九
八
票
、

ロ
マ
ノ
フ
氏

-
五
二
票
、
カ
ル
ム
イ
キ

ア
共
和
国
大
統
領
イ
リ

ュ
ム
ジ
ノ
フ
氏
-
七
票
、
前
ス
ベ
ル
ド

ロ
フ
ス
ク
州
行
政
長
官

ロ
ッ
セ
リ
氏
-
六
票
と
な
り
、

シ
ュ
メ
イ

コ
氏

が
議
長
に
選
出
さ
れ
た

(イ
九
四
-

一
-

一
四
、
独
立
九
四
ー

一
-

一
四
、
独
立
九
四
ー

一
-

一
三
)。

連
邦
院
議
員
は
地
方
の
ボ

ス
が
多
く
、
中
央
の
政
治
団
体
と
の
関
係
は
薄

い
。

エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
と
の
間

に
地
方

の
権
限

の
拡
大
を

め
ぐ
り
軋
礫
が
あ
る
が
、
共
産
党
や
自
由
民
主
党
は

エ
リ
ツ
ィ
ン
派
以
上
に
集
権
的
体
質
を
も

つ
か
ら
、
こ
れ
ら
集
権
主
義
的
政
党
の

躍
進
の
な
か
で
、
連
邦
院
は
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権

に
対
し
て
国
家
院
ほ
ど
に
は
敵
対
し
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

他
方
で
国
家
院
は
、
農
業
党
員
で
は
あ
る
が
、
極
め
て
保
守
的
な
共
産
主
義
者

ル
イ
プ
キ
ン
氏
を
議
長
に
選
出
し
た
(
一
月

一
四
日
)
。

選
出
過
程
で
さ
ま
ざ
ま
の
か
け
ひ
き
が
あ

っ
た
が
、
最
後
は
ル
イ
プ
キ
ン
氏
と
作
家

の
ウ
ラ
ソ
フ
氏

(保
守
派
)
が
残

っ
た
。
投
票
で

ル
イ
プ
キ
ン
氏
は
二
壬

二
票
を
獲
得
し
、
辛
う
じ
て
過
半
数

(二
二
三
票
)
を
得
た
。
そ
の
中
に
無
効
票
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
騒
然

と
な

っ
た
が
、
結
局
投
票
に
よ

っ
て
有
効
と
認
め
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
(二
五
四
対
七
二
対
二
五
)。
二
二
三
票
の
内
訳
は
、
農
業
党
、

共
産
党
、
自
由
民
主
党
、
「
ロ
シ
ア
の
女
性
」
の
他

に
、
「新
地
域
政
策
」
の

一
部
や
、
「
ロ
シ
ア
の
道
」
(バ
ブ
ー
リ
ン
氏
ら
の
反
動
派
)

の
票
だ
と
い
わ
れ
る

(独
立
九
三
-

一
-

一
五
)。

新
議
会

(国
家
院
)
が
最
初

に
行

っ
た
大
き
な
決
定
は
、
二
月
二
三
日
の
新
憲
法
制
定
を
記
念
し
た
大
赦

の
決
定
で
あ

っ
た

(ロ
新
聞

九
四
ー
二
-
二
六
)。
大
赦

に
よ
っ
て
、
九
三
年

一
〇
月
の
騒
乱
事
件
で
勾
留
中
の
ル
ツ
コ
イ
氏
や

ハ
ズ
ブ
ラ

ー
ト
フ
氏
も
釈
放
さ
れ
た
。

こ
れ
は
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権

に
対
す
る
大
き
な
政
治
的
打
撃
で
あ

っ
た
。
し
か
も
こ
の
決
定
は
圧
倒
的
多
数
で
可
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

表
⑫
は
、
こ
の
段
階
で
の
各
会
派
の
人
数
と
、
大
赦
決
定
に
賛
成
し
た
議
員

の
数
を
示
し
て
い
る
。

ハ
カ
マ
ダ
女
史
ら
の
改
革
派
が
結

成
し
た

「
一
二
月

一
二
日
同
盟
」
に
は
賛
成
者
は
い
な

い
。
「
ロ
シ
ア
の
選
択
」
も

一
人
だ
け
で
あ
る
。
ヤ
ブ

リ
ン
ス
キ
ー
連
合
も
少
な

い
。
統

一
・
合
意
党
は
賛
成
者
が
過
半
数
で
あ
る
。
他
の
会
派
は
圧
倒
的
多
数
が
賛
成
し
て
い
る
。
各
会
派

の
政
治
的
傾
向
が
窺
え
そ
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う
で
あ
る
。
「
ロ
シ
ア
の
道
」
は
、
ル
キ
ヤ
ノ
フ
氏
、
バ
ブ

ー
リ
ン
氏
な
ど
の
保
守
派
が
結
成
し
た
会
派
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
表

で
は
、

反
対
票
を
投
じ
た
議
員
の
数
や
棄
権
者

・
欠
席
者

の
数
は
分
ら
な
い
。

図
①

は
、
こ
こ
数
年
の
政
治
勢
力
の
消
長
を
簡
単
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
九

一
年
六
月
に
エ
リ
ツ
ィ
ン
氏

が
大
統
領
に
選
出
さ
れ

た
段
階
で
は
、
保
革
の
勢
力
は
拮
抗
し
て
い
た
。
同
年
八
月

の
保
守
派
の
ク
ー
デ
タ
ー
事
件
を
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
を
先
頭
と
す
る

ロ
シ
ア
共
和
国
指
導
部
が
失
敗
さ
せ
た
こ
と
で
、
以
後
改
革
派
の
勢
力
は
拡
大
し
た
。
し
か
し
九
二
年

一
月

に
価
格
統
制
の
撤
廃
が
行

わ
れ
、
い
わ
ゆ
る
シ
ョ
ッ
ク
療
法

に
よ
る
市
場
経
済
化
が
推
進
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
反
対
す
る
部
分
が
改
革

派
か
ら
分
れ
て
中
間
派
を

形
成
し
た
。
九
二
年
か
ら
九
三
年
秋
に
か
け
て
、
議
会
内
部

で
は
改
革
派
は
じ
り
貧
状
態
と
な
り
、
保
守
派

・
中
間
派
が
大
勢
力
と
な

っ
た
。
九
三
年
九
月
の
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領

に
よ
る
議
会

の
廃
止
と
そ
れ
に
続
く

一
〇
月
の
騒
乱

で
、
中
間

派
と
反
動
派
は
大
き
な
打

撃
を
受
け
た
。
九
三
年

一
二
月
の
選
挙
で
は
、
共
産
党
は
勢
力
を
維
持

・
躍
進
し
、
中
間
派
と
反
動
派
に
代

っ
て
自
由
民
主
党
が

一
挙

に
議
会
に
登
場
し
た
。
改
革
派
は
旧
議
会
の
最
終
段
階
に
比
べ
れ
ば
勢
力
を
伸
ば
し
た
が
、
し
か
し
九
二
年

一
月
以
降
に
改
革
派
か
ら

中
間
派
が
分
れ
た
時
に
も
似

て
、
穏
健
改
革
派

(ヤ
ブ
リ
ン
ス
キ
ー
連
合
、
統

一
・
合
意
党
)
が
そ
こ
か
ら
分
れ
た
。

九
三
年
の
ロ
シ
ア
の
政
局

の
激
変
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
四
年
の
ロ
シ
ア
の
政
治

・
経
済
状
況
は
膠
着

・
手
詰
り
状
態

に
あ
る
。
議

会
と
大
統
領

の
対
立
の
構
図

に
も
変
わ
り
は
な
い
。
新
憲
法
は
制
定
さ
れ
た
が
、
ま
だ
そ
れ
は
十
分
に
は
機
能
し
て
い
な
い
。
憲
法
上

の
シ
ス
テ
ム
に
依
拠
し
て
政
治
を
行
う
よ
り
も
、
「市
民
的
合
意
」
の
策
定
等
、
超
憲
法
的
な
手
法
で
政
治
の
運
営
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。

混
迷
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
庶
民
は
決
起
す
る
こ
と
な
く
必
死
に
状
況
に
耐
え
て
い
る
。
し
か
し
状
況
に
改
善

の
兆
が
見
え
て
こ
な
い
な

ら
ば
、
ジ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の

「魅
力
」
は
侮
れ
な

い
も
の
に
な

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
〔
一
九
九
四
年
四
月

一
〇
日
稿
〕
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表① 比例選挙方式

選挙団体

A

B

C

D

E

F

G

得 票 数

8.5万 ÷6.76=L26

19.0万 ÷6.76=2.81、

31.0万 ÷6.76=4.58

10.5万 ÷6.76=1.55

21.5万 ÷6.76=3.18

6.5万 ÷6.76=0.96

4.5万 ÷6.76二 〇.66

合 計=101.5万

101.5÷15=6.76

表② 比例選挙方式(旧)の 追加部分

久
》

1

8

【
」

8

久
U

久
U

∩乙

8

【
り

r
D

「
⊥

∩
」

6

一一

=

一一

=

=

=

=

A

B

C

D

E

F

G

1.26=20.63

2.81=28.82

4.58=12.66

1.55二35.48

3.18=5.66

0.96=100.00

0.66=100.00

表③ 有料テレビの利用時間(12月10日 に公表されたも

ので、最終的なものではない という。数字は分。

イズベスチャ、93年12月10日)

テ レ ビ 局 オスタンキノ ロ シ ア

ロ シ ア の 選 択 180 44

ロ シ ア統 一 ・合 意 党 77 77

ロシア 自由民 主 党 90 59

ロシア民主改革運動 50 40

市 民 同 盟 30 39

ロ シ ア 民 主 党 30 34

ロ シ ア に 未 来 を 10 49
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表④1993年 国家院選挙小選挙区の立候補者数と当選者数

選 挙 団 体 候補者数 当選者数 当選率%

ロ シ ア の 選 択 103 19 18.4

民 主 ロ シ ア 7 7 100.0

ロ シ ア 民 主 改 革 運 動 57 4 7.0

ヤ ブ リ ン ス キ ー 連 合 83 2 2.4

ロ シ ア 統 一 ・合 意 党 68 1 1.5

ロ シ ア 民 主 党 58 1 1.7

市 民 同 盟 69 1 1.4

ロシア建設的環境運動ケドル 22 0 0.0

ロ シ ア に 未 来 を 34 0 0.0

尊 厳 と 慈 愛 14 2 14.3

ロ シ ア 女 性 運 動 6 2 33.3

ロ シ ア 農 業 党 70 12 17.1

ロ シ ア 連 邦 共 産 党 62 16 25.8

ロ シ ア 自 由 民 主 党 60 5 8.3

諸 派 21 21 100.0

党 派 小 計 734 90 12.3

無 所 属 828 129 15.6

合 計 1562 222

(選挙不成立の6選 挙区を除 く、当選者はダブ リが3人 いるので

実質は219人 、諸派の内訳 は前稿の表⑫参照)
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表⑤1993年 連邦院議員社会層別当選率

社 会 層 候補者数 当選者数 当選率%

中 央 官 僚 39 12 30.8

(ロシア大統領代官) 21 4 19.0

地 方 官 僚 158 79 50.0

(共 和 国 大 統 領) 5 5 100.0

(共 和 国 首 相) 12 11 91.7

(道 ・州 行 政 長 官) 40 34 85.0

(市 ・地区行政長官) 30 7 23.3

地 方 議 会 50 23 46.0

(共和国議会議長) 10 7 70.0

(道 ・州 議 会 議 長) 20 11 55.0

(市 ・地区議会議長) 3 1 33.3

旧 企 業 幹 部 42 11 26.2

新 企 業 幹 部 74 16 21.6

コ ル ホ ー ズ 議 長 4 1 25.0

ソ フ ホ ー ズ 長 3 0 0.0

学 者 26 9 34.6

法 律 家 10 4 40.0

医 者 5 2 40.0

ジ ャ ー ナ リ ス ト 11 3 27.3

専 門 家 5 0 0.0

団 体 代 表 18 0 0.0

労 働 者 5 0 0.0

そ の 他 12 3 25.0

無'職 29 8 27.6

合 計 491 171 一

()内 は内訳
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表⑥1993年 連邦員議員の前人民代議員再選率

職 業 候補者数 当選者数 当選率%

中 央 官 僚 17 7 41.2

共和 国大 統領 3 3 100.0

共 和 国 首 相 3 3 100.0

道 ・州行政長官 11 10 90.9

共和国議会議長 5 5 100.0

州 議 会 議 長 3 2 66.7

新 企 業 幹 部 4 2 50.0

旧 企 業 幹 部 2 2 100.0

学 者 3 2 66.7

そ の 他 12 2 16.7

無 職 9 6 66.7

合 計 72 44 61.1
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表⑦ 選挙前の政党支持率 と選挙結果

(数字は%、 一印は統計に表れていないもの)

A B C D E匙

ロ シ ア の 選 択 24 41 41 16 15.38

ロシア民主改革運動 4 8 8
一 一

ヤブ リンスキー連合
'9

18 14 13 7.83

ロシア統一 ・合意党 一 7 一 5 6.76

ロ シ ア 民 主 党 3 6 一 10 5.50

ロシア連邦共産党 3 3 10 12 12.35

農 業 党 一 一 20 5 7.90

ロ シア 自由民 主党 一 4
『 17. 22.79

ロ シ ア 女 性 運 動 一 一 一
6 8.10

そ の 他 5 13 7
一 一

未 定 26 一 一 一 『

棄 権 す る、そ の 他 26 一 一 一 『

・Aは93年10月16～18日 の全 ロシア研 究 セ ンター調 査(MN93-NQ43)

・Bは93年10月23～25日 の 同上 調 査(論 拠 と事 実93-NQ44)

・Cは93年11月 の独 立 情 報 分 析 グル ー プ 調 査(論 拠 と事 実93-NQ47)

・Dは93年12月2～7日 の 議 会 制 度 独 立 社 会 学 研 究 所 調 査(イ93-

12-15)

・Eは93年12月12日 の 選 挙(比 例 選 挙 区)結 果 の最 終 報 告(朝 日新

聞93-12-25)〔 表 に は な い が 、中 間 発 表 で は、ロ シ ア民 主 改 革 運

動 は4.37%、 市 民 同 盟 は1.9%で 、5%条 項 に よ っ て と もに議 席 を

獲 得 で きな か っ た〕

102
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表⑧ 政治家の信任度調査(数 字 は%、 一印は統計 なし)

A B C D E

エ リ ツ ィ ン 36 23.7 一 43.7 19.4

ヤ ブ リ ン ス キ ー 13 12.6 40.5 45.9 12.8

ガ イ ダ ル 4 14.3 21.0 40.0 8.4

シ ャ フ ラ イ 一 11.5 28.5 37.0 5.0

チェルノムイルジン 一 9.6 25.0 41.3 一

ル ツ コ イ 4 5.8 } } 一

ジ ュ ガ ノ フ 一 0.4 5.0 18.5 4.8

ジ リ ノ フ ス キ ー 2 0.7 13.0 16.6 9.8

そ の 他 の 回 答 41 一 一 10.7

・Aは93年10月16～18日 の全ロシア世論センターの調査(MN93-

Nα43)〔質問は 「最 も信頼できる政治家はだれか」〕

・Bは93年10月9～23日 の同上の調査(論 拠 と事実93一 臨44)〔 質問

は 「大統領選挙を行 うとすればだれに投票す るか」〕

・Cは93年11月15～17日 のシステム研究 ・社会学研究所の調査(論

拠 と事実93-Nα47)〔 政治家 を列挙 し、共鳴する、しない、無関心、

の三項 目か ら選択させた場合の 「共鳴する」の比率〕

・Dは94年1月 の全 ロシア世論センターの調査(MN93-NQ7)〔 完

全に信頼で きる、慨 して信頼できる、慨 して信頼できない、まっ

た く信頼で きない、の4項 目のうち、前2者 合計の得票率〕

・EはDと 同時に行われた調査で、大統領選挙 を行 うとすればだれ

に投票するか という問に対する回答

/
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表⑨ 指導的政治家の順位の変遷(独 立新聞紙調査)

A B C D E F G

チ ェル ノムイル ジ ン ロ シ ア 連 邦 首 相 1 1 2 4 3 2 2

エ リ ツ イ ン ロ シア連 邦 大 統 領 2 2 1 1 1 1 1

ル イ プ キ ン 国 家院(下 院)議 長 3 11 18
一 一 一 一

ル シ コ フ モ ス ク ワ 市 長 4 3 8 6 7 3 7

シ ュ ・メ イ コ 連 邦院(上 院)議 長 5 15 5 12 10 7 8

コ ー ズ ィ レ フ ロ シ ア 連 邦 外 相 6 4 7 8 6 13 5

フ ィ ラ ト フ 大 統 領 府 長 官 7 6 13 11 4 9 18

ジ リ ノ フ ス キ ー 自 由 民 主 党 党 首 8 13 4 2 一 一 一

グ ラ チ ョ フ ロ シ ア連 邦 国 防相 9 8 21 22 8 5 13

ゲ ラ シ ェ ン コ ロシア中央銀行総裁 10 5 6 17 12 15 12

ガ イ ダ ル 前 ロシア第 一副 首相 11 9 3 3 2 4 9

チ ュ バ イ ス 国有財産国家管理委員長 12 16 9 9 13 17 13

イ ェ ー リ ン ロ シ ア連 邦 内務 相 13 19 20 18 11 7 26

ソ ス コ ベ ッ ツ ロシア連邦第一副首相 14 7 11 21 20 25 34

ジ ュ ガ ノ フ ロシア共産党委員長 15 19 12 10 22 62 39

シ ャ フ ラ イ 統一 ・合意党 指導 者 16 16 16 7 5 6 6

バ ト ゥ ー リ ン ロシア大統領補佐官 17 12 25 56 47 80 61

シ ョ ー ヒ ン ロ シア連 邦 経 済 相 17 22 17 19 18 26 32

ヤ ブ リ ン ス キ ー 経 済 学 者 19 23 14 5 8 12 10

シ ャ イ ミ エ フ タタールスタン大統領 20 10 27 26 34 45 38

ザ ベ リ ュ ー ハ ロ シア連 邦 副 首 相 21 21 19 29 25 55 64

イ リ ュ ー シ ン ロシア大統領首席補佐官 22 13 15 28 28 42 57

コ コ ー シ ン ロシア国防省第一次官 23 29 30 30 33 59 43

チ ュ ル キ ン ロシア連邦外務次官 24 16 98 60 61 91 57

コ ス チ コ フ ロシア大統領報道官 25 23 22 25 26 27 23

・発 表 日 は 、A二94年4月1日 、B二94年3月3日 、C=94年1月29日 、D=

93年12月29日 、E=93年12月1日 、F=93年11月2日 、G=93年10月1日

(9月21日 の エ リツ ィ ン大 統 領 に よ る 旧 議 会 廃 止 命 令 直 前 の 調 査)、一 印 は

100番 外 、 な おAの25位 に は同 点 で ロ ボ フ氏(ロ シ ア連 邦 保 安 評 議 会 書 記)

が い る が省 略 し た。
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表⑩ 各選挙団体支持者の生活水準(「 論拠 と事実」93年48号)

A=そ れほど悪 くない。生活で きる。

B=生 きていけるが耐え難い。

C=も う生きていけない

D=回 答困難

数字は%で 、各選挙団体別 にA～Dに 分類 したものである。

A B C D

ロ シ ア の 選 択 27 61 9 3

ロシア民主改革運動 24 50 26 0

ロ シ ア 民 主 党 20 55 25 0

シ ャ フ ラ イ 派 16 61 23 0

市 民 同 盟 12 53 32 0

ヤブリンスキー連合 10 61 23 2

ロ シア 自由民主 党 8 50 38 4

ロ シ ア 共 産 党 4 33 58 5

全 体 18 49 30 3

表⑪ 新議会の国家院の会派(94-1-13、 臨時書記局発表、括弧内は%、
「新加入」は当選後会派 に加入 した議員等の増加分である。小選挙区

選出議員の会派 にはダブリが3人 いる。ロシア新聞94-1-14)

比例区 小選挙区 新加入 新議会会派(%)

ロ シ ア の 選 択 40 19 17 76(17.1)

ヤブリンスキー連合 20 2 3 25(5.6〉

ロシア統一 ・合意党 18 1 11 30(6.8)

新 地 域 政 策 一 一 65 65(14.6)

ロ シ ア 民 主 党 14 1 0 15(3.4)

ロ シ ア の 女 性 21 2 0 23(5.2)

農 業 党 21 12 22 55(12.4)

ロ シ ア 共 産 党 32 16 7 55(12.4)

ロ シア 自由民 主党 59 5 0 64(14.4)

そ の 他 ・無 所 属 一 164 一 36(8.1)

合 計 225 219
一 444(100.0)
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表⑫ 国家院の大赦決定の賛成議員(94-2-23)の

会派別人数 〔論拠 と事実94-NQ11〕

会派構成員数 賛成議員数(%)

12月12日 同 盟 23 0(0.0)

ロ シ ア の 選 択 75 1(1.3)

ヤブリンスキー連合 27 6(22.2)

統 一 ・ 合 意 党 30 18(60.0)

新 地 域 政 策 66 50(75.8)

ロ シ ア の 女 性 23 22(95.7)

ロ シ ア 民 主 党 15 14(93.3)

ロ シ ア 農 業 党 55 48(87.3)

ロシア連邦共産党 45 43(95.6)

ロ シア 自由民 主党 64 57(89.1)

ロ シ ア の 道 13 11(84.6)

無 所 属 8 5(62.5)

合 計 444 275(61.9)

図① ロシアの政治勢力の展開図
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